
規 則

�愛媛県規則第２８号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知

事

の

事

務

部

本

庁

部長、営業戦略監、局長

、部付、技術監、参事、課長、室長、副参事、技

幹、医監、危機管理監、環境技術専門監、原子力安全

対策推進監、高速道路推進監、主席工事検査専門員、

課長補佐 、

所長、秘書、医幹、主幹、廃棄物監視指導官、検査班

知

事

の

事

務

部

本

庁

部長 、局長、えひめブランド推進統括

監、部付、技術監、参事、課長、室長、副参事、技

幹、医監、危機管理監、環境技術専門監、原子力安全

対策推進監、高速道路推進監、主席工事検査専門員、

課長補佐、室長補佐、技術課長補佐、技術室長補佐、

所長、秘書、医幹、主幹 、検査班
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局 長、工事検査専門員、換地指導専門員、用地補償審査

専門員、課付、室付、専門員、隊長、船長、機関長、

係長、担当係長、副隊長、隊員、主任、主任主事、主

事、技師、技術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

局 長、工事検査専門員、換地指導専門員、用地補償審査

専門員、課付 、専門員、隊長、船長、機関長、

係長、担当係長、副隊長、隊員、主任、主任主事、主

事、技師、技術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

地

方

機

関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、保健

統括監、建設技術監、部付、所付、事務局長、副所

長、医監、参事、課長、室長、校長、教頭、園長、副

園長、副校長、副参事、技幹、課長補佐 、

業務課長 、主幹、支所

長、寮長、地域政策班長、納税班長、滞納処分専門

員、児童指導専門員、工事検査専門員

、研究員、課付、医幹、事務局次長、教授、企画工

事検査専門員、専門員

、用地補償審査専門員、主任教

官、船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部長、

係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主任、主任

判定員、特別研究員、教務主任、医長、副医長、看護

長、教官、主任主事、主任技師、主事、技師、技術主

任、技能主任、主任守衛、主任業務員、主任技術員、

主任技能員、技術員、技能員、守衛、業務員

地

方

機

関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、保健

統括監、建設技術監、部付、所付、事務局長、副所

長、医監、参事、課長、室長、校長、教頭、園長、副

園長、副校長、副参事、技幹、課長補佐、室長補佐、

業務課長、技術課長補佐、技術室長補佐、主幹、支所

長、寮長、地域政策班長、納税班長、滞納処分専門

員、児童指導専門員、工事検査専門員、主席普及指導

員、研究員、課付、医幹、事務局次長、教授、企画工

事検査専門員、専門員、児童福祉司、身体障害者福祉

司、知的障害者福祉司、用地補償審査専門員、主任教

官、船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部長、

係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主任、主任

判定員、特別研究員、教務主任、医長、副医長、看護

長、教官、主任主事、主任技師、主事、技師、技術主

任、技能主任、主任守衛、主任業務員、主任技術員、

主任技能員、技術員、技能員、守衛、業務員

省略 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２９号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 省略

第２章 本庁

第１節 省略

第２節 職員（第１５条の２―第２０条）

第３章 省略

附則

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

目次

第１章 省略

第２章 本庁

第１節 省略

第２節 職員（第１６条 ―第２０条）

第３章 省略

附則

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略 省略

企画

振興

部

省略 企画

振興

部

省略

地域振興局 地域政策課、交通対策課、情報政策課、

文化・スポーツ振興課

地域振興局 地域政策課、交通対策課、情報政策課、

文化・スポーツ振興課、国体準備課
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国体準備局 国体準備課

省略 省略

経済

労働

部

管理局 産業政策課、立地推進課、観光物産課、

国際交流課、労政雇用課

経済

労働

部

管理局 産業政策課

、労政雇用課

省略 省略

観光国際局 観光物産課、国際交流課

省略 省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

産業政策課 企業立地推進室

省略 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 行政改革の推進に関すること。

� 省略

� 公社等外郭団体の運営等に係る総合調整に関すること。

� 行政手続に関する事務の総括に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

７ 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～４ 省略

５ 消防防災安全課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 石油コンビナート等における災害の防止に関すること。

� 省略

� 省略

	 省略

６ 危機管理課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 県の制度の見直しに関すること。

� 行政改革大綱の推進に関すること。

� 行政改革の進行管理に関すること。

� 省略

� 県の業務の外部委託の推進に関すること。

� 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の推進に関する

こと（他の主管に属するものを除く。）。

� 公社等外郭団体の運営等に係る総合調整に関すること。

	 パブリック・コメント制度に関する事務の総括に関するこ

と。


 行政手続に関する事務の総括に関すること。

� 総務系業務の集中化及び効率化の推進に関すること。

� 省略

 四国４県連携の推進に関すること。

� 省略

� 地方行政連絡会議に関すること。

７ 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～４ 省略

５ 消防防災安全課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

６ 危機管理課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 石油コンビナート等における災害の防止に関すること。

� 省略

� 省略
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� 省略

７～９ 省略

１０ 自然保護課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 生物多様性 の保全に関すること。

� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 計量器の検定その他計量に関すること。

	 その他商工業に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

２ 立地推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 企業立地及び企業誘致に関すること。


 工業用水に関すること。

３ 観光物産課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 観光振興の基本計画に関すること。


 愛媛広域文化交流基盤整備の推進に関すること。

� 観光施設の整備及び観光客誘致の推進に関すること。

� 観光団体等に関すること。

� 旅行業に関すること。

� 観光まちづくりに関すること。

� 物産の販路拡大に関すること。

 商工業関係の博覧会、展示会、見本市等に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

� 伝統的工芸品産業の振興に関すること。

� その他観光及び物産に関すること（他の主管に属するものを

除く。）。

４ 国際交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国際交流に関すること。


 国際協力に関すること。

� 国際観光の振興に関すること。

� 海外移住に関すること。

� 海外渡航に関すること。

� その他国際協調に関すること。

５ 省略

６ 省略

７ 省略

� 省略

７～９ 省略

１０ 自然保護課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 野生動植物の多様性の保全に関すること。

� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１４号から第１７号までの

事務は、企業立地推進室が所掌する。

�～� 省略

� 計量器の検定その他計量に関すること。

� その他商工業に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 企業立地及び企業誘致に関すること。

	 工業用水に関すること。

� 省略

� 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 観光物産課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 観光開発の総合計画に関すること。


 愛媛広域文化交流基盤整備の推進に関すること。

� 観光施設の整備及び観光客誘致の推進に関すること。

� 観光団体等に関すること。

� しまなみ海道による地域振興に関すること。
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（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 森林計画及び森林経営計画に関すること。

�～� 省略

８～１１ 省略

第２節 職員

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業戦略監を置く。

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 課に課長及び主幹 を置く。

２ 幹事課（会計課を除く。）に課長補佐を置く。

３ 室に室長及び主幹

を置く。

４ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 室付

� 省略

	～
 省略

２ 省略

（特別の課に置く職員）

第１９条 循環型社会推進課に廃棄物監視指導官を置く。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

（出納局に置く職員）

第２０条 出納局に次の職員を置く。

�・� 省略

� 物産の販路拡大及び県産品愛用運動の推進に関すること。

� 商工業関係の博覧会、展示会、見本市等に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

� 伝統的工芸品産業の振興に関すること。

	 その他観光及び物産に関すること（他の主管に属するものを

除く。）。

６ 国際交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国際交流に関すること。

� 国際協力に関すること。

� 国際観光の振興に関すること。

� 海外移住に関すること。

� 海外渡航に関すること。

� その他国際協調に関すること。

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 森林計画及び森林施業計画に関すること。

�～� 省略

８～１１ 省略

第２節 職員

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 農林水産部にえひめブランド推進統括監を置く。

３ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 課に課長及び課長補佐を置く。

２ 室に室長及び室長補佐（農産園芸課担い手・農地保全対策室、

土木管理課技術企画室及び建築住宅課営繕室にあつては、技術室

長補佐とする。）を置く。

３ 省略

４ 必要な課に技術課長補佐を置く。

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 省略

� 主幹

	～
 省略

２ 省略

（特別の課に置く職員）

第１９条 省略

２ 省略

３ 省略

（出納局に置く職員）

第２０条 出納局に次の職員を置く。

�・� 省略
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� 主幹

�～� 省略

２ 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 地方局及びその出先機関に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 部付

� 省略

� 課付

� 省略

� 省略

（児童相談所）

第２６条 省略

２ 省略

３ 児童相談所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（保健所）

第２７条 省略

２ 省略

３ 保健所に次の職員を置く。

�・� 省略

� 主幹

� 課長補佐

�～� 省略

２ 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略

� 室長補佐

� 技術課長補佐

� 技術室長補佐

	 課付


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 主席普及指導員

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 地方局及びその出先機関に、必要に応じ次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

（児童相談所）

第２６条 省略

２ 省略

３ 児童相談所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（保健所）

第２７条 省略

２ 省略

３ 保健所に次の職員を置く。

�・� 省略

� 課長補佐

� 技術課長補佐
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 保健所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（身体障害者更生相談所）

第３７条 省略

２ 身体障害者更生相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 担当係長

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

（婦人相談所）

第３８条 省略

２ 省略

３ 婦人相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（知的障害者更生相談所）

第４０条 省略

２ 知的障害者更生相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 担当係長

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 愛媛県立衛生環境研究所（以下「衛生環境研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 生物多様性の保全に係る調査研究、情報の収集、管理及び提

供並びに普及啓発に関すること。

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課及びセンター並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略


 省略

４ 保健所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

� 省略

（身体障害者更生相談所）

第３７条 省略

２ 身体障害者更生相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

（婦人相談所）

第３８条 省略

２ 省略

３ 婦人相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 次長

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（知的障害者更生相談所）

第４０条 省略

２ 知的障害者更生相談所に次の職員を置く。

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 愛媛県立衛生環境研究所（以下「衛生環境研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課 並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。
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省略 省略

環境研究課 大気環境科、水質環境科、 環境研究課 環境監視室 大気環境科、水質環境科

資源環境科 環境科学室 資源環境科、生物環境科

生物多様性センタ

ー

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

� センター長

� 主幹

� 省略

� 次長

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（産業技術研究所）

第５６条 愛媛県産業技術研究所（以下「産業技術研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 工業技術 に係る試験研究の総合的な企画調整及

び情報の提供に関すること。

 食品産業、繊維産業、紙産業、窯業その他のものづくりの基

盤となる技術 に係る試験研究、助言等及び技術者

の養成に関すること。

� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、工業技術 に係る試

験研究及び調査に関すること。

２ 産業技術研究所に企画管理部、技術開発部及び食品産業技術セ

ンターを置き、次の表の左欄に掲げる部及びセンターに、それぞ

れ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 課長補佐

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

４ 省略

（産業技術研究所）

第５６条 愛媛県産業技術研究所（以下「産業技術研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 工業技術及び建設技術に係る試験研究の総合的な企画調整及

び情報の提供に関すること。

 食品産業、繊維産業、紙産業、窯業その他のものづくりの基

盤となる技術及び建設技術に係る試験研究、助言等及び技術者

の養成に関すること。

� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、工業技術及び建設技術に係る試

験研究及び調査に関すること。

２ 産業技術研究所に企画管理部、技術開発部及び食品産業技術セ

ンターを置き、次の表の左欄に掲げる部及びセンターに、それぞ

れ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

省略 省略

建設技術センター

３ 省略

４ 産業技術研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２・３ 省略

４ 東京事務所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

３ 省略

４ 産業技術研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２・３ 省略

４ 東京事務所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 課長補佐

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略
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別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

総務管理課 調整管理係 総務管理課 調整管理係、自動車係、守衛係

省略 省略

私学文書課 私学係、法令係、公益法人係 私学文書課 私学係、法令係、公益法人係、文書係

行革分権課 行政改革係、分権改革係

税務課 直税係、自動車税係、税務調査係 税務課 直税係、自動車税係、税務調査係、オンライン

管理係

省略 省略

地域政策課 活力創出係、地域づくり支援係

交通対策課 航空振興係、空港対策係 交通対策課 交通企画係、航空振興係、空港対策係、交通運

輸係

情報政策課 情報企画係、行政情報化係、ネットワーク運営

係、電子申請推進係、管理係

省略 省略

国体準備課 総務・企画係、施設調整係、競技式典係

省略 省略

自然保護課 自然公園係、生物多様性係 自然保護課 自然公園係、野生生物係

省略 省略

産業政策課 調整管理係、経済計画係、連携支援係、貿易海

運係、資源エネルギー係

産業政策課 調整管理係、経済計画係、連携支援係、貿易海

運係

観光物産課 観光企画係、観光まちづくり係、県産品振興係 企業立地

推進室

立地推進係、資源エネルギー係

国際交流課 国際観光係、国際交流係

労政雇用課 労政係、労働福祉係、職業訓練係、技能振興係

雇用対策

室

雇用企画係、雇用支援係、雇用創出係

省略 省略

観光物産課 観光企画係、観光まちづくり係、県産品振興

係、イベント推進係

国際交流課 国際観光係、国際交流係、旅券係

省略 省略

ブランド戦

略課

企画調整係、えひめブランド係、流通戦略係、

農産物安全係

省略 省略

用地課 収用係、特定事業係 用地課 用地第一係、用地第二係、収用係、高速道路用

地係

省略 省略

別表第３（第２３条の２関係） 別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部 課 係 地方局の部 課 係

省略 省略

中予地方局 総務企画部 省略 中予地方局 総務企画部 省略

課税課 事業税係

、軽油引取税係

課税課 事業税係、自動車取得

税係、軽油引取税係

省略 省略

南予地方局 省略 南予地方局 省略
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建設部 省略 建設部 省略

道路課 九島架橋係 道路課

省略 省略

省略 省略

別表第４（第２３条の３関係） 別表第４（第２３条の３関係）

名 称 位置
所管

区域
所 掌 事 務 名 称 位置

所管

区域
所 掌 事 務

省略 省略

東予地方局

今治土木事

務所

今治市

今治市

及び越

智郡

第２３条第４項各号に掲げる

事務（同項第１１号に掲げる

事務にあつては、県営住宅

の管理に関するものに限

る。）

東予地方局

今治土木事

務所

今治市

今治市

及び越

智郡

第２３条第４項各号に掲げる

事務

中予地方局

久万高原土

木事務所

上浮穴

郡久万

高原町

上浮穴

郡

第２３条第４項第１号から第

１０号まで及び第１２号から第

１４号までに掲げる事務

中予地方局

久万高原土

木事務所

上浮穴

郡久万

高原町

上浮穴

郡

第２３条第４項各号

に掲げる事務

省略 省略

南予地方局

西予土木事

務所

西予市 西予市

第２３条第４項第１号から第

１０号まで及び第１２号から第

１４号までに掲げる事務

南予地方局

西予土木事

務所

西予市 西予市

第２３条第４項各号

に掲げる事務

南予地方局

愛南土木事

務所

南宇和

郡愛南

町

南宇和

郡

第２３条第４項第１号から第

１０号まで及び第１２号から第

１４号までに掲げる事務

南予地方局

愛南土木事

務所

南宇和

郡愛南

町

南宇和

郡

第２３条第４項各号

に掲げる事務

別表第５（第２３条の３関係） 別表第５（第２３条の３関係）

土木事務所 課 係 土木事務所 課 係

省略 省略

東予地方局今

治土木事務所

省略 東予地方局今

治土木事務所

省略

上島架橋建設課 上島架橋係

省略 省略

南予地方局八

幡浜土木事務

所

管理課 管理係、契約・建設業係 南予地方局八

幡浜土木事務

所

管理課 管理係、契約・建設業係、

建築指導係

省略 省略

省略 省略

別表第７（第２７条関係） 別表第７（第２７条関係）

保健所 課 係 保健所 課 係

省略 省略

中予保健所 省略 松山保健所 省略

省略 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられな

い限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものとする。

総務部管理局総務管理課政策推進グループ主幹 総務部管理局総務管理課主幹

総務部管理局人事課長補佐 総務部管理局人事課主幹

総務部管理局私学文書課長補佐 総務部管理局私学文書課主幹
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総務部行財政改革局財政課長補佐 総務部行財政改革局財政課主幹

総務部行財政改革局税務課長補佐 総務部行財政改革局税務課主幹

企画振興部管理局秘書課長補佐 企画振興部管理局秘書課主幹

企画振興部管理局広報広聴課長補佐 企画振興部管理局広報広聴課主幹

企画振興部管理局統計課長補佐 企画振興部管理局統計課主幹

企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課長補佐 企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課主幹

企画振興部地域振興局国体整備課 企画振興部国体準備局国体整備課

県民環境部管理局県民生活課政策推進グループ主幹 県民環境部管理局県民生活課主幹

県民環境部管理局男女参画課長補佐 県民環境部管理局男女参画課主幹

県民環境部管理局人権対策課長補佐 県民環境部管理局人権対策課主幹

県民環境部防災局消防防災安全課長補佐 県民環境部防災局消防防災安全課主幹

県民環境部防災局消防防災安全課技術課長補佐 県民環境部防災局消防防災安全課主幹

県民環境部防災局危機管理課長補佐 県民環境部防災局危機管理課主幹

県民環境部環境局循環型社会推進課長補佐 県民環境部環境局循環型社会推進課主幹

県民環境部環境局循環型社会推進課技術課長補佐 県民環境部環境局循環型社会推進課主幹

県民環境部環境局自然保護課長補佐 県民環境部環境局自然保護課主幹

県民環境部環境局自然保護課野生生物係長 県民環境部環境局自然保護課生物多様性係長

保健福祉部管理局保健福祉課政策推進グループ主幹 保健福祉部管理局保健福祉課主幹

保健福祉部健康衛生局健康増進課長補佐 保健福祉部健康衛生局健康増進課主幹

保健福祉部健康衛生局健康増進課技術課長補佐 保健福祉部健康衛生局健康増進課主幹

保健福祉部健康衛生局薬務衛生課長補佐 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課主幹

保健福祉部生きがい推進局子育て支援課長補佐 保健福祉部生きがい推進局子育て支援課主幹

保健福祉部生きがい推進局障害福祉課長補佐 保健福祉部生きがい推進局障害福祉課主幹

保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長補佐 保健福祉部生きがい推進局長寿介護課主幹

保健福祉部生きがい推進局長寿介護課技術課長補佐 保健福祉部生きがい推進局長寿介護課主幹

衛生環境研究所総務調整課長補佐 衛生環境研究所総務調整課主幹

衛生環境研究所環境研究課環境監視室大気環境科長 衛生環境研究所環境研究課大気環境科長

衛生環境研究所環境研究課環境監視室水質環境科長 衛生環境研究所環境研究課水質環境科長

衛生環境研究所環境研究課環境科学室資源環境科長 衛生環境研究所環境研究課資源環境科長

経済労働部管理局産業政策課政策推進グループ主幹 経済労働部管理局産業政策課主幹

経済労働部観光国際局観光物産課観光企画係長 経済労働部管理局観光物産課観光企画係長

経済労働部観光国際局観光物産課観光企画係担当係長 経済労働部管理局観光物産課観光企画係担当係長

経済労働部観光国際局観光物産課観光まちづくり係長 経済労働部管理局観光物産課観光まちづくり係長

経済労働部観光国際局観光物産課観光まちづくり係担当係長 経済労働部管理局観光物産課観光まちづくり係担当係長

経済労働部観光国際局観光物産課県産品振興係長 経済労働部管理局観光物産課県産品振興係長

経済労働部観光国際局観光物産課担当係長 経済労働部管理局観光物産課担当係長

経済労働部観光国際局観光物産課 経済労働部管理局観光物産課

経済労働部観光国際局国際交流課国際観光係長 経済労働部管理局国際交流課国際観光係長

経済労働部観光国際局国際交流課 経済労働部管理局国際交流課

経済労働部管理局労政雇用課長補佐 経済労働部管理局労政雇用課主幹

経済労働部産業支援局産業創出課技術課長補佐 経済労働部産業支援局産業創出課主幹

農林水産部管理局農政課長補佐 農林水産部管理局農政課主幹

農林水産部管理局農政課政策推進グループ主幹 農林水産部管理局農政課主幹

農林水産部管理局農業経済課長補佐 農林水産部管理局農業経済課主幹

農林水産部管理局ブランド戦略課長補佐 農林水産部管理局ブランド戦略課主幹
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農林水産部農業振興局農地整備課長補佐 農林水産部農業振興局農地整備課主幹

農林水産部農業振興局農地整備課技術課長補佐 農林水産部農業振興局農地整備課主幹

農林水産部農業振興局農産園芸課長補佐 農林水産部農業振興局農産園芸課主幹

農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐 農林水産部農業振興局農産園芸課主幹

農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室技術室長補佐 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策室主幹

農林水産部農業振興局畜産課長補佐 農林水産部農業振興局畜産課主幹

農林水産部農業振興局畜産課技術課長補佐 農林水産部農業振興局畜産課主幹

農林水産部森林局林業政策課長補佐 農林水産部森林局林業政策課主幹

農林水産部森林局森林整備課長補佐 農林水産部森林局森林整備課主幹

農林水産部水産局水産課長補佐 農林水産部水産局水産課主幹

農林水産部水産局水産課技術課長補佐 農林水産部水産局水産課主幹

農林水産部水産局漁港課長補佐 農林水産部水産局漁港課主幹

土木部管理局土木管理課政策推進グループ主幹 土木部管理局土木管理課主幹

土木部管理局土木管理課技術企画室技術室長補佐 土木部管理局土木管理課技術企画室主幹

土木部管理局用地課高速道路用地係長 土木部管理局用地課特定事業係長

土木部管理局用地課高速道路用地係担当係長 土木部管理局用地課特定事業係担当係長

土木部河川港湾局港湾海岸課長補佐 土木部河川港湾局港湾海岸課主幹

土木部河川港湾局砂防課長補佐 土木部河川港湾局砂防課主幹

土木部河川港湾局砂防課技術課長補佐 土木部河川港湾局砂防課主幹

土木部道路都市局道路建設課長補佐 土木部道路都市局道路建設課主幹

土木部道路都市局都市計画課技術課長補佐 土木部道路都市局都市計画課主幹

土木部道路都市局都市整備課長補佐 土木部道路都市局都市整備課主幹

土木部道路都市局建築住宅課営繕室技術室長補佐 土木部道路都市局建築住宅課営繕室主幹

出納局会計課長補佐 出納局会計課主幹

東予地方局総務企画部地域政策課長補佐 東予地方局総務企画部地域政策課主幹

東予地方局総務企画部課税課長補佐 東予地方局総務企画部課税課主幹

東予地方局健康福祉環境部企画課長補佐 東予地方局健康福祉環境部企画課主幹

東予地方局健康福祉環境部地域福祉課長補佐 東予地方局健康福祉環境部地域福祉課主幹

東予地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐 東予地方局健康福祉環境部健康増進課主幹

東予地方局健康福祉環境部生活衛生課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部生活衛生課主幹

東予地方局西条保健所企画課長補佐 東予地方局西条保健所企画課主幹

東予地方局西条保健所健康増進課長補佐 東予地方局西条保健所健康増進課主幹

東予地方局西条保健所生活衛生課技術課長補佐 東予地方局西条保健所生活衛生課主幹

東予地方局四国中央保健所企画課医療対策グループ主幹 東予地方局四国中央保健所企画課主幹

東予地方局産業経済部産業振興課長補佐 東予地方局産業経済部産業振興課主幹

東予地方局産業経済部産業振興課技術課長補佐 東予地方局産業経済部産業振興課主幹

東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室長補佐 東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室主幹

東予地方局産業経済部農村整備課長補佐 東予地方局産業経済部農村整備課主幹

東予地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐 東予地方局産業経済部農村整備課主幹

東予地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐 東予地方局産業経済部森林林業課主幹

東予地方局建設部建設企画課技術課長補佐 東予地方局建設部建設企画課主幹

東予地方局四国中央土木事務所用地管理課長補佐 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課主幹

東予地方局総務企画部今治支局総務県民室長補佐 東予地方局総務企画部今治支局総務県民室主幹

東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課主幹
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東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課主幹

東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課主幹

東予地方局健康福祉環境部今治支局生活衛生課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局生活衛生課主幹

東予地方局今治保健所企画課長補佐 東予地方局今治保健所企画課主幹

東予地方局今治保健所企画課技術課長補佐 東予地方局今治保健所企画課主幹

東予地方局今治保健所健康増進課技術課長補佐 東予地方局今治保健所健康増進課主幹

東予地方局今治保健所生活衛生課技術課長補佐 東予地方局今治保健所生活衛生課主幹

東予地方局産業経済部今治支局農村整備課長補佐 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課主幹

東予地方局産業経済部今治支局農村整備課技術課長補佐 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課主幹

東予地方局産業経済部今治支局森林林業課技術課長補佐 東予地方局産業経済部今治支局森林林業課主幹

東予地方局今治土木事務所管理課長補佐 東予地方局今治土木事務所管理課主幹

中予地方局総務企画部地域政策課長補佐 中予地方局総務企画部地域政策課主幹

中予地方局総務企画部税務管理課長補佐 中予地方局総務企画部税務管理課主幹

中予地方局総務企画部課税課長補佐 中予地方局総務企画部課税課主幹

中予地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐 中予地方局健康福祉環境部健康増進課主幹

中予地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 中予地方局健康福祉環境部健康増進課主幹

中予地方局健康福祉環境部生活衛生課技術課長補佐 中予地方局健康福祉環境部生活衛生課主幹

中予地方局松山保健所長 中予地方局中予保健所長

中予地方局松山保健所企画課長 中予地方局中予保健所企画課長

中予地方局松山保健所企画課企画情報グループ担当係長 中予地方局中予保健所企画課企画情報グループ担当係長

中予地方局松山保健所企画課医療対策係長 中予地方局中予保健所企画課医療対策係長

中予地方局松山保健所企画課医療対策係担当係長 中予地方局中予保健所企画課医療対策係担当係長

中予地方局松山保健所企画課検査係長 中予地方局中予保健所企画課検査係長

中予地方局松山保健所企画課 中予地方局中予保健所企画課

中予地方局松山保健所健康増進課課長 中予地方局中予保健所健康増進課課長

中予地方局松山保健所健康増進課長補佐 中予地方局中予保健所健康増進課主幹

中予地方局松山保健所健康増進課技術課長補佐 中予地方局中予保健所健康増進課主幹

中予地方局松山保健所健康増進課健康づくり推進係担当係長 中予地方局中予保健所健康増進課健康づくり推進係担当係長

中予地方局松山保健所健康増進課感染症対策係長 中予地方局中予保健所健康増進課感染症対策係長

中予地方局松山保健所健康増進課難病・母子保健係長 中予地方局中予保健所健康増進課難病・母子保健係長

中予地方局松山保健所健康増進課 中予地方局中予保健所健康増進課

中予地方局松山保健所生活衛生課長 中予地方局中予保健所生活衛生課長

中予地方局松山保健所生活衛生課技術課長補佐 中予地方局中予保健所生活衛生課主幹

中予地方局松山保健所生活衛生課生活衛生係長 中予地方局中予保健所生活衛生課生活衛生係長

中予地方局松山保健所生活衛生課食品監視グループ担当係長 中予地方局中予保健所生活衛生課食品監視グループ担当係長

中予地方局松山保健所生活衛生課 中予地方局中予保健所生活衛生課

中予地方局松山保健所環境保全課廃棄物指導係長 中予地方局中予保健所環境保全課廃棄物指導係長

中予地方局松山保健所環境保全課 中予地方局中予保健所環境保全課

中予地方局産業経済部産業振興課長補佐 中予地方局産業経済部産業振興課主幹

中予地方局産業経済部産業振興課技術課長補佐 中予地方局産業経済部産業振興課主幹

中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室技術室長補佐 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室主幹

中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室技術室長補佐 中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室主幹

中予地方局産業経済部農村整備第一課技術課長補佐 中予地方局産業経済部農村整備第一課主幹

中予地方局産業経済部農村整備第二課技術課長補佐 中予地方局産業経済部農村整備第二課主幹
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�愛媛県規則第３０号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（愛媛県職員委員会規則の一部改正）

第１条 愛媛県職員委員会規則（昭和２４年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

中予地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐 中予地方局産業経済部森林林業課主幹

中予地方局産業経済部久万高原森林林業課技術課長補佐 中予地方局産業経済部久万高原森林林業課主幹

中予地方局建設部管理課長補佐 中予地方局建設部管理課主幹

中予地方局建設部建設企画課技術課長補佐 中予地方局建設部建設企画課主幹

中予地方局出納室長補佐 中予地方局出納室主幹

南予地方局総務企画部地域政策課長補佐 南予地方局総務企画部地域政策課主幹

南予地方局健康福祉環境部企画課長補佐 南予地方局健康福祉環境部企画課主幹

南予地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐 南予地方局健康福祉環境部健康増進課主幹

南予地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部健康増進課主幹

南予地方局健康福祉環境部生活衛生課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部生活衛生課主幹

南予地方局宇和島保健所企画課長補佐 南予地方局宇和島保健所企画課主幹

南予地方局宇和島保健所健康増進課長補佐 南予地方局宇和島保健所健康増進課主幹

南予地方局宇和島保健所健康増進課技術課長補佐 南予地方局宇和島保健所健康増進課主幹

南予地方局宇和島保健所生活衛生課技術課長補佐 南予地方局宇和島保健所生活衛生課主幹

南予地方局産業経済部産業振興課長補佐 南予地方局産業経済部産業振興課主幹

南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室技術室長補佐 南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室主幹

南予地方局産業経済部農村整備課長補佐 南予地方局産業経済部農村整備課主幹

南予地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐 南予地方局産業経済部農村整備課主幹

南予地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐 南予地方局産業経済部森林林業課主幹

南予地方局建設部管理課長補佐 南予地方局建設部管理課主幹

南予地方局建設部建設企画課技術課長補佐 南予地方局建設部建設企画課主幹

南予地方局出納室長補佐 南予地方局出納室主幹

南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室長補佐 南予地方局総務企画部八幡浜支局総務県民室主幹

南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局生活衛生課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局生活衛生課主幹

南予地方局八幡浜保健所生活衛生課技術課長補佐 南予地方局八幡浜保健所生活衛生課主幹

南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室主幹

南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室技術室長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室主幹

南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課主幹

南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課技術課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課主幹

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課技術課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課主幹

南予地方局八幡浜土木事務所管理課長補佐 南予地方局八幡浜土木事務所管理課主幹

南予地方局八幡浜土木事務所建設企画課技術課長補佐 南予地方局八幡浜土木事務所建設企画課主幹

南予地方局大洲土木事務所事業管理課長補佐 南予地方局大洲土木事務所事業管理課主幹

南予地方局西予土木事務所事業管理課長補佐 南予地方局西予土木事務所事業管理課主幹
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改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 委員会は、委員長及び委員７人をもつてこれを組織する。

２・３ 省略

（組織）

第２条 委員会は、委員長及び委員６人をもつてこれを組織する。

２・３ 省略

（愛媛県毒物劇物取扱者試験規則の一部改正）

第２条 愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第６条 試験を受けようとする者は、毒物劇物取扱者試験受験願書

（第１号様式）に次に掲げる書類及び所定の受験手数料を添え

て、住所地の保健所長（松山市の区域にあつては、中予保健所

長。以下同じ。）を経て、知事に提出しなければならない。ただ

し、県外居住者は、直接知事に提出しなければならない。

�・� 省略

２・３ 省略

（受験手続）

第６条 試験を受けようとする者は、毒物劇物取扱者試験受験願書

（第１号様式）に次に掲げる書類及び所定の受験手数料を添え

て、住所地の保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所

長。以下同じ。）を経て、知事に提出しなければならない。ただ

し、県外居住者は、直接知事に提出しなければならない。

�・� 省略

２・３ 省略

（愛媛県覚せい剤取締法施行細則の一部改正）

第３条 愛媛県覚せい剤取締法施行細則（昭和２７年愛媛県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の提出）

第１条 覚せい剤取締法（昭和２６年法律第２５２号。以下「法」とい

う。）、覚せい剤取締法施行規則（昭和２６年厚生省令第３０号）及

び この規則により知事を経由して厚生労働大臣に提出する申請

書、届出書及び報告書並びに知事に提出する申請書、届出書及び

報告書は、製造所、病院、診療所又は研究所の所在地を管轄する

保健所長（松山市の区域にあつては、中予保健所長）を経て提出

しなければならない。

（書類の提出）

第１条 覚せい剤取締法（昭和２６年法律第２５２号。以下「法」とい

う。）、覚せい剤取締法施行規則（昭和２６年厚生省令第３０号。）

及びこの規則により知事を経由して厚生労働大臣に提出する申請

書、届出書及び報告書並びに知事に提出する申請書、届出書及び

報告書は製造所 、病院、診療所又は研究所の所在地を管轄する

保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経て提出

しなければならない。

（薬事法施行細則の一部改正）

第４条 薬事法施行細則（昭和３６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、中予保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及び既存配置販売

業者並びにそれらの配置員並びに登録販売者試験の受験者並びに

医薬品等の製造販売業者（薬局製造販売医薬品の製造販売業者を

除く。）、医薬品等の製造業者（薬局製造販売医薬品の製造業者

を除く。）及び医療機器の修理業者にあつては、直接提出しなけ

ればならない。

（提出する書類の経由）

第２条 法、令、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、

その者の薬局若しくは店舗の所在地又は受験者の住所地を管轄す

る保健所長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

し、他の都道府県に住所を有する配置販売業者及び既存配置販売

業者並びにそれらの配置員並びに登録販売者試験の受験者並びに

医薬品等の製造販売業者（薬局製造販売医薬品の製造販売業者を

除く。）、医薬品等の製造業者（薬局製造販売医薬品の製造業者

を除く。）及び医療機器の修理業者にあつては、直接提出しなけ

ればならない。

（愛媛県証紙条例施行規則の一部改正）

第５条 愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

様式第１２号（第１６条関係）

省略

様式第１２号（第１６条関係）

省略

会 計

課 長
主 幹

省略 会 計

課 長

課 長

補 佐

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

（麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部改正）

第６条 麻薬及び向精神薬取締法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の経由）

第１５条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、麻薬業務

所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設、薬局、店

舗又は麻薬等原料営業所の所在地（法第５８条の２第１項の規定に

よる届出にあつては、麻薬中毒者の居住地又は現在地）を管轄す

る保健所の長（松山市の区域にあつては、中予保健所長）を経由

して提出しなければならない。

（書類の経由）

第１５条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、麻薬業務

所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設、薬局、店

舗又は麻薬等原料営業所の所在地（法第５８条の２第１項の規定に

よる届出にあつては、麻薬中毒者の居住地又は現在地）を管轄す

る保健所の長（松山市の区域にあつては、松山保健所長）を経由

して提出しなければならない。

（愛媛県用品調達規則の一部改正）

第７条 愛媛県用品調達規則（昭和４１年愛媛県規則第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係）

省略 省略

省略 主 幹 省略 主 幹 省略 省略 課長補佐 省略 課長補佐 省略

省略 省略

契約の

方 法

１ 省略

２ 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号並び

に愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）

第１４５条の２及び別表第５の の項の規定を適用

し、随意契約に付する。

３ 省略

契約の

方 法

１ 省略

２ 省略

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

出 納 員 主 幹 省略 出 納 員 課長補佐 省略

省略 省略

様式第４号（第８条関係） 様式第４号（第８条関係）

課長 主幹 係長 係

省略

課長 課長補佐 係長 係

省略

省略 省略
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（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正）

第８条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和４１年愛媛県規則第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（調査）

第４条 省略

２ 松山市保健所長は、前項の申請、通報又は届出を受理した場合

において、これらを知事に報告するときは、中予保健所長を経由

しなければならない。この場合において、中予保健所長は、同項

の例により知事に報告しなければならない。

３ 省略

（診察命令）

第５条 法第２７条第１項若しくは第２項、第２９条の２第１項、第２９

条の４第２項、第３４条又は第３８条の７第２項の規定による診察

は、精神障害者等の診察命令書（様式第４号）を当該保健所長

（松山市の区域にあつては、中予保健所長。次条から第８条ま

で、第１１条第２項及び第２４条において同じ。）を経て、精神保健

指定医（以下「指定医」という。）に交付してさせるものとす

る。

（調査）

第４条 省略

２ 松山市保健所長は、前項の申請、通報又は届出を受理した場合

において、これらを知事に報告するときは、松山保健所長を経由

しなければならない。この場合において、松山保健所長は、同項

の例により知事に報告しなければならない。

３ 省略

（診察命令）

第５条 法第２７条第１項若しくは第２項、第２９条の２第１項、第２９

条の４第２項、第３４条又は第３８条の７第２項の規定による診察

は、精神障害者等の診察命令書（様式第４号）を当該保健所長

（松山市の区域にあつては、松山保健所長。次条から第８条ま

で、第１１条第２項及び第２４条において同じ。）を経て、精神保健

指定医（以下「指定医」という。）に交付してさせるものとす

る。

（愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則の一部改正）

第９条 愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則（昭和５５年愛媛県規則第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（当直の免除及び猶予）

第７条 次の各号に掲げる者については、当直を免除する。

� 本庁主幹級 以上の職にある者

�・� 省略

２ 省略

（当直の免除及び猶予）

第７条 次の各号に掲げる者については、当直を免除する。

� 本庁課長補佐級以上の職にある者

�・� 省略

２ 省略

（生活保護法施行細則の一部改正）

第１０条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

様式第３号調書�中
「課長

を「主幹」に改める。
補佐」

「課 「主

様式第６号中
長
を に、

「課長
を
「主

に改める。
補 補佐」 幹」

佐」 幹」

（愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部改正）

第１１条 愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の経由）

第６９条 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）、条例及びこの規

則の規定により知事に提出する書類は、対象事業の実施に係る区

域を所管する保健所の長（松山市の区域にあっては、中予保健所

長）を経由しなければならない。ただし、対象事業の実施に係る

区域が２以上の保健所の所管区域にわたる場合にあっては、知事

が指定する保健所の長を経由しなければならない。

２ 省略

（書類の経由）

第６９条 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）、条例及びこの規

則の規定により知事に提出する書類は、対象事業の実施に係る区

域を所管する保健所の長（松山市の区域にあっては、松山保健所

長）を経由しなければならない。ただし、対象事業の実施に係る

区域が２以上の保健所の所管区域にわたる場合にあっては、知事

が指定する保健所の長を経由しなければならない。

２ 省略
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（通訳案内士法施行細則の一部改正）

第１２条 通訳案内士法施行細則（平成１２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通訳案内士登録簿の閲覧）

第４条 法第２７条の規定により通訳案内士登録簿（以下「登録簿」

という。）を閲覧に供するため、愛媛県経済労働部管理局国際交

流課 に通訳案内士登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）

を置く。

２～７ 省略

（通訳案内士登録簿の閲覧）

第４条 法第２７条の規定により通訳案内士登録簿（以下「登録簿」

という。）を閲覧に供するため、愛媛県経済労働部観光国際局国

際交流課に通訳案内士登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）

を置く。

２～７ 省略

（使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正）

第１３条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（平成１６年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の提出方法）

第６条 省略

２ 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数

は、西条保健所長、今治保健所長、中予保健所長、八幡浜保健所

長又は宇和島保健所長に提出する場合にあっては正本１部、四国

中央保健所長に提出する場合にあっては正本１部及びその写し１

部とする。

別表（第５条関係）

（書類の提出方法）

第６条 省略

２ 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数

は、西条保健所長、今治保健所長、松山保健所長、八幡浜保健所

長又は宇和島保健所長に提出する場合にあっては正本１部、四国

中央保健所長に提出する場合にあっては正本１部及びその写し１

部とする。

別表（第５条関係）

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県中予保健所内

４ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県松山保健所内

５・６ 省略 ５・６ 省略

（毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正）

第１４条 毒物及び劇物取締法施行細則（平成１７年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の経由）

第３条 法、政令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由し

て厚生労働大臣に提出する書類は、製造所、営業所、店舗、研究

所又は事業場の所在地を管轄する保健所長（松山市の区域にあっ

ては、中予保健所長）を経由しなければならない。

（書類の経由）

第３条 法、政令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由し

て厚生労働大臣に提出する書類は、製造所、営業所、店舗、研究

所又は事業場の所在地を管轄する保健所長（松山市の区域にあっ

ては、松山保健所長）を経由しなければならない。

（愛媛県感染症診査協議会条例施行規則の一部改正）

第１５条 愛媛県感染症診査協議会条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（部会）

第５条 感染症分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、これ

らの部会の所掌事務は、感染症分科会の所掌事務のうち、それぞ

れ同表の右欄に掲げるとおりとする。

（部会）

第５条 感染症分科会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、これ

らの部会の所掌事務は、感染症分科会の所掌事務のうち、それぞ

れ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務 名称 所掌事務
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省略 省略

松山部会

愛媛県中予保健所管内に居住し、又は所在す

る病院若しくは診療所に入院している感染症

の患者等に係る事項

松山部会

愛媛県松山保健所管内に居住し、又は所在す

る病院若しくは診療所に入院している感染症

の患者等に係る事項

省略 省略

２・３ 省略

（庶務）

第９条 条例第８条ただし書に規定する規則で定める保健所は、次

のとおりとする。

２・３ 省略

（庶務）

第９条 条例第８条ただし書に規定する規則で定める保健所は、次

のとおりとする。

名称 保健所 名称 保健所

感染症分科会 愛媛県中予保健所 感染症分科会 愛媛県松山保健所

省略 省略

感染症分科会松山部会 愛媛県中予保健所 感染症分科会松山部会 愛媛県松山保健所

省略 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある第７条の規定による改正前の愛媛県用品調達規則様式第２号及び様式第３号の規定による書類の用紙は、当

分の間、これを訂正して使用することができる。

�愛媛県規則第３１号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

� 出納局の課長及び主幹

�～� 省略

� 地方局の出納室長（以下「室長」という。）及び出納室主幹

� 省略

� 労働委員会事務局の審査調整課総務係長

�～� 省略

	 警察本部の会計課長、広報県民課情報公開課長補佐、交通指

導課取締課長補佐及び運転免許課庶務課長補佐

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

� 出納局の課長及び課長補佐

�～� 省略

� 地方局の出納室長（以下「室長」という。）及び出納室長補

佐

� 省略

� 労働委員会事務局の審査調整課総務係担当係長

�～� 省略

	 警察本部の会計課長、広報県民課情報公開課長補佐及び交通

指導課取締課長補佐

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

改 正 後 改 正 前
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会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１３号及び第１５号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

� 省略

� 警察本部の運転免許課庶務課長補佐に委任させる事務は、警

察本部に属する会計事務のうち、次に掲げるものとする。

ア 愛媛県自動車運転者試験場使用料条例（昭和２８年愛媛県条

例第６８号）第１条に規定する使用料の収納及び保管

イ 免許センターに設置する公衆電話機の使用に係る現金の収

納及び保管

� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出 納 員 会計事務

省略

省略

労働委員会事務局の審査調整課総務係長

省略

省略

２ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次の各号に

掲げるものとする。

� 有線テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる

放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第１８号に規定するテレ

ビジョン放送をいう。）の役務の料金

�・� 省略

２ 省略

（財産の報告及び記録）

第１３０条 本庁各課の長は、公有財産、物品（第１７４条第１項に規定

する重要物品に限る。）、債権及び基金についての毎年度末日の

現在高及び当該年度間の増減高を、地方自治法施行規則（昭和２２

年内務省令第２９号）に定める財産に関する調書様式に準じた様式

により、翌年度の６月２０日までに会計管理者に報告しなければな

らない。

２ 省略

（再度の入札）

第１４２条 契約担当者は、令第１６７条の８第４項の規定による再度の

入札をするときは、当該入札の直前の入札に参加しなかつた者を

参加させてはならない。

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

�～� 省略

	 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１０号に

規定する電気事業者、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２

条第１１項に規定するガス事業者、水道法（昭和３２年法律第１７７

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号及び第１４号 に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

� 省略

� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出 納 員 会計事務

省略

省略

労働委員会事務局の審査調整課総務係担当係長

省略

省略

２ 省略

（前金払）

第５９条 前金払をすることができる経費は、令第１６３条第１号から

第７号まで及び令附則第７条に規定するもののほか、次の各号に

掲げるものとする。

� 有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条第

１項に規定する有線テレビジョン放送

の役務の料金

�・� 省略

２ 省略

（財産の報告及び記録）

第１３０条 本庁各課の長は、公有財産、物品（第１７４条第１項に規定

する重要物品に限る。）、債権及び基金についての毎年度末日の

現在高及び当該年度間の増減高を、地方自治法施行規則（昭和２２

年内務省令第２９号）に定める財産に関する調書様式に準じた様式

により、翌年度の６月２０日までに会計管理者に報告しなければな

らない。

２ 省略

（再度の入札）

第１４２条 契約担当者は、令第１６７条の８第３項の規定による再度の

入札をするときは、当該入札の直前の入札に参加しなかつた者を

参加させてはならない。

（契約書の作成等）

第１４９条 省略

２ 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、工事の請負契約以外

の契約を締結する場合において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約書の作成を省略することができる。

�～� 省略

	 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第６項 に

規定する電気事業者、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２

条第６項に規定するガス事業者、水道法（昭和３２年法律第１７７
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号）第３条第５項に規定する水道事業者若しくは工業用水道事

業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第５項に規定する工業用水

道事業者から電気、ガス若しくは水の供給を受けるとき、又は

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるとき。

３ 省略

（賠償責任）

第２３４条 法第２４３条の２第１項後段の規定により規則で指定する職

員は、次の各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に定める

ものとする。

� 省略

� 支出負担行為に関する確認 出納局の課長及び主幹並びに地

方局の出納室主幹

�・� 省略

号）第３条第５項に規定する水道事業者若しくは工業用水道事

業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第５項に規定する工業用水

道事業者から電気、ガス若しくは水の供給を受けるとき、又は

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定す

る電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるとき。

３ 省略

（賠償責任）

第２３４条 法第２４３条の２第１項後段の規定により規則で指定する職

員は、次の各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に定める

ものとする。

� 省略

� 支出負担行為に関する確認 出納局の課長及び課長補佐並び

に地方局出納室長補佐

�・� 省略

様式第３号、様式第４号、様式第１７号の２から様式第１９号まで、様式第２１号から様式第２２号まで、様式第２４号の２、様式第２５号及び様式

第２７号中「課長補佐」を「主 幹」に改める。

様式第２８号中
「課長

を「主幹」に改める。
補佐」

様式第２８号の２中「課長補佐」を「主 幹」に改める。

様式第４４号（その１）及び同様式（その２）中「 長 」を「 」に改める。

様式第４６号（その１）中「 長 課長補佐 」を「 」に改める。

様式第４７号（その１）及び同様式（その２）中「 長 」を「 」に改める。

様式第５３号中
「課長

を「主幹」に改める。
補佐」

様式第５７号から様式第５７号の３まで、様式第７０号並びに様式第７２号（その１）及び同様式（その２）中「課長補佐」を「主 幹」に改

める。

様式第１０９号から様式第１１１号までの規定中
「課長

を「主幹」に改める。
補佐」

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県会計規則様式第５３号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することが

できる。

�愛媛県規則第３２号
地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員

を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則及び地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な

職員を定める規則の一部を改正する規則

（地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則の一部改正）

第１条 地方公営企業法第３９条第２項の規定により知事が定める職に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

� 省略

� 公営企業管理局の局付、参事、課長、室長、技幹、副参事、

課付、課長補佐及び主幹

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３９条第２項の規定に

より、知事が定める職は、次のとおりとする。

� 省略

� 公営企業管理局の局付、参事、課長、室長、技幹、副参事、

課付、課長補佐、室長補佐及び技術課長補佐
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� 管理事務所長

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長、事務局次長及

び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病院及び県立新

居浜病院の総務課長及び総務課主幹

� 発電所長及び管理事務所長

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長、事務局次長及

び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病院及び県立新

居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

（地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則の一部改正）

第２条 地方公営企業法第１５条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則（昭和４６年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

� 省略

� 公営企業管理局の局付、参事、課長、室長、技幹、副参事、

課付、課長補佐及び主幹

� 管理事務所長

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長、事務局次長及

び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病院及び県立新

居浜病院の総務課長及び総務課主幹

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

� 省略

� 公営企業管理局の局付、参事、課長、室長、技幹、副参事、

課付、課長補佐、室長補佐及び技術課長補佐

� 発電所長及び管理事務所長

� 病院の院長、副院長、センター長、事務局長、事務局次長及

び経営企画室長並びに県立中央病院、県立今治病院及び県立新

居浜病院の総務課長及び総務課長補佐

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第４６１号
愛媛県売春防止対策本部設置規程（昭和３３年１月愛媛県告示第８０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は知事を、副本部長は保健福祉部の所掌事務を担任する

副知事をもつて充てる。

３ 省略

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は知事を、副本部長は保健福祉部の所掌事務を担任する

副知事をもつてあてる。

３ 省略
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�愛媛県訓令第４号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 省略

（営業戦略監）

第３条の２ 営業戦略監は、知事の命を受け、企業誘致、観光振

興、県産品の流通・販売対策等の営業に関する業務を行う。

（局長）

第４条 省略

２ 行財政改革局長、地域振興局長、国体準備局長、防災局長、環

境局長、健康衛生局長、生きがい推進局長、産業支援局長

、農業振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及

び道路都市局長は、上司の命を受け、それぞれ行財政改革局、地

域振興局、国体準備局、防災局、環境局、健康衛生局、生きがい

推進局、産業支援局 、農業振興局、森林局、水産

局、河川港湾局及び道路都市局の事務を掌理し、部下職員を指揮

監督する。

第５条 削除

（主幹）

第１５条 主幹は、上司の命を受け、担任する係又はグループの事務

を掌理し、当該係又はグループに属する職員を指揮監督する。

第１８条 削除

第２１条 削除

（検査班長）

第２３条 検査班長は、農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）、

農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）、水産業協同組合法

（昭和２３年法律第２４２号）又は森林組合法（昭和５３年法律第３６

号）に基づく検査に関して課長を補佐し、当該検査を担当する係

に属する職員を指揮監督する。

（課付等）

第２４条 課付（室付を含む。）は、上司の特命に係る事務を処理す

る。

（決裁、専決及び代決）

第３５条 省略

２ 部長、局長 、技術監、課長（室長

を含む。）、原子力安全対策推進監、高速道路推進監及び特に指

定された者は、別に定めるところにより、事務を専決し、又は代

第３条 省略

（局長）

第４条 省略

２ 行財政改革局長、地域振興局長 、防災局長、環

境局長、健康衛生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、観光

国際局長、農業振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及

び道路都市局長は、上司の命を受け、それぞれ行財政改革局、地

域振興局 、防災局、環境局、健康衛生局、生きがい

推進局、産業支援局、観光国際局、農業振興局、森林局、水産

局、河川港湾局及び道路都市局の事務を掌理し、部下職員を指揮

監督する。

（えひめブランド推進統括監）

第５条 えひめブランド推進統括監は、上司の命を受け、新しい愛

媛ブランドの育成、販路開拓、食の安全・安心対策等に関する事

務を統括する。

（室長補佐等）

第１５条 室長補佐（技術室長補佐を含む。）は、室長を補佐する。

（技術課長補佐）

第１８条 技術課長補佐は、所管の技術に関して課長を補佐する。

（主幹）

第２１条 主幹は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、当該

グループに属する職員を指揮監督する。

（検査班長）

第２３条 検査班長は、農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）、

農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）、水産業協同組合法

（昭和２３年法律第２４２号）又は森林組合法（昭和５３年法律第３６

号）に基づく検査に関して課長を補佐する

。

（課付）

第２４条 課付 は、上司の特命に係る事務を処理す

る。

（決裁、専決及び代決）

第３５条 省略

２ 部長、局長、えひめブランド推進統括監、技術監、課長（室長

を含む。）、原子力安全対策推進監、高速道路推進監及び特に指

定された者は、別に定めるところにより、事務を専決 又は代
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決することができる。 決することができる。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、局長 、出納局長、

課長、室長、原子力安全対策推進監、高速道路推進監、出納員

（出納局会計課長及び審査課長に限る。以下同じ。）又は主

幹（担任事務に限る。）、課長補佐若しくは検査班長（担任事

務に限る。）（以下「主幹等」という。）が、常時、知事（出

納員にあつては、会計管理者）に代わつて特に定められた範囲

の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、局長、えひめブランド推進統括監、出納局長、

課長、室長、原子力安全対策推進監、高速道路推進監又は出納

員（出納局会計課長及び審査課長に限る。以下同じ。）

が、常時、知事（出

納員にあつては、会計管理者）に代わつて特に定められた範囲

の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

知事の

権限に

属する

事務

省略 知事の

権限に

属する

事務

省略

部長 局長 省略 部長 局長、えひめブラ

ン ド 推 進 統 括 監

（担 任 事 務 に 限

る。）

省略

局長 省略 局長 省略

課長 主幹等 又は課長

が指定した職員

課長 課長補佐又は課長

が指定した職員

えひめブ

ランド推

進統括監

課長 課長補佐又は課長

が指定した職員

出納局長 課長 主幹（担任事務に

限る。）

出納局長 課長 課長補佐

課長 原子力安全対策推

進監（担任事務に

限る。）、高速道

路推進監（担任事

務に限る。）、主

幹等

省略 課長 原子力安全対策推

進監（担任事務に

限る。）、高速道

路推進監（担任事

務に限る。）、課

長補佐、技術課長

省略
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又

は所長

補佐、主幹（担任

事務に限る。）又

は所長

室長 主幹（担任事務に

限る。）

省略 室長 室長補佐、技術室

長補佐

省略

原子力安

全対策推

進監及び

高速道路

推進監

省略 原子力安

全対策推

進監及び

高速道路

推進監

省略

主幹等 主幹等が指定した

職員

会計管

理者の

権限に

属する

事務

会計管理

者

出納員 主幹（担任事務に

限る。）

会計管

理者の

権限に

属する

事務

会計管理

者

出納員 課長補佐

出納員 主幹（担任事務に

限る。）

出納員 課長補佐

２ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

１ 省略 １ 省略 ○ １ 省略 １ 省略 ○

２ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○ ２ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 軽易な指令、達、通達、通

知、申請、照会等に関するこ

と。

１２ 軽易な指令、達、通達、通

知、申請、照会等に関するこ

と。

○

� �以外のもの ○

� 定例的な通知、申請、照

会等

○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１ 省略 ○ ６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 所属職員の事務の分担に関

すること。

３ 所属職員の事務の分担に関

すること。

○

� �以外のもの ○

� 主幹が担任する係又はグ

ループに属する職員の事務

の分担の変更

○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○
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８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 １１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○
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２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

２７ 省略 ○ ２７ 省略 ○

２８ 省略 ○ ２８ 省略 ○

２９ 省略 ○ ２９ 省略 ○

３０ 省略 ○ ３０ 省略 ○

３１ 省略 ○ ３１ 省略 ○

３２ 省略 ○ ３２ 省略 ○

３３ 省略 ○ ３３ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 １５ 省略 １ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

１７ 公有

財産、

物品及

び債権

に関す

る事務

１ 省略 １７ 公有

財産、

物品及

び債権

に関す

る事務

１ 省略

	 省略 	 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

	 省略 	 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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４ 物品に関すること。 ４ 物品に関すること。

� 賃貸借 � 賃貸借

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 賃貸借料１件５０万円以

上５００万円未満

○ イ 賃貸借料１件

５００万円未満

○

ウ 賃貸借料１件５０万円未

満

○

� 使用貸借又は処分 � 使用貸借又は処分

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 予定価格又は評価額１

件１０万円以上１００万円未

満

○ ウ 予定価格又は評価額１

件 １００万 円 未

満

○

エ 予定価格又は評価額１

件１０万円未満

○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１９ 公の

施設に

関する

事務

１ 公の施設に関すること。 １９ 公の

施設に

関する

事務

１ 公の施設に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 軽易なもの � 軽易なもの ○

ア イ以外のもの ○

イ 定例的なもの ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○
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５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ２４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ○ ２５ 省略 １ 省略 ○

２６ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、

承認、届出、報告等に関する

こと。

２６ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、

承認、届出、報告等に関する

こと。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 軽易なもの � 軽易なもの ○

ア イ以外のもの ○

イ 定例的なもの ○

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

� ２の部９の項、１２の項�、１３の項及び１４の項

� ６の部３の項�及び７の項

� ８の部９の項

�～� 省略

� ２６の部１の項�ア

２・３ 省略

４ 課長補佐又は検査班長の担任事務に係るこの表の規

定の適用については、同表決裁区分の欄中「主幹」と

あるのは、それぞれ「課長補佐」又は「検査班長」と

する。

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

� ２の部９の項及び１２の項から１４の項まで

� ６の部７の項及び１３の項

� ８の部３の項及び９の項

�～� 省略

� ２６の部１の項�

２・３ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１～３

省略

市

町

振

興

課

１～３

省略

４ 地方

財政法

の施行

に関す

る事務

１ 市町債（市町を構成員とす

る一部事務組合に係るものを

含む。以下この部において同

じ。）の総務大臣への事前協

議及び配分（地方財政法施行

令（以下この部において「政

令」という。）第２条第３

項、第２１条第３項）

○ ４ 地方

財政法

の施行

に関す

る事務

１ 市町債（市町を構成員とす

る一部事務組合に係るものを

含む。以下この部において同

じ。）の総務大臣への事前協

議及び配分

○
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２ 総務大臣への報告（政令第

１７条第３項）

○

３ 起債許可団体の指定に係る

意見の具申（政令第２４条第２

項第２号 ）

○ ２ 起債許可団体の指定に係る

意見の具申（地方財政法施行

令第１７条第２項第２号）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

５～１７

省略

５～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

行

革

分

権

課

１ 行政

改革の

推進に

関する

事務

１ 行政改革の推進に関するこ

と。

○ 行

革

分

権

課

２ 省略 １ 省略

２ 県の

制度の

見直し

に関す

る事務

１ 県の制度の見直しの決定に

関すること。

○

２ 県の制度の見直しについて

の総合調整に関すること。

○

３ その他県の制度の見直しの

実施に関すること。

○

３ 行政

改革大

綱の推

進に関

する事

務

１ 行政改革大綱の推進に関す

ること。

○

４ 行政

改革の

進行管

理に関

する事

務

１ 行政改革の進行管理に関す

ること。

○

３ 省略 ５ 省略

６ 県の

業務の

外部委

託の推

進に関

する事

務

１ 県の業務の外部委託の推進

に関すること。

○

７ 民間

資金等

の活用

１ 民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の推進に関

すること（他の主管に属する

○
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による

公共施

設等の

整備等

の推進

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除く

。）

ものを除く。）。

４ 省略 ８ 省略

５ 省略 ９ 省略

６ 省略 １０ 省略

１１ 総務

系業務

の集中

化及び

効率化

の推進

に関す

る事務

１ 総務系業務の集中化及び効

率化の推進に関すること。

○

７ 知事

会に関

する事

務

１・２ 省略 １２ 知事

会に関

する事

務

１・２ 省略

３ 四国４県連携の推進に関す

ること。

○

１３ 四国

４県連

携の推

進に関

する事

務

１ 四国４県連携の推進に関す

ること。

○

８ 省略 １４ 省略

１５ 地方

行政連

絡会議

法の施

行に関

する事

務

１ 四国地方行政連絡会議に関

すること。

○

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

地

域

１～５

省略

地

域

１～５

省略
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政

策

課

６ 多極

分散型

国土形

成促進

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 政

策

課

６ 多極

分散型

国土形

成促進

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 関係市町に対する協議（第

７条第５項、第１０条第２項）

○ ２ 関係市町に対する協議（第

７条第４項、第１０条第２項）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

７ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び変

更（第４条第１項、第６項、

第１０項）

○ ７ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び変

更（第４条第１項、第５項、

第９項）

○

２ 離島振興計画案の提出の要

求（第４条第４項、第１０項）

○ ２ 離島振興計画案の提出の要

求（第４条第３項、第９項）

○

８～１０

省略

８～１０

省略

１１ 地方

拠点都

市地域

の整備

及び産

業業務

施設の

再配置

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 １１ 地方

拠点都

市地域

の整備

及び産

業業務

施設の

再配置

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 基本計画の同意及び変更の

同意（第６条第１項、第８

項、第７条）

○ ４ 基本計画の同意及び変更の

同意（第６条第１項、第７

項、第７条）

○

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１・２

省略

県

民

生

活

課

１・２

省略

３ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～１２ 省略 ３ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～１２ 省略

１３ 公表の通知（愛媛県消費生

活条例施行規則

第２５条第１項）

○ １３ 公表の通知（愛媛県消費生

活条例施行規則（以下この部

において「規則」という。）

第２５条第１項）

○

１４ 処理の経過及び結果の通知

（規則第２６条第２項）

○

１５ 申出に対する必要な調査

（第３３条第２項）

○

１４ 省略 １６ 省略

１５ 省略 １７ 省略
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４～７

省略

４～７

省略

８ 家庭

用品品

質表示

法の施

行に関

する事

務

１ 違反業者に対する指示（第

４条第１項）

○ ８ 家庭

用品品

質表示

法の施

行に関

する事

務

２ 指示に従わない旨の公表

（第４条第３項

）

○ １ 指示に従わない旨の公表

（第４条第３項、第２４条、家

庭用品品質表示法施行令第４

条第１項、第３項）

○

３ 報告の徴収及び立入検査

（第１９条第２項）

○

４ 消費者庁長官への協議（家

庭用品品質表示法施行令（以

下この部において「政令」と

いう。）第４条第５項）

○

５ 消費者庁長官への報告（政

令第４条第６項）

○

９～１４

省略

９～１４

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

県

民

活

動

推

進

課

１ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 省略 県

民

活

動

推

進

課

１ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 認証の申請の公告及び縦覧

（第１０条第２項、第２５条第５

項、第３４条第５項）

○ ２ 認証の申請の公告

（第１０条第２項、第２５条第５

項、第３４条第５項）

○

３ 県警察本部長等の意見の聴

取（第１２条の２、第４３条の

２、第４８条、第６２条、第６３条

第５項、第６５条第７項、第６７

条第４項）

○

４ 県警察本部長等からの意見

の受理（第１２条の２、第４３条

の３、第６８条第２項）

○

５ 登記の届出等の受理（第１３

条第２項、第２５条第７項、第

３９条第２項、第５２条第１項、

第６２条）

○ ３ 登記の届出 の受理（第１３

条第２項 、第

３９条第２項

）

○

６ 登記をしないときの設立の

認証の取消し（第１３条第３

項、第３９条第２項）

○

７ 省略 ４ 省略

８ 省略 ５ 省略

９ 役員の変更等の届出の受理

（第２３条第１項、第５２条第１

項、第６２条）

○ ６ 役員の変更等の届出の受理

（第２３条第１項

）

○
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１０ 定款の変更の認証（第２５条

第３項、第２６条第３項、第５３

条第３項）

○ ７ 定款の変更の認証（第２５条

第３項

）

○

１１ 定款の変

更の届出の受理（第２５条第６

項、第５２条第１項、第５３条第

３項、第６２条）

○ ８ 軽微な事項に係る定款の変

更の届出の受理（第２５条第６

項

）

○

１２ 事業報告書等の提出の受理

（第２９条、第４９条第４項、第

５１条第５項、第５２条第１項、

第２項、第５３条第４項、第５５

条、第６２条、第６３条第５項）

○ ９ 事業報告書等の提出の受理

（第２９条第１項

）

○

１３ 事業報告書等の閲覧及び謄

写（第３０条、第５６条、第６２

条）

○

１４ 省略 １０ 省略

１５ 省略 １１ 省略

１６ 省略 １２ 省略

１７ 省略 １３ 省略

１８ 省略 １４ 省略

１９ 省略 １５ 省略

２０ 報告の徴収及び検査（第４１

条第１項、第６４条第１項、第

２項）

○ １６ 報告の徴収及び検査（第４１

条第１項

）

○

１７ 検査職員の証の交付（第４１

条第３項）

○

２１ 省略 １８ 省略

２２ 改善命令違反等に係る設立

の認証の取消し（第４３条第１

項、第２項）

○ １９ 設立

の認証の取消し（第４３条第１

項、第２項）

○

２３ 認定（第４４条第１項、第４９

条第１項から第３項まで）

○

２４ 認定の有効期間の更新（第

４９条第１項、第２項、第５１条

第２項、第５項）

○

２５ 仮認定（第４９条第１項から

第３項まで、第５８条第１項、

第６２条）

○

２６ 合併の認定（第４９条第１項

から第３項まで、第６３条第１

項、第２項、第５項）

○

２７ 認定等の取消し（第４９条第

１項 か ら 第３項 ま で、第６７

条）

○

２８ 代表者の氏名の変更の届出

の処理（第５３条第１項、第２

項、第６２条）

○

２９ 認定の失効の公示等（第５７

条第２項、第３項、第６２条）

○
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３０ 勧告、命令等（第６５条第１

項から第４項まで、第６項）

○

３１ その他の事業の停止命令

（第６５条第６項、第６６条）

○

３２ 他の都道府県知事等に対す

る意見の具申及び要請（第６８

条第１項、第３項）

○

２～７

省略

２～７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

消

防

防

災

安

全

課

１～９

省略

消

防

防

災

安

全

課

１～９

省略

１０ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 １０ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 監督処分に関すること。 ５ 監督処分に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 供給設備の基準適合命令

（第１６条の２第２項

）

○ � 供給設備の基準適合命令

（第１６条 の２第２項、第９４

条の２、液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化

に関する法律施行令（以下

この部において「政令」と

いう。）第１３条第１項）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 報告の徴収（第８２条第１

項

）

� 報告の徴収（第８２条第１

項、第９４条の２、政令第１３

条第２項、第４項から第７

項まで）

○

ア 液化石油ガス器具等の

販売の事業を行う者に係

るもの

○

イ ア以外のもの ○

� 立入検査等（第８３条第１

項から第４項まで

）

� 立入検査等（第８３条第１

項から第４項まで、第９４条

の２、政令第１３条第３項、

第４項、第７項）

○

ア 液化石油ガス器具等の

販売の事業を行う者に係

るもの

○

イ ア以外のもの ○

� 液化石油ガス器具等の提

出命令（第８３条の２第１

項

）

○ � 液化石油ガス器具等の提

出命令（第８３条の２第１

項、第９４条の２、政令第１３

条第７項）

○

	 省略 	 省略
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� 国への報告（液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令

第１３条第８項）

○ � 国への報告（政令

第１３条第８項）

○

１１ ガス

事業法

の施行

に関す

る事務

１ 監督処分に関すること。 １１ ガス

事業法

の施行

に関す

る事務

１ 監督処分に関すること。

� 報告の徴収（第４６条第１

項

）

○ � 報告の徴収（第４６条第１

項、ガス事業法施行令（以

下この部において「政令」

という。）第１２条第１項、

第２項）

○

� 立入検査（第４７条第１

項

）

○ � 立入検査（第４７条第１

項、政令第１２条第１項、第

２項）

○

� ガス用品の提出命令（第

４７条の２第１項

）

○ � ガス用品の提出命令（第

４７条の２第１項、政令第１２

条第１項、第２項）

○

� 国への報告（ガス事業法

施行令第１２条第２項）

○

１２ 電気

用品安

全法の

施行に

関する

事務

１ 監督処分に関すること。

� 報告の徴収（第４５条第１

項）

○

� 立入検査（第４６条第１

項）

○

� 電気用品の提出命令（第

４６条の２第１項）

○

� 国への報告（電気用品安

全法施行令第５条第２項）

○

１３ 石油

コンビ

ナート

等災害

防止法

の施行

に関す

る事務

１ 第２種事業所の指定（第２

条第５号）

○

２ 防災活動に係る必要な助言

又は指導（第４条）

○

３ 第１種事業所に関するこ

と。

� 新設等の届出書の写しの

受理及び関係市町長の意見

の聴取（第５条第３項、第

４項、第７条第２項）

○

� 新設等に係る意見の通知

（第５条第４項、第７条第

２項）

○

� 新設等の計画に係る指示

の期間の延長の通知の受理

（第８条第６項）

○

� 新設等の計画に係る指示

等の通知の受理（第８条第

８項）

○

� 新設等の確認結果の通知

の受理（第１１条第２項）

○
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� 第１種事業者の氏名等の

変更の届出書の写しの受理

（第５条第３項、第１３条第

２項）

○

� 第１種事業者の地位の承

継の届出書の写しの受理

（第５条第３項、第１４条第

４項）

○

４ 特定事業者に係る災害予防

に関すること。

� 特定防災施設等の設置の

届出の受理及び検査（第１５

条第２項）

○

� 自衛防災組織に係る届出

の処理（第１６条第５項、第

６項）

○

� 防災管理者等の選任等の

届出の処理（第１６条第６

項、第１７条第６項、第７

項）

○

� 防災規程の届出の処理

（第１６条第６項、第１８条第

１項、第４項）

○

� 防災規程の変更命令（第

１８条第２項）

○

� 特定事業所の施設の使用

停止命令（第１８条第３項、

第１９条第６項、第１９条の２

第８項、第２１条第３項）

○

� 共同防災組織に係る届出

の処理（第１６条第６項、第

１９条第３項、第６項）

○

� 共同防災規程の変更命令

（第１９条第５項）

○

	 広域共同防災組織の設置

に係る区域を定める政令の

制定等に関する意見の通知

（第１９条の２第２項）

○


 広域共同防災組織の設置

等に係る届出の処理（第１９

条の２第４項、第５項）

○

� 広域共同防災規程の変更

命令（第１９条の２第６項）

○

� 関係市町長との協議（第

１９条の２第７項）

○

 定期報告の受理（第２０条

の２）

○

� 措置命令（第２１条第１

項、第２項）

○
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� 代替措置に係る施設等の

設置の認定（石油コンビナ

ート等災害防止法施行令

（以下この項において「政

令」という。）第１６条第１

項）

○

５ 緑地等の設置に関するこ

と。

� 設置計画の作成（第３３条

第１項）

○

� 設置計画に係る関係地方

公共団体の長の意見の聴取

（第３３条第１項）

○

� 設置計画に係る主務大臣

との協議（第３３条第２項）

○

� 事業者負担金の額の決定

等（第３４条）

○

� 事業者負担金の督促（第

３５条第１項）

○

� 事業者負担金の強制徴収

（第３５条第３項）

○

６ 特別防災区域の指定に係る

意見の通知（第３８条）

○

７ 報告の徴収（第３９条） ○

８ 立入検査（第４０条第１項） ○

９ 市町長からの報告の処理

（第４１条第１項、第３項）

○

１０ 市町長に対する第１種事業

所に係る届出の受理等の通知

（第４１条第２項）

○

１１ 緊急時の指示に係る通知の

受理（第４１条の２、政令第４０

条）

○

１４ 省略 １２ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

１ 省略 危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

１ 省略

２ 市町防災会議を設置しない

こととした旨の報告の受理

（第１６条第４項 ）

○ ２ 市町防災会議を設置しない

こととする協議

（第１６条第４項、第５項）

○

３ 市町防災会議を設置しない

こととした旨の報告に係る愛

媛県防災会議の意見の聴取

（第１６条第５項）

○
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するも

のを除

く。）

４ 市町防災会議を設置しない

こととした旨の報告に係る助

言及び勧告（第１６条第５項）

○ するも

のを除

く。）

５ 省略 ３ 省略

６ 省略 ４ 省略

７ 省略 ５ 省略

８ 省略 ６ 省略

９ 省略 ７ 省略

１０ 省略 ８ 省略

１１ 省略 ９ 省略

１２ 省略 １０ 省略

１３ 省略 １１ 省略

１４ 省略 １２ 省略

１５ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る報告の受理

（第４２条第３項、第４４条第３

項）

○ １３ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る協議

（第４２条第３項、第４４条第３

項）

○

１６ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る愛媛県防災会

議の意見の聴取（第４２条第４

項、第４４条第３項）

○ １４ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る愛媛県防災会

議の意見の聴取（第４２条第３

項、第４４条第３項）

○

１７ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る助言及び勧告

（第４２条第４項、第４４条第３

項）

○

１８ 省略 １５ 省略

１９ 省略 １６ 省略

２０ 省略 １７ 省略

２１ 省略 １８ 省略

２２ 省略 １９ 省略

２３ 省略 ２０ 省略

２４ 省略 ２１ 省略

２５ 省略 ２２ 省略

２６ 省略 ２３ 省略

２７ 省略 ２４ 省略

２８ 省略 ２５ 省略

２９ 省略 ２６ 省略

３０ 省略 ２７ 省略

３１ 省略 ２８ 省略

３２ 省略 ２９ 省略

３３ 省略 ３０ 省略

３４ 省略 ３１ 省略

３５ 省略 ３２ 省略

３６ 省略 ３３ 省略

３７ 省略 ３４ 省略

３８ 省略 ３５ 省略
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３９ 省略 ３６ 省略

４０ 省略 ３７ 省略

２・３

省略

２・３

省略

４ 石油

コンビ

ナート

等災害

防止法

の施行

に関す

る事務

１ 第二種事業所の指定（第２

条第５号）

○

２ 防災活動に係る必要な助言

又は指導（第４条）

○

３ 第一種事業所に関するこ

と。

� 新設等の届出書の写しの

受理及び関係市町長の意見

の聴取（第５条第３項、第

４項、第７条第２項）

○

� 新設等に係る意見の通知

（第５条第４項、第７条第

２項）

○

� 新設等の計画に係る指示

の期間の延長の通知の受理

（第８条第６項）

○

� 新設等の計画に係る指示

等の通知の受理（第８条第

８項）

○

� 新設等の確認結果の通知

の受理（第１１条第２項）

○

� 第１種事業者の氏名等の

変更の届出書の写しの受理

（第５条第３項、第１３条第

２項）

○

� 第１種事業者の地位の承

継の届出書の写しの受理

（第５条第３項、第１４条第

４項）

○

４ 特定事業者に係る災害予防

に関すること。

� 特定防災施設等の設置の

届出の受理及び検査（第１５

条第２項）

○

� 自衛防災組織に係る届出

の処理（第１６条第５項、第

６項）

○

� 防災管理者等の選任等の

届出の処理（第１６条第６

項、第１７条第６項、第７

項）

○

� 防災規程の届出の処理

（第１６条第６項、第１８条第

１項、第４項）

○

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

４４



� 防災規程の変更命令（第

１８条第２項）

○

� 特定事業所の施設の使用

停止命令（第１８条第３項、

第１９条第６項、第１９条の２

第８項、第２１条第３項）

○

� 共同防災組織に係る届出

の処理（第１６条第６項、第

１９条第３項、第６項）

○

� 共同防災規程の変更命令

（第１９条第５項）

○

� 広域共同防災組織の設置

に係る区域を定める政令の

制定等に関する意見の通知

（第１９条の２第２項）

○

� 広域共同防災組織の設置

等に係る届出の処理（第１９

条の２第４項、第５項）

○

� 広域共同防災規程の変更

命令（第１９条の２第６項）

○

� 関係市町長との協議（第

１９条の２第７項）

○

	 定期報告の受理（第２０条

の２）

○


 措置命令（第２１条第１

項、第２項）

○

� 代替措置に係る施設等の

設置の認定（石油コンビナ

ート等災害防止法施行令

（以下この項において「政

令」という。）第１６条第１

項）

○

５ 緑地等の設置に関するこ

と。

� 設置計画の作成（第３３条

第１項）

○

 設置計画に係る関係地方

公共団体の長の意見の聴取

（第３３条第１項）

○

� 設置計画に係る主務大臣

との協議（第３３条第２項）

○

� 事業者負担金の額の決定

等（第３４条）

○

� 事業者負担金の督促（第

３５条第１項）

○

� 事業者負担金の強制徴収

（第３５条第３項）

○

６ 特別防災区域の指定に係る

意見の通知（第３８条）

○
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７ 報告の徴収（第３９条） ○

８ 立入検査（第４０条第１項） ○

９ 市町長からの報告の処理

（第４１条第１項、第３項）

○

１０ 市町長に対する第一種事業

所に係る届出の受理等の通知

（第４１条第２項）

○

１１ 緊急時の指示に係る通知の

受理（第４１条の２、政令第４０

条）

○

４ 省略 ５ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

環

境

政

策

課

１ 省略 環

境

政

策

課

１ 省略

２ 環境

基本法

の施行

に関す

る事務

１ 環境基準の類型を当てはめ

る地域及び水域の指定（第１６

条第２項第２号ロ）

○ ２ 環境

基本法

の施行

に関す

る事務

１ 環境基準の類型を当てはめ

る地域及び水域の指定（第１６

条第２項 ）

○

２ 公害防止計画の作成（第１７

条 ）

○ ２ 公害防止計画の策定（第１７

条第３項）

○

３～２１

省略

３～２１

省略

２２ ダイ

オキシ

ン類対

策特別

措置法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ２２ ダイ

オキシ

ン類対

策特別

措置法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ ダイオキシン類により汚染

された土壌に係る措置に関す

ること。

３ ダイオキシン類により汚染

された土壌に係る措置に関す

ること。

�～� 省略 �～� 省略

� 対策計画の策定及び変更

に係る公聴会の開催等（第

３１条第３項、第３２条第２

項）

○ � 対策計画の策定及び変更

に係る公聴会の開催 （第

３１条第３項、第３２条第２

項）

○

� 省略 � 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

２３・２４

省略

２３・２４

省略

２５ 水質

汚濁防

止法の

施行に

関する

事務

１ 排出水の排出の規制に関す

ること。

２５ 水質

汚濁防

止法の

施行に

関する

事務

１ 排出水の排出の規制に関す

ること。

�～� 省略 �～� 省略

� 総量削減計画の公表（第

４条の３第５項、第６項、

特別措置法第１２条の３第２

項）

○ � 総量削減計画の公告（第

４条の３第５項、第６項、

特別措置法第１２条の３第２

項）

○

�～� 省略 �～� 省略

２ 生活排水対策に関するこ

と。

２ 生活排水対策に関するこ

と。
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�～� 省略 �～� 省略

� 生活排水対策推進市町に

対する助言及び勧告（第１４

条の９第６項、第８項）

○ � 生活排水対策推進市町に

対する助言及び勧告（第１４

条の９第５項、第７項）

○

３ 省略 ３ 省略

２６～３１

省略

２６～３１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

自

然

保

護

課

１ 自然

公園法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 自

然

保

護

課

１ 自然

公園法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 公園事業に関すること。 ２ 公園事業に関すること。

� 省略 � 省略

� 協議及び認可（第１６条第

２項、第３項）

○ � 同意及び認可（第１６条第

２項、第３項）

○

� 変更の協議及び認可（第

１０条第６項、第１６条第４

項）

○ � 変更の同意及び認可（第

１０条第６項、第１６条第４

項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 承継の協議及び承認（第

１２条第１項、第２項、第１６

条第４項）

○ � 承継の同意及び承認（第

１２条第１項、第２項、第１６

条第４項）

○

� 省略 � 省略

� 認可の失効の届

出の受理（第１４条第２項、

第１６条第４項）

○ � 同意及び認可の失効の届

出の受理（第１４条第２項、

第１６条第４項）

○

	～
 省略 	～
 省略

３～１６ 省略 ３～１６ 省略

２ 愛媛

県県立

自然公

園条例

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ２ 愛媛

県県立

自然公

園条例

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 公園事業に関すること。 ３ 公園事業に関すること。

� 省略 � 省略

� 協議及び認可（第１０条第

２項、第３項）

○ � 同意及び認可（第１０条第

２項、第３項）

○

� 変更の協議及び認可（第

１０条第６項）

○ � 変更の同意及び認可（第

１０条第６項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 承継の協議及び承認（第

１２条第１項、第２項）

○ � 承継の同意及び承認（第

１２条第１項、第２項）

○

� 省略 � 省略

� 認可の失効の届

出の受理（第１４条第２項）

○ � 同意及び認可の失効の届

出の受理（第１４条第２項）

○

	～
 省略 	～
 省略

４～１５ 省略 ４～１５ 省略

３～６

省略

３～６

省略
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７ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 鳥獣保護事業計画の作成及

び変更（第４条第１項、第４

項、第５項）

○ ７ 鳥獣

の保護

及び狩

猟の適

正化に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 鳥獣保護事業計画の作成及

び変更（第４条第１項、第３

項、第４項）

○

２ 特定鳥獣保護管理計画の作

成及び変更（第４条第４項、

第５項、第７条第１項、第５

項から第８項まで）

○ ２ 特定鳥獣保護管理計画の作

成及び変更（第４条第３項、

第４項、第７条第１項、第４

項から第７項まで）

○

３ 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵

の採取等の規制に関するこ

と。

３ 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵

の採取等の規制に関するこ

と。

�・� 省略 �・� 省略

� 対象狩猟鳥獣の捕獲等の

禁止又は制限（第４条第４

項、第７条第５項、第１２条

第２項から第４項まで、第

６項）

○ � 対象狩猟鳥獣の捕獲等の

禁止又は制限（第４条第３

項、第７条第４項、第１２条

第２項から第４項まで、第

６項）

○

� 特定鳥獣に係る休猟区に

おいて捕獲等をすることが

できる区域の指定、狩猟期

間の延長及び捕獲等の禁止

又は制限の全部又は一部の

解除（第４条第４項、第７

条第５項、第１２条第４項

、第１４条、第３４条第

３項）

○ � 特定鳥獣に係る休猟区に

おいて捕獲等をすることが

できる区域の指定、狩猟期

間の延長及び捕獲等の禁止

又は制限の全部又は一部の

解除（第４条第３項、第７

条第４項、第１２条第４項、

第６項、第１４条、第３４条第

３項）

○

�～� 省略 �～� 省略

４ 省略 ４ 省略

５ 鳥獣保護区に関すること。 ５ 鳥獣保護区に関すること。

� 鳥獣保護区及び特別保護

地区の指定並びに指定の変

更及び解除並びに特別保護

指定区域の区域及び期間の

指定（第４条第４項、第１２

条第４項、第１５条第２項、

第１３項、第２８条第１項、第

３項から第１０項まで、第２９

条第１項、第３項から第５

項まで、第７項第４号、省

令第３６条、第３７条第１項）

○ � 鳥獣保護区及び特別保護

地区の指定並びに指定の変

更及び解除並びに特別保護

指定区域の区域及び期間の

指定（第４条第３項、第１２

条第４項、第１５条第２項、

第１３項、第２８条第１項、第

３項から第１０項まで、第２９

条第１項、第３項から第５

項まで、第７項第４号、省

令第３６条、第３７条第１項）

○

�～� 省略 �～� 省略

６～１４ 省略 ６～１４ 省略

８ 省略 ８ 省略

９ 地域

におけ

る多様

な主体

の連携

による

生物の

多様性

１ 地域連携保全活動計画に関

する同意及び変更の同意（第

４条第７項、第１３項）

○
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の保全

のため

の活動

の促進

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

保

健

福

祉

課

１～４

省略

保

健

福

祉

課

１～４

省略

５ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ５ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 社会福祉事業に関するこ

と。

２ 社会福祉事業に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 寄附金の募集の許可（第

７３条）

○

３ 福祉事務所等に関するこ

と。

３ 福祉事務所等に関するこ

と。

� 町福祉事務所の設置及び

廃止の協議（第１４条）

○ � 町福祉事務所の設置及び

廃止の承認（第１４条）

○

� 省略 � 省略

６～１２

省略

６～１２

省略

１３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定事業者等及び指定相談

支援事業者に係る業務管理体

制の整備に関すること。

� 報告の徴収及び立入検査

（第５１条の３第１項、第５１

条の３２第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

に係る市町長からの要求の

受理（第５１条の３２第３項）

○

� 勧告（第５１条の４第１

項、第５１条の３３第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第５１条の４第２項、第５１

条の３３第２項）

○

� 措置命令（第５１条の４第

３項、第５１条の３３第３項）

○
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１４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 児童福祉施設に関するこ

と。

１４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 児童福祉施設に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 最低基準向上の勧告（児

童福祉施設の設備及び運営

に関する基 準 第３条 第１

項）

○ � 最低基準向上の勧告（児

童福祉施設最低基準

第３条第１

項）

○

２ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

（第２１条の５の２６第１項、

第２４条の１９の２、第２４条の

３９第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

に係る市町長からの要求の

受理（第２４条の３９第３項）

○

� 勧告（第２１条の５の２７第

１項、第２４条の１９の２、第

２４条の４０第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第２１条の５の２７第２項、

第２４条の１９の２、第２４条の

４０第２項）

○

� 措置命令（第２１条の５の

２７第３項、第２４条の１９の

２、第２４条の４０第３項）

○

１５ 旧精

神保健

及び精

神障害

者福祉

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 精神障害者社会復帰施設に

関すること。

� 報告の徴収及び立入検査

（第５０条の２の４、障害者

自立支援法附則第４８条）

○

� 改善及び事業の停止命令

（第５０条の２の５、障害者

自立支援法附則第４８条）

○

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

健

康

１・２

省略

健

康

１・２

省略
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増

進

課

３ 感染

症の予

防及び

感染症

の患者

に対す

る医療

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 予防計画に関すること。 増

進

課

３ 感染

症の予

防及び

感染症

の患者

に対す

る医療

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 予防計画に関すること。

� 策定及び変更（第１０条第

１項、第４項）

○ � 策定及び変更（第１０条第

１項、第３項）

○

� 市町等の意見の聴取（第

１０条第５項）

○ � 市町等の意見の聴取（第

１０条第４項）

○

� 厚生労働大臣への提出

（第１０条第６項 ）

○ � 厚生労働大臣への提出

及び公表（第１０条第５項）

○

２～８ 省略 ２～８ 省略

４ 予防

接種法

の施行

に関す

る事務

１ 臨時予防接種の実施及び指

示（第６条第１項、第２項）

○ ４ 予防

接種法

の施行

に関す

る事務

１ 臨時予防接種の実施及び指

示（第６条 ）

○

２ 市町長に対する協力（第６

条第３項）

○

３ 予防接種の勧奨（第７条の

２）

○

５～１０

省略

５～１０

省略

１１ 健康

増進法

の施行

に関す

る事務

１ 県健康増進計画の策定及び

変 更（第８条 第１項

）

○ １１ 健康

増進法

の施行

に関す

る事務

１ 県健康増進計画の策定及び

変 更（第８条 第１項、第３

項）

○

２～６ 省略 ２～６ 省略

１２～１６

省略

１２～１６

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

薬

務

衛

生

課

１～５

省略

薬

務

衛

生

課

１～５

省略

６ あへ

ん法の

施行に

関する

事務

１ 報告の徴収等（第４４条） ○

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 温泉

法の施

行に関

する事

務

１ 土地掘削、増掘及び動力装

置に関すること。

９ 温泉

法の施

行に関

する事

務

１ 土地掘削、増掘及び動力装

置に関すること。

� 省略 � 省略

� 工業利用に係る経済産業

局長への協議（第３条第３

項）

○

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

	 省略 
 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 温泉採取の制限に関するこ

と。

２ 温泉採取の制限に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 工業利用に係る経済産業

局長への協議（第１２条第２

項）

○

３～６ 省略 ３～６ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

子

育

１～９

省略

子

育

１～９

省略
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て

支

援

課

１０ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 て

支

援

課

１０ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 小規模住居型児童養育事業

に関すること。

４ 小規模住居型児童養育事業

に関すること。

� 事業の開始、変更、廃止

又は休止の届出の受理（第

３４条の４）

○ � 事業の開始、変更、廃止

又は休止の届出の受理（第

３４条の３）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第３４条の５第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第３４条の４第１項）

○

� 事業の制限及び停止の命

令（第３４条の６）

○ � 事業の制限及び停止の命

令（第３４条の５）

○

５ 保育士等に関すること。 ５ 保育士等に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� みなし保育士の承認（児

童福祉施設の設備及び運営

に関する基準第９４条第３

項）

○ � みなし保育士の承認（最

低基準

第９４条第３

項）

○

１１ 就学

前の子

どもに

関する

教育、

保育等

の総合

的な提

供の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 認定こども園に関するこ

と。

１１ 就学

前の子

どもに

関する

教育、

保育等

の総合

的な提

供の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 認定こども園に関するこ

と。

� 認定（第３条第１項、第

３項）

○ � 認定（第３条第１項、第

２項）

○

�～� 省略 �～� 省略

１２・１３

省略

１２・１３

省略

１４ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １４ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 社会福祉事業に関するこ

と。

� 寄附金の募集の許可（第

７３条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

障 １ 省略 障 １ 省略
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害

福

祉

課

２ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 害

福

祉

課

２ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定障害福祉サービス事業

者、指定障害者支援施設及び

指定一般相談支援事業者に関

すること。

２ 指定障害福祉サービス事業

者、指定障害者支援施設及び

指定相談支援事業者 に関

すること。

� 便宜の提供に係る連絡調

整及び助言その他の援助

（第４７条の２第１項、第５１

条の２６第１項）

○

� 措置命令に係る公示（第

４９条第５項、第５１条の２８第

５項）

○ � 措置命令に係る公示（第

４９条第６項

）

○

� 指定、変更等の届出、指

定の辞退及び指定の取消し

に係る公示（第５１条、第５１

条の３０第１項）

○ � 指定、変更等の届出、指

定の辞退及び指定の取消し

に係る公示（第５１条

）

○

３ 指定事業者等及び指定相談

支援事業者に係る業務管理体

制の整備に関すること。

� 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣への要求

（第５１条 の３第３項、第５１

条の３２第３項）

○

� 措置命令に係る公示（第

５１条の４第４項、第５１条の

３３第４項）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 市町障害保健福祉計画に関

すること。

５ 市町障害保健福祉計画に関

すること。

� 意見の通知（第８８条第８

項）

○ � 意見の通知（第８８条第７

項）

○

� 省略 � 省略

７ 都道府県障害福祉計画に関

すること。

６ 都道府県障害福祉計画に関

すること。

� 策定及び変更（第８９条第

１項、第７項）

○ � 策定及び変更（第８９条第

１項、第６項）

○

� 自立支援協議会の意見の

聴取（第８９条第５項）

○

� 愛媛県障害者施策推進協

議会の意見の聴取（第８９条

第６項）

○ � 地方障害者施策推進協議

会 の意見の聴取（第８９条

第５項）

○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

３ 省略 ３ 省略

４ 児童

福祉法

の施行

１ 指定障害児事業者等及び指

定障害児入所施設等に関する

こと。

４ 児童

福祉法

の施行

１ 指定知的障害児施設等

に関する

こと。
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に関す

る事務

� 便宜の提供に係る連絡調

整及び助言その他の援助

（第２１条の５の２０第１項、

第２４条の１４の２）

○ に関す

る事務

� 措置命令に係る公示（第

２１条の５の２２第４項、第２４

条の１６第４項）

○ � 措置命令に係る公示（

第２４

条の１６第４項）

○

� 指定、事業の廃 止 の 届

出、指定の辞退及び指定の

取消しに係る公示（第２１条

の５の２４、第２４条の１８）

○ � 指定

、指定の辞退及び指定の

取消しに係る公示（第２８条

の１８ ）

○

２ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣への要求

（第２１条の５の２６第３項、

第２４条の１９の２）

○

� 措置命令に係る公示（第

２１条の５の２７第４項、第２４

条の１９の２、第２４条の４０第

４項）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 福祉の措置に関すること。 ３ 福祉の措置に関すること。

� 障害児入所給付費及び特

定入所障害児食費等給付費

の 支 弁（第５０条 第６号 の

４）

○ � 障害児施設給付費及び特

定入所障害児食費等給付費

の 支 弁（第５０条 第６号 の

４）

○

� 高額障害児入所給付費及

び障害児入所医療費の支弁

（第５０条第６号の４）

○ � 高額障害児施設給付費及

び障害児施設医療費の支弁

（第５０条第６号の４）

○

�・� 省略 �・� 省略

５ 障害児通所給付費又は特例

障害児通所給付費に係る不服

審査に関すること。

� 受理及び通知（第５６条の

５の５第２項、障害者自立

支援法第１０２条）

○

� 障害児通所給付費等不服

審査会への諮問（児童福祉

法施行条例第４条）

○

� 審理のための処分（第５６

条の５の５第２項、障害者

自立支援法第１０３条第１

項）

○

５～７

省略

５～７

省略
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８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

かくたん

１ 喀痰吸引等業務の登録等の

公示（長寿介護課の所管に属

するものを除く。）（第４８条

の８）

○

２ 特定行為業務の登録等の公

示（長寿介護課の所管に属す

るものを除く。）（第４８条の

８、附則第２０条第２項）

○

３ 登録研修機関に関すること

（第３号研修に係るものに限

る。）。

� 登 録（附 則 第４条 第２

項）

○

� 登録の更新（附則第９条

第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（附則第１１条）

○

� 業務規程の届出及び変更

届出の受理（附則第１２条第

１項）

○

� 業務の休廃止の届出の受

理（附則第１３条）

○

� 適合命令及び改善命令

（附則第１４条、第１５条）

○

� 登録の取消し等（附則第

１６条）

○

� 公示（附則第１７条） ○

	 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条、附則第

１８条）

○

４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第３

号研修に係るものに限る。）

（附則第５条第１項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

長

寿

介

護

課

１ 省略 長

寿

介

護

課

１ 省略

２ 老人

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ２ 老人

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 有料老人ホームに対する改

善命令に係る公示（第２９条第

１２項）

○ ２ 有料老人ホームに対する改

善命令に係る公示（第２９条第

１０項）

○

３ 省略 ３ 省略

４ 老人福祉計画に関するこ

と。

４ 老人福祉計画に関するこ

と。
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� 市町村老人福祉計画に対

する意見の通知（第２０条の

８第９項）

○ � 市町村老人福祉計画に対

する意見の通知（第２０条の

８第８項）

○

� 都道府県老人福祉計画の

策定及び変更（第２０条の９

第１項、第７項）

○ � 都道府県老人福祉計画の

策定及び変更（第２０条の９

第１項、第６項）

○

�・� 省略 �・� 省略

５ 省略 ５ 省略

３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 居宅サービス等を行つた者

又は使用する者に対する報告

の命令等（第２４条第１項、健

康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号。

以下この部において「改正

法」という。）附則第１３０条

の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされ

る改正法第２６条の規定による

改正前の介護保険法（以下こ

の部におい て「旧 法」と い

う。）第２４条第１項）

○ ３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 居宅サービス等を行つた者

又は使用する者に対する報告

の命令等（第２４条第１項

）

○

２ 被保険者等に対する報告の

命令等（第２４条第２項、旧法

第２４条第２項）

○ ２ 被保険者等に対する報告の

命令等（第２４条第２項

）

○

３ 指定市町村事務受託法人に

関すること。

３ 指定市町村事務受託法人に

関すること。

� 指定（第２４条の２第１

項、旧法第２４条の２第１

項、介護保険法施行令（以

下この部において「政令」

という。）第１１条の６第１

号、改正法附則第１３０条の

２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとさ

れる政令（以下この部にお

いて「旧政令」という。）

第１１条の６第１号）

○ � 指定（第２４条の２第１

項

、介護保険法施行令（以

下この部において「政令」

という。）第１１条の６第１

号

）

○

� 変更並びに廃止、休止及

び再開の届出の受理（政令

第１１条の３、第１１条の６第

２号、旧政令第１１条の３、

第１１条の６第２号）

○ � 変更並びに廃止、休止及

び再開の届出の受理（政令

第１１条の３、第１１条の６第

２号

）

○

� 報告の徴収（政令第１１条

の４、旧政令第１１条の４）

○ � 報告の徴収（政令第１１条

の４ ）

○

� 指定の取消し等（政令第

１１条の５第１項、第１１条の

６第３号、旧政令第１１条の

５第１項、第１１条の６第３

号）

○ � 指定の取消し等（政令第

１１条の５第１項、第１１条の

６第３号

）

○
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� 指定の取消し等に係る市

町からの通知の受理（政令

第１１条の５第２項、旧政令

第１１条の５第２項）

○ � 指定の取消し等に係る市

町からの通知の受理（政令

第１１条の５第２項

）

○

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 登録（第６９条の２第１

項、旧法第６９条の２第１

項）

○ � 登録（第６９条の２第１

項

）

○

� 登録の移転（第６９条の

３、旧法第６９条の３、介護

保険法施行規則（以下この

部 に お い て「省 令」と い

う。）第１１３条 の２４、改 正

法附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力

を有するものとされる省令

（以下この部において「旧

省 令」と い う。）第１１３条

の２４）

○ � 登録の移転（第６９条の

３ 、介護

保険法施行規則（以下この

部 に お い て「省 令」と い

う。）第１１３条 の２４

）

○

� 変更の届出の受理（第６９

条の４、旧法第６９条の４）

○ � 変更の届出の受理（第６９

条の４ ）

○

� 死亡等の届出の受理（第

６９条の５、旧法第６９条の

５）

○ � 死亡等の届出の受理（第

６９条の５

）

○

� 登録の消除（第６９条の

６、旧法第６９条の６）

○ � 登録の消除（第６９条の

６ ）

○

� 介護支援専門員証の交付

（第６９条の７第１項、第５

項、旧法第６９条の７第１

項、第５項、省 令 第１１３条

の２２、旧省令第１１３条の

２２）

○ � 介護支援専門員証の交付

（第６９条の７第１項、第５

項

、省 令 第１１３条

の２２

）

○

	 介護支援専門員証の返還

等（第６９条の７第６項から

第８項まで、旧法第６９条の

７第６項から第８項まで）

○ 	 介護支援専門員証の返還

等（第６９条の７第６項から

第８項まで

）

○


 介護支援専門員証の有効

期間の更新（第６９条の８、

旧法第６９条の８）

○ 
 介護支援専門員証の有効

期間の更新（第６９条の８

）

○

� 介護支援専門員証の書換

え交付（省令第１１３条の２３

第１項、第３項、旧省令第

１１３条の２３第１項、第３

項）

○ � 介護支援専門員証の書換

え交付（省令第１１３条の２３

第１項、第３項

）

○

� 介護支援専門員証の再交

付等（省令第１１３条の２５第

１項、第３項、第４項、旧

省 令 第１１３条 の２５第１項、

第３項、第４項）

○ � 介護支援専門員証の再交

付等（省令第１１３条の２５第

１項、第３項、第４項

）

○

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

５８



� 報告の徴収（第６９条の３８

第１項、旧法第６９条の３８第

１項）

○ � 報告の徴収（第６９条の３８

第１項

）

○

� 指示又は研修命令（第６９

条の３８第２項、第４項、旧

法第６９条の３８第２項、第４

項）

○ � 指示又は研修命令（第６９

条の３８第２項、第４項

）

○

� 業務の禁止（第６９条の３８

第３項、第４項、旧法第６９

条の３８第３項、第４項）

○ � 業務の禁止（第６９条の３８

第３項、第４項

）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 指定試験実施機関に関する

こと。

６ 指定試験実施機関に関する

こと。

� 指定（第６９条の２７第１

項、政令第３５条の１５第３

項）

○ � 指定（第６９条の２７第１

項、政令第３５条の９第３

項）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 指定の取消し（政令第３５

条の１５第２項、第３項）

○ � 指定の取消し（政令第３５

条の９第２項、第３項）

○

７ 指定研修実施機関に関する

こと。

７ 指定研修実施機関に関する

こと。

� 指定（第６９条の３３第１

項、政令第３５条の１６第３

項）

○ � 指定（第６９条の３３第１

項、政令第３５条の１０第３

項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 指定の取消し（政令第３５

条の１６第２項、第３項）

○ � 指定の取消し（政令第３５

条の１０第２項、第３項）

○

８～１２ 省略 ８～１２ 省略

１３ 旧法第４８条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療

施設に関すること。

１３

指定介護療養型医療

施設に関すること。

� 便宜の提供に係る連絡調

整及び助言その他の援助

（旧法第１１１条の２第１

項）

○ � 便宜の提供に係る連絡調

整及び助言その他の援助

（ 第１１１条の２第１

項）

○

� 公示（旧法第１１３条の２

第４項、第１１５条）

○ � 公 示（ 第１１３条 の２

第４項、第１１５条）

○

１４～１６ 省略 １４～１６ 省略

１７ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。

１７ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の３３第１項、旧

法第１１５条の３３第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の３３第１項

）

○
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� 報告の徴収及び立入検査

の 要 請（第１１５条 の３３第３

項、旧 法 第１１５条 の３３第３

項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

の 要 請（第１１５条 の３３第３

項

）

○

� 報告の徴収及び立入検査

の結果に係る市町長への通

知及び厚生労働大臣からの

通知の受理（第１１５条の３３

第４項、旧法 第１１５条 の３３

第４項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

の結果に係る市町長への通

知及び厚生労働大臣からの

通知の受理（第１１５条の３３

第４項

）

○

� 勧 告（第１１５条 の３４第１

項、旧 法 第１１５条 の３４第１

項）

○ � 勧 告（第１１５条 の３４第１

項

）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条 の３４第２項、旧

法第１１５条の３４第２項）

○ � 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条 の３４第２項

）

○

� 措置命令（第１１５条の３４

第３項、第４項、旧 法 第

１１５条の３４第３項、第４

項）

○ � 措置命令（第１１５条の３４

第３項、第４項

）

○

� 措置命令に係る公示（第

１１５条 の３４第４項、旧 法 第

１１５条の３４第４項）

○ � 措置命令に係る公示（第

１１５条 の３４第４項

）

○

� 措置命令に違反した内容

に係る市町長への通知及び

厚生労働大臣からの通知の

受理（第１１５条の３４第５

項、旧 法 第１１５条 の３４第５

項）

○ � 措置命令に違反した内容

に係る市町長への通知及び

厚生労働大臣からの通知の

受理（第１１５条の３４第５

項

）

○

１８ 介護サービス情報の公表に

関すること。

１８ 介護サービス情報の公表に

関すること。

� 報告の受理（第１１５条の

３５第１項、旧 法 第１１５条 の

３５第１項）

○ � 報告の受理（第１１５条の

３５第１項

）

○

� 報告に関する計画の策定

及び公表（政令第３７条の２

第１項、第３項、旧政令第

３７条の２第１項、第３項）

○ � 報告に関する計画の策定

及び公表（政令第３７条の２

第１項、第３項

）

○

� 公 表 （第１１５条 の

３５第２項、旧 法 第１１５条 の

３５第２項）

○ � 調査の実施（第１１５条の

３５第２項

）

○

� 調査の実施（第１１５条の

３５第３項、旧 法 第１１５条 の

３５第３項）

○ � 公 表 （第１１５条 の

３５第３項

）

○

� 報告等の命令（第１１５条

の３５第４項、第５項、旧法

第１１５条の３５第４項、第５

項）

○ � 報告等の命令（第１１５条

の３５第４項、第５項

）

○
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� 指定居宅サービス事業者

等の指定又は許可の取消し

等（第１１５条 の３５第６項、

第７項、旧法 第１１５条 の３５

第６項、第７項）

○ � 指定居宅サービス事業者

等の指定又は許可の取消し

等（第１１５条 の３５第６項、

第７項

）

○

１９ 介護サービス情報の公表に

係る指定調査機関に関するこ

と。

１９ 介護サービス情報の公表に

係る指定調査機関に関するこ

と。

� 指 定（第１１５条 の３６第１

項、旧 法 第１１５条 の３６第１

項、政令第３７条の４第１

項、旧政令第３７条の４第１

項）

○ � 指 定（第１１５条 の３６第１

項

、政令第３７条の４第１

項

）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の４０第１項、旧

法第１１５条の４０第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の４０第１項

）

○

� 業務の休廃止の許可（第

１１５条の４１、旧法第１１５条の

４１、政令第３７条の９、旧政

令第３７条の９）

○ � 業務の休廃止の許可（第

１１５条 の４１

、政令第３７条の９

）

○

� 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項、旧政令第３７条の４第２

項、第３項）

○ � 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項

）

○

� 調査事務に関する計画の

策定（政令第３７条の５第１

項、旧政令第３７条の５第１

項）

○ � 調査事務に関する計画の

策定（政令第３７条の５第１

項

）

○

� 調査事務の方法の改善命

令（政令第３７条の５第３

項、旧政令第３７条の５第３

項）

○ � 調査事務の方法の改善命

令（政令第３７条の５第３

項

）

○

� 調査事務規程の認可及び

変更の認可並びに変更命令

（政令第３７条の６、旧政令

第３７条の６）

○ � 調査事務規程の認可及び

変更の認可並びに変更命令

（政令第３７条の６

）

○

� 改善命令（政令第３７条の

８、旧政令第３７条の８）

○ � 改善命令（政令第３７条の

８ ）

○

	 指定の取消し等（政令第

３７条の１０、旧政令第３７条の

１０）

○ 	 指定の取消し等（政令第

３７条の１０

）

○

２０ 介護サービス情報の公表に

係る指定情報公表センターに

関すること。

２０ 介護サービス情報の公表に

係る指定情報公表センターに

関すること。

� 指定（第１１５条の４２第１

項、旧 法 第１１５条 の４２第１

項）

○ � 指定（第１１５条の４２第１

項

）

○
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� 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の４０第１項、第

１１５条 の４２第３項、旧 法 第

１１５条の４０第１項、第１１５条

の４２第３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の４０第１項、第

１１５条 の４２第３項

）

○

� 業務の休廃止の許可（第

１１５条の４１、第１１５条の４２第

３項、旧 法 第１１５条 の４１、

第１１５条 の４２第３項、政 令

第３７条の９、第３７条の１１、

旧政令第３７条の９、第３７条

の１１）

○ � 業務の休廃止の許可（第

１１５条の４１、第１１５条の４２第

３項

、政令

第３７条の９、第３７条の１１

）

○

� 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項、第３７条の１１、旧政令第

３７条の４第２項、第３項、

第３７条の１１）

○ � 変更の届出の受理（政令

第３７条の４第２項、第３

項、第３７条の１１

）

○

� 情報公表事務の方法の改

善命令（政令第３７条の５第

３項、第３７条の１１、旧政令

第３７条の５第３項、第３７条

の１１）

○ � 情報公表事務の方法の改

善命令（政令第３７条の５第

３項、第３７条の１１

）

○

� 情報公表事務規程の認可

及び変更認可並びに変更命

令（政令第３７条の６、第３７

条の１１、旧政令第３７条の

６、第３７条の１１）

○ � 情報公表事務規程の認可

及び変更認可並びに変更命

令（政令第３７条の６、第３７

条の１１

）

○

� 改善命令（政令第３７条の

８、第３７条の１１、旧政令第

３７条の８、第３７条の１１）

○ � 改善命令（政令第３７条の

８、第３７条の１１

）

○

� 指定の取消し等（政令第

３７条の１０、第３７条の１１、旧

政令第３７条の１０、第３７条の

１１）

○ � 指定の取消し等（政令第

３７条の１０、第３７条の１１

）

○

２１ 介護保険事業支援計画等に

関すること。

２１ 介護保険事業支援計画等に

関すること。

� 市町村介護保険事業計画

に対する意見の通知（第

１１７条第９項、旧法第１１７条

第９項）

○ � 市町村介護保険事業計画

に対する意見の通知（第

１１７条第７項

）

○

� 都道府県介護保険事業支

援計画の策定（第１１８条第

１項、第７項、旧 法 第１１８

条第１項、第７項）

○ � 都道府県介護保険事業支

援計画の策定（第１１８条第

１項、第６項

）

○

� 市町村介護保険事業計画

の作成上の助言（第１１９条

第１項、旧 法 第１１９条 第１

項）

○ � 市町村介護保険事業計画

の作成上の助言（第１１９条

第１項

）

○
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２２ 介護給付費納付金等の徴収

（第１５６条第３項、旧法第１５６

条第３項）

○ ２２ 介護給付費納付金等の徴収

（第１５６条第３項

）

○

２３ 社会保険診療報酬支払基金

等に対する報告の徴収等（第

１７２条第１項、旧法第１７２条第

１項）

○ ２３ 社会保険診療報酬支払基金

等に対する報告の徴収等（第

１７２条第１項

）

○

２４ 介護給付費審査委員会によ

る報告の徴収等の承認（第

１８１条第１項、旧法第１８１条第

１項）

○ ２４ 介護給付費審査委員会によ

る報告の徴収等の承認（第

１８１条第１項

）

○

２５ 医療保険者に対する報告の

徴 収 等（第１９７条 第３項、旧

法第１９７条第３項）

○ ２５ 医療保険者に対する報告の

徴 収 等（第１９７条 第３項

）

○

２６ 国民健康保険団体連合会に

対する監督等に関すること。

２６ 国民健康保険団体連合会に

対する監督等に関すること。

� 報告の徴収等（第１９８

条、旧法第１９８条、国民健

康保険法第１０６条）

○ � 報告の徴収等（第１９８

条 、国民健

康保険法第１０６条）

○

� 監 督（第１９８条、旧 法 第

１９８条、国民健康保険法第

１０８条）

○ � 監督（第１９８条

、国民健康保険法第

１０８条）

○

２７～３０ 省略 ２７～３０ 省略

４ 省略 ４ 省略

５ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

かくたん

１ 喀痰吸引等業務の登録等の

公示（老人福祉法及び介護保

険法に規定する事業を行う事

業者に関するものに限る。）

（第４８条の８）

○

２ 特定行為業務の登録等の公

示（老人福祉法及び介護保険

法に規定する事業を行う事業

者に関するものに限る。）

（第４８条の８、附則第２０条第

２項）

○

３ 登録研修機関に関すること

（第１号研修及び第２号研修

に係るものに限る。）。

� 登 録（附 則 第４条 第２

項）

○

� 登録の更新（附則第９条

第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（附則第１１条）

○

� 業務規程の届出及び変更

届出の受理（附則第１２条第

１項）

○

� 業務の休廃止の届出の受

理（附則第１３条）

○
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� 適合命令及び改善命令

（附則第１４条、第１５条）

○

� 登録の取消し等（附則第

１６条）

○

� 公示（附則第１７条） ○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条、附則第

１８条）

○

４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第１

号研修及び第２号研修に係る

ものに限る。）（附則第５条

第１項）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

国

民

健

康

保

険

室

１ 国民

健康保

険法の

施行に

関する

事務

１ 国民健康保険組合等の管理

に関すること。

国

民

健

康

保

険

室

１ 国民

健康保

険法の

施行に

関する

事務

１ 国民健康保険組合等の管理

に関すること。

� 省略 � 省略

� 組合及び連合会の仮理事

及び特別代理人の選任（第

２４条の４、第２４条の５、第

８６条）

○
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� 省略 � 省略

� 組合及び連合会の清算人

及び解散の届出の受理（第

３２条の７、第８６条）

○ � 組合及び連合会の解散及

び精算 の届出の受理（第

３４条 、第８６条）

○

� 組合及び連合会の清算結

了の届出の受理（第３２条の

１２、第８６条）

○

� 省略 � 省略

２～６ 省略 ２～６ 省略

２ 高齢

者の医

療の確

保に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 県医療費適正化計画に関す

ること。

２ 高齢

者の医

療の確

保に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 県医療費適正化計画に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 市町との協議（第９条第

５項）

○ � 市町との協議（第９条第

４項）

○

� 計画の厚生労働大臣への

提出及び公表（第９条第６

項）

○ � 計画の厚生労働大臣への

提出及び公表（第９条第５

項）

○

� 保険者等に対する協力の

要請（第９条第７項）

○ � 保険者等に対する協力の

要請（第９条第６項）

○

�～� 省略 �～� 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

産

業

政

策

課

１～７

省略

産

業

政

策

課

１～７

省略

８ 発電

用施設

周辺地

域整備

法の施

行に関

する事

務

１ 公共用施設整備計画に関す

ること。

� 計画の作成等（第４条第

１項、第２項）

○

� 計画の変更（第４条第１

項、第９項）

○

� 意見聴取等（第４条第４

項、第５項、第９項）

○

� 計画に基づく事業の実施

（第５条）

○

２ 利便性向上等事業計画に関

すること。

� 計画の作成等（第４条第

１項、第２項、第１０条第１

項、第４項）

○

� 計画の変更（第４条第９

項、第１０条第４項）

○
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� 意見聴取等（第４条第４

項、第５項、第９項、第１０

条第４項）

○

� 計画に基づく事業の実施

（第５条、第１０条第４項）

○

� 計画に基づく事業を行う

者の認定（第１１条第１項）

○

９ 鉱業

法の施

行に関

する事

務

１ 鉱業権設定出願の協議に対

する回答（第２４条）

○

２ 鉱業権の設定の許可に係る

協議に対する回答（第４０条第

４項）

○

３ 土地使用等の許可に係る協

議に対する回答（第１０６条第

２項）

○

１０ 計量

法の施

行に関

する事

務

１～１４ 省略 ８ 計量

法の施

行に関

する事

務

１～１４ 省略

１５ 特定市町の区域における執

行に係る協議（第１５５条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

立

地

推

進

課

１～５

省略

企

業

立

地

推

進

室

１～５

省略

６ 発電

用施設

周辺地

域整備

法の施

行に関

する事

務

１ 整備計画の作成（第４条） ○

２ 整備計画の変更（第４条） ○

３ 整備計画に基づく事業の実

施（第５条）

○

７ 鉱業

法の施

行に関

する事

務

１ 鉱業権設定出願の協議に対

する回答（第２４条）

○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

観

光

物

産

課

１ えひ

めお接

待の心

観光振

興条例

の施行

に関す

る事務

１ 観光振興基本計画の策定及

び変更（第１０条第１項、第３

項、第４項）

○

２ 観光振興基本計画に基づき

講じた施策の実施状況の公表

（第１０条第５項）

○

２ 広域

文化交

流に関

する事

務

１ 愛媛広域文化交流基盤整備

の推進に関すること。

○

３ 観光

施設の

整備に

関する

事務

１ 市町の観光施設の整備指導 ○

２ 観光標識の設置 ○

４ 観光

宣伝事

業に関

する事

務

１ 観光資料等の作成 ○

２ 四国４県共同事業の実施 ○

３ 観光キャンペーン事業の実

施

○

５ 観光

客誘致

事業の

実施に

関する

事務

１ 観光展及び観光懇談会の実

施

○

２ 広域観光推進事業の実施 ○

３ 観光ルートの設定 ○

６ 観光

団体の

指導に

関する

事務

１ 社団法人愛媛県観光物産協

会（平成４年７月２９日に社団

法人愛媛県観光協会という名

称 で 設 立 さ れ た 法 人 を い

う。）の指導育成

○

２ 愛媛県旅行業協会の指導育

成

○

７ 旅行

業法の

施行に

関する

事務

１ 旅行業者（本邦外の企画旅

行（参加する旅行者の募集を

することにより実施するもの

に限る。）を実施しないもの

に限る。以下この項において

同じ。）及び旅行業者代理業

者（以下この項において「旅

行業者等」という。）に関す

ること。

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

６７



� 旅行業者等の登録（第３

条、第５条第２項）

○

� 旅行業者の登録の有効期

間の更新の登録（第６条の

３第１項、第２項）

○

� 旅行業者の業務の変更登

録（第６条の４第１項、第

２項）

○

� 旅行業者等の登録事項の

変更の届出の受理（第６条

の４第３項）

○

� 旅行業者の営業保証金に

係る届出の受理及び催告

（第７条第２項、第４項、

第８条第３項、第９条第２

項、第６項、第１８条第２

項、第１８条の２第３項、第

２２条の１５第４項、第２２条の

２２第２項）

○

� 旅行業者に対する登録の

取消し（第７条第５項、第

８条第３項、第９条第２

項）

○

� 旅行業者の取引額の報告

の受理（第１０条）

○

� 旅行業者の定める旅行業

約款の認可及び変更の認可

（第１２条の２第１項）

○

	 旅行業者等の事業の廃止

等の届出の受理（第１５条第

１項から第３項まで）

○


 旅行業者等に対する業務

改善命令（第１８条の３第１

項）

○

� 旅行業者等に対する業務

停止命令及び登録の取消し

（第１９条）

○

� 旅行業者等の登録の抹消

（第２０条第１項、第２項）

○

 登録、有効期間の更新の

登録及び変更登録の拒否を

しようとする場合の意見の

聴取（第２３条）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第２６条第１項、第３項）

○

２ 旅行業協会に関すること。

� 旧協会に対する保証社員

であつた旅行業者の登録の

抹消の通知（第２２条の２３第

１項）

○
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３ 旅行業者等が組織する団体

に関すること。

� 設立の届出の受理（第２５

条）

○

� 報告の徴収（第２６条第１

項）

○

８ 物産

の販路

拡大そ

の他物

産に関

する事

務

１ 物産の販路拡大 ○

２ 香川県・愛媛県共同アンテ

ナショップ運営協議会に関す

ること。

○

９ 博覧

会、展

示会、

見本市

等に関

する事

務

１ 博覧会、展示会、見本市等

の企画

○

２ 博覧会、展示会、見本市等

の出品物の選定

○

１０ 伝統

的工芸

品産業

の振興

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 伝統的工芸品の指定及び指

定の変更の申出書の進達（第

２条第３項、第７項）

○

２ 振興計画の認定申請書の進

達（第４条）

○

３ 振興計画の変更認定申請書

の進達（第５条第２項）

○

４ 報告の徴収（第２２条） ○

１１ えひ

め伝統

工芸士

に関す

る事務

１ えひめ伝統工芸士の認定及

び認定の取消し（えひめ伝統

工芸士認定規程（昭和５６年１０

月愛媛県告示第１２５４号）第２

条第１項、第６条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

国

際

交

流

課

１ 国際

交流に

関する

事務

１ 都道府県国際交流推進協議

会に関すること。

○

２ 海外友好親善事業に関する

こと。

○

３ 国際交流員に関すること。

� 受入方針に関すること。 ○

� その他国際交流員に関す

ること。

○

４ 在県留学生に関すること。 ○
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２ 国際

協力に

関する

事務

１ 海外技術研修員の受入れに

関すること。

� 受入方針に関すること。 ○

� その他海外技術研修員に

関すること。

○

２ 青年海外協力隊の募集・啓

発事業の実施

○

３ 国際

観光振

興事業

の実施

に関す

る事務

１ 国際観光振興事業の実施 ○

４ 外国

人観光

旅客の

旅行の

容易化

等の促

進によ

る国際

観光の

振興に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 外客来訪促進計画に関する

こと。

� 策定（第４条第１項） ○

� 変更（第４条第６項） ○

� 観光庁長官への同意申請

（第４条第２項、第６項）

○

� 関係市町との協議（第４

条第４項、第６項）

○

� 公表（第４条第５項、第

６項）

○

２ 事業者に対する助言、指導

等（第２６条第１項）

○

５ 通訳

案内士

法の施

行に関

する事

務

１ 登録の実施及び拒否（第２０

条から第２２条まで）

○

２ 変更の届出に係る登録証の

訂正（第２３条）

○

３ 登録証の再交付（第２４条） ○

４ 登録の抹消（第２５条、第２６

条）

○

５ 登録簿の閲覧（第２７条） ○

６ 懲戒処分（第３３条） ○

７ 報告の徴収（第３４条） ○

８ 登録証の返納の受理（通訳

案内士法施行規則第２０条第２

項）

○

６ 国際

観光ホ

テル整

備法の

施行に

関する

事務

１ 必要な措置の指示（第１２条

第２項、第１３条第２項、第１８

条第２項）

○

２ 報告の徴収及び立入検査

（第４４条第１項、第３項）

○
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７ 海外

移住に

関する

事務

１ 海外移住に関すること。 ○

８ 旅券

法の施

行に関

する事

務

１ 一般旅券の発給の申請の受

理（第３条第１項から第３項

まで、旅券法施行規則（以下

この部において「省令」とい

う。）第２条第３項、第４

項、第３条第１項、第２項）

○

２ 一般旅券に係る申請を外務

省で行う必要性の認定（第３

条第１項ただし書、第９条第

３項、第１０条第４項、第１２条

第３項）

○

３ 一般旅券の作成（第５条、

第７条）

○

４ 一般旅券の交付（第８条第

１項、第３項、第９条第３

項、第１０条第４項、第１２条第

３項、省令第７条第３項、第

５項）

○

５ 一般旅券への渡航先の追加

の 申 請 の 受 理（第３条 第３

項、第９条第１項、第３項、

省令第２条第３項、第４項、

第３条第１項、第２項）

○

６ 一般旅券への渡航先の追加

記載（第９条第１項）

○

７ 一般旅券の記載事項の訂正

（第１０条第１項ただし書、省

令第３条第１項、第２項、第

５項）

○

８ 一般旅券の職権による作成

又は訂正（第１０条第３項）

○

９ 一般旅券の査証欄の増補

（第１２条第１項、省令第３条

第１項、第２項、第５項）

○

１０ 一般旅券の発給をしない場

合等の通知及び一般旅券の返

納命令に係る書面の交付（第

１４条、第１９条第４項）

○

１１ 一般旅券の紛失又は焼失に

係る届出の受理（第１７条第１

項から第３項まで、省令第２

条第３項、第７条第３項、第

５項、第１４条第３項、第１５条

第３項）

○
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１２ 一般旅券の紛失又は焼失に

係る届出を外務省で行う必要

性の認定（第１７条第１項ただ

し書）

○

１３ 一般旅券の返納の受理（第

１９条第５項）

○

１４ 返納された一般旅券の還付

（第１９条第６項）

○

９ 東日

本大震

災の被

災者に

係る一

般旅券

の発給

の特例

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 震災特例旅券の作成（第２

条第１項、第２項、旅券法第

７条）

○

２ 震災特例旅券の交付（第３

条第１項、旅券法第８条第１

項、第３項、東日本大震災の

被災者に係る一般旅券の発給

の特例に関する法律施行規則

本則、旅券法施行規則第７条

第３項、第５項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

労

政

雇

用

課

１～８

省略

労

政

雇

用

課

１～８

省略

９ 勤労

青少年

の福祉

に関す

る事務

９ 勤労

青少年

の福祉

に関す

る事務

１ 勤労青年リーダー研修の実

施

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

１０・１１

省略

１０・１１

省略

１２ 職業

能力開

発促進

法の施

行その

他職業

訓練に

関する

事務

１ 職業能力開発計画に関する

こと。

１２ 職業

能力開

発促進

法の施

行その

他職業

訓練に

関する

事務

１ 職業能力開発計画の策定

（第７条第１項）

○

� 職業能力開発計画の策定

（第７条第１項、第４項）

○

� 関係事業主の団体に対す

る職業訓練の実施等に関す

る勧告（第６条、第７条第

５項）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 事業主等の行う職業訓練に

関すること。

３ 事業主等の行う職業訓練に

関すること。
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� 関係事業主の団体に対す

る職業訓練の実施について

の必要な勧告（第６条、第

７条第３項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 愛媛県職業能力開発協会

の指導監督

○

４ 職業訓練指導員に関するこ

と。

４ 職業訓練指導員に関するこ

と。

○

� 職業訓練指導員免許及び

免許証の交付（第２８条第１

項、第３項）

○

� 職業訓練指導員免許の取

消し（第２９条）

○

� 職業訓練指導員試験の実

施（第３０条第１項）

○

� 職業訓練指導員試験の免

除（第３０条第５項）

○

５ 職業訓練法人に関するこ

と。

� 設立の認可（第３５条第１

項）

○

� 寄附行為の補完（第３５条

第４項）

○

� 仮理事の選任（第３７条の

７）

○

� 特別代理人の選任（第３７

条の８）

○

� 定款又は寄附行為の変更

の認可（第３９条第１項）

○

� 解散の認可（第４０条第２

項）

○

� 設立の認可の取消し（第

４１条）

○

� 残余財産を帰属させる者

の認可（第４２条第２項、第

３項）

○

６ 技能検定に関すること。 ５ 技能検定に関すること。

� 技能検定の実施（第４６条

第２項）

○ � 愛媛県職業能力開発協会

に行わせる事務の決定（第

４６条第４項）

○

� 職業能力開発協会に行わ

せる業務の決定（第４６条第

４項）

○ � 愛媛県職業能力開発協会

の指導監督

○

６ 技能振興に関すること。

� 技能五輪に関すること。 ○
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� 全国障害者技能競技大会

に関すること。

○

７ 職業能力開発協会に関する

こと。

� 仮理事の選任（第３７条の

７、第９０条第１項）

○

� 設立の認可（第６１条、第

９０条第１項）

○

� 定款の変更の認可（第６２

条第２項、第９０条第１項）

○

� 役員の選任の認可（第６４

条第２項、第９０条第１項）

○

� 解散の認可（第７０条第２

項、第９０条第１項）

○

� 清算人の選任（第７１条、

第９０条第１項）

○

� 財産処分の方法の認可

（第７２条第１項、第９０条第

１項）

○

� 立入検査等（第７４条第１

項、第９０条第１項）

○

	 運営の是正の勧告、業務

の全部又は一部の停止及び

設立認可の取消し（第７５

条、第９０条第１項）

○

８ 技能競技大会等に関するこ

と。

○

１３ 地域

雇用開

発促進

法の施

行に関

する事

務

１ 地域能力開発就職促進計画

及び地域高度技能活用雇用安

定計画に関すること。

� 策定及び厚生労働大臣へ

の協議（第６条第１項、第

８条第１項）

○

� 関係市町長の意見の聴取

（第６条第３項、第８項、

第８条第３項、第８項）

○

� 公表（第６条第６項、第

８項、第８条第６項、第８

項）

○

� 厚生労働大臣への変更の

協議（第６条第７項、第８

条第７項）

○

１３ 省略 １４ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長
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雇

用

対

策

室

雇

用

対

策

室

１ 雇用

対策法

の施行

に関す

る事務

１ 雇用対策基本計画の策定及

び変更に係る厚生労働大臣へ

の 意 見 の 具 申（第８条 第６

項、第８項）

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 地域

雇用開

発促進

法の施

行に関

する事

務

１ 地域雇用開発計画及び地域

雇用創造計画 に関す

ること。

４ 地域

雇用開

発促進

法の施

行に関

する事

務

１ 地域雇用機会増大計画及び

地域求職活動援助計画に関す

ること。

� 策定及び厚生労働大臣へ

の協議（第５条第１項、第

６条第１項）

○ � 策定及び厚生労働大臣へ

の協議（第５条第１項、第

７条第１項）

○

� 関係市町長等の意見の聴

取（第５条第４項、第９

項、第６条第４項、第９

項）

○ � 関係市町長 の意見の聴

取（第５条第３項、第８

項、第７条第３項、第８

項）

○

� 公表（第５条第７項、第

９項、第６条第７項、第９

項）

○ � 公表（第５条第６項、第

８項、第７条第６項、第８

項）

○

� 厚生労働大臣への変更の

協議（第５条第８項、第６

条第８項）

○ � 厚生労働大臣への変更の

協議（第５条第７項、第７

条第７項）

○

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

経

営

支

援

課

１～５

省略

経

営

支

援

課

１～５

省略

６ 小規

模企業

者等設

備導入

資金助

成法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ６ 小規

模企業

者等設

備導入

資金助

成法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 設備導入資金に係る業務に

関すること。

２ 設備導入資金に係る業務に

関すること。

� 事業計画の作成（第１２

条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 事業計画及び収支予算の

承認（小規模企業者等設備

導入資金助成法施行規則

（�において「省令」とい

う。）第１条）

○ � 事業計画及び収支予算の

承認（小規模企業者等設備

導入資金助成法施行規則

（�において「省令」とい

う。）第１条）

○

� 省略 � 省略

７～２２

省略

７～２２

省略
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２３ 中小

企業に

よる地

域産業

資源を

活用し

た事業

活動の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 地域産業資源の内容の指定

（第４条第１項）

○ ２３ 中小

企業に

よる地

域産業

資源を

活用し

た事業

活動の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 基本構想の作成及び変更

（第４条第１項、第５条第１

項）

○

２ 地域産業資源の内容の公表

等（第４条第２項）

○ ２ 基本構想の公表（第４条第

５項、第５条第３項）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

観

光

物

産

課

１ えひ

めお接

待の心

観光振

興条例

の施行

に関す

る事務

１ 観光振興基本計画の策定及

び変更（第１０条第１項、第３

項、第４項）

○

２ 観光振興基本計画に基づき

講じた施策の実施状況の公表

（第１０条第５項）

○

２ 観光

開発の

総合計

画に関

する事

務

１ 観光開発の総合計画 ○

３ 広域

文化交

流に関

する事

務

１ 愛媛広域文化交流基盤整備

の推進に関すること。

○

４ 観光

施設の

整備に

関する

事務

１ 市町の観光施設の整備指導 ○

２ 観光標識の設置 ○

５ 観光

宣伝事

業に関

する事

務

１ 観光資料等の作成 ○

２ 四国４県共同事業の実施 ○

３ 観光キャンペーン事業の実

施

○
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６ 観光

客誘致

事業の

実施に

関する

事務

１ 観光展及び観光懇談会の実

施

○

２ 広域観光推進事業の実施 ○

３ 観光ルートの設定 ○

７ 観光

団体の

指導に

関する

事務

１ 社団法人愛媛県観光協会

（平成４年７月２９日に社団法

人愛媛県観光協会という名称

で設立された法人をいう。）

の指導育成

○

２ 愛媛県旅行業協会の指導育

成

○

８ 旅行

業法の

施行に

関する

事務

１ 旅行業者（本邦外の企画旅

行（参加する旅行者の募集を

することにより実施するもの

に限る。）を実施しないもの

に限る。以下この項において

同じ。）及び旅行業者代理業

者（以下この項において「旅

行業者等」という。）に関す

ること。

� 旅行業者等の登録（第３

条、第５条第２項、第２４

条、旅行業法施行令（以下

この部において「政令」と

いう。）第５条第１項）

○

� 旅行業者の登録の有効期

間の更新の登録（第６条の

３第１項、第２項、第２４

条、政令第５条第１項）

○

� 旅行業者の業務の変更登

録（第６条の４第１項、第

２項、第２４条、政令第５条

第１項）

○

� 旅行業者等の登録事項の

変更の届出の受理（第６条

の４第３項、第２４条、政令

第５条第１項）

○

� 旅行業者の営業保証金に

係る届出の受理及び催告

（第７条第２項、第４項、

第８条第３項、第９条第２

項、第６項、第１８条第２

項、第１８条の２第３項、第

２２条の１５第４項、第２２条の

２２第２項、第２４条、政令第

５条第１項）

○
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� 旅行業者に対する登録の

取消し（第７条第５項、第

８条 第３項、第９条 第２

項、第２４条、政令第５条第

１項）

○

� 旅行業者の取引額の報告

の受理（第１０条、第２４条、

政令第５条第１項）

○

� 旅行業者の定める旅行業

約款の認可及び変更の認可

（第１２条 の２第１項、第２４

条、政令第５条第１項）

○

� 旅行業者等の事業の廃止

等の届出の受理（第１５条第

１項から第３項まで、第２４

条、政令第５条第１項）

○

� 旅行業者等に対する業務

改善命令（第１８条の３、第

２４条、政令第５条第１項）

○

� 旅行業者等に対する業務

停止命令及び登録の取消し

（第１９条、第２４条、政令第

５条第１項）

○

� 旅行業者等の登録の抹消

（第２０条第１項、第２項、

第２４条、政令第５条第１

項）

○

� 登録、有効期間の更新の

登録及び変更登録の拒否を

しようとする場合の意見の

聴取（第２３条、第２４条、政

令第５条第１項）

○

	 報告の徴収及び立入検査

（第２４条、第２６条第１項、

第２項、政 令 第５条 第１

項）

○

２ 旅行業協会に関すること。


 旧協会に対する保証社員

であつた旅行業者の登録の

抹消の通知（第２２条の２３第

１項、第２４条、政令第５条

第１項）

○

３ 旅行業者等が組織する団体

に関すること。


 設立の届出の受理（第２４

条、第２５条、政令第５条第

２項）

○

� 報告の徴収（第２４条、第

２６条第１項、政令第５条第

３項）

○
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９ 物産

の販路

拡大、

県産品

愛用運

動の推

進その

他物産

に関す

る事務

１ 物産の販路拡大 ○

２ 県産品愛用運動の推進 ○

３ 社団法人愛媛県物産協会

（平成３年７月２０日に社団法

人愛媛県物産協会という名称

で設立された法人をいう。）

の指導育成

○

４ 香川県・愛媛県共同アンテ

ナショップ運営協議会に関す

ること。

○

１０ 博覧

会、展

示会、

見本市

等に関

する事

務

１ 博覧会、展示会、見本市等

の企画

○

２ 博覧会、展示会、見本市等

の出品物の選定

○

１１ 伝統

的工芸

品産業

の振興

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 伝統的工芸品の指定及び指

定の変更の申出書の進達（第

２条第３項、第７項）

○

２ 振興計画の認定申請書の進

達（第４条）

○

３ 振興計画の変更認定申請書

の進達（第５条第２項）

○

４ 報告の徴収（第２２条） ○

１２ えひ

め伝統

工芸士

に関す

る事務

１ えひめ伝統工芸士の認定及

び認定の取消し（えひめ伝統

工芸士認定規程（昭和５６年１０

月愛媛県告示第１２５４号）第２

条第１項、第６条）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

国

際

交

流

課

１ 国際

交流に

関する

事務

１ 都道府県国際交流推進協議

会に関すること。

○

２ 海外友好親善事業に関する

こと。

○

３ 国際交流員に関すること。

� 受入方針に関すること。 ○

� その他国際交流員に関す

ること。

○

４ 在県留学生に関すること。 ○

２ 国際

協力に

関する

１ 海外技術研修員の受入れに

関すること。

� 受入方針に関すること。 ○
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事務 � その他海外技術研修員に

関すること。

○

２ 青年海外協力隊の募集・啓

発事業の実施

○

３ 国際

観光振

興事業

の実施

に関す

る事務

１ 国際観光振興事業の実施 ○

４ 外国

人観光

旅客の

旅行の

容易化

等の促

進によ

る国際

観光の

振興に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 外客来訪促進計画に関する

こと。

� 策定（第４条第１項） ○

� 変更（第４条第６項） ○

� 観光庁長官への同意申請

（第４条第２項、第６項）

○

� 関係市町との協議（第４

条第４項、第６項）

○

� 公表（第４条第５項、第

６項）

○

２ 事業者に対する助言、指導

等（第２６条第１項）

○

５ 通訳

案内士

法の施

行に関

する事

務

１ 登録の実施及び拒否（第２０

条から第２２条まで）

○

２ 変更の届出に係る登録証の

訂正（第２３条）

○

３ 登録証の再交付（第２４条） ○

４ 登録の抹消（第２５条、第２６

条）

○

５ 登録簿の閲覧（第２７条） ○

６ 懲戒処分（第３３条） ○

７ 報告の徴収（第３４条） ○

８ 登録証の返納の受理（通訳

案内士法施行規則第２０条第２

項）

○

６ 国際

観光ホ

テル整

備法の

施行に

関する

事務

１ 必要な措置の指示（第１２条

第２項、第１３条第２項、第１８

条第２項）

○

２ 報告の徴収及び立入検査

（第４４条第１項、第３項）

○

７ 海外

移住に

関する

事務

１ 海外移住に関すること。 ○
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８ 旅券

法の施

行に関

する事

務

１ 一般旅券の発給の申請の受

理（第３条第１項から第３項

まで、旅券法施行規則（以下

この部において「省令」とい

う。）第２条第３項、第４

項、第３条第１項、第２項）

○

２ 一般旅券に係る申請を外務

省で行う必要性の認定（第３

条第１項ただし書、第９条第

３項、第１０条第４項、第１２条

第３項）

○

３ 一般旅券の作成（第５条、

第７条、第２１条の２、旅券法

施行令（以下この部において

「政令」という。）第４条第

１項第１号）

○

４ 一般旅券の交付（第８条第

１項、第３項、第９条第３

項、第１０条第４項、第１２条第

３項、省令第７条第３項、第

５項）

○

５ 一般旅券への渡航先の追加

の 申 請 の 受 理（第３条 第３

項、第９条第１項、第３項、

省令第２条第３項、第４項、

第３条第１項、第２項）

○

６ 一般旅券への渡航先の追加

記載（第９条第１項、第２１条

の２、政令第４条第１項第２

号）

○

７ 一般旅券の記載事項の訂正

（第１０条第１項ただし書、第

２１条の２、政令第４条第１項

第３号、省令第３条第１項、

第２項、第５項）

○

８ 一般旅券の職権による作成

又は訂正（第１０条第３項、第

２１条の２、政令第４条第１項

第４号）

○

９ 一般旅券の査証欄の増補

（第１２条第１項、第２１条の

２、政 令 第４条 第１項 第５

号、省令第３条第１項、第２

項、第５項）

○

１０ 一般旅券の発給をしない場

合等の通知及び一般旅券の返

納命令に係る書面の交付（第

１４条、第１９条第４項、第２１条

の２、政令第４条第１項第６

号）

○
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１１ 一般旅券の紛失又は焼失に

係る届出の受理（第１７条第１

項から第３項まで、省令第２

条第３項、第７条第３項、第

５項、第１４条第３項、第１５条

第３項）

○

１２ 一般旅券の紛失又は焼失に

係る届出を外務省で行う必要

性の認定（第１７条第１項ただ

し書）

○

１３ 一般旅券の返納の受理（第

１９条第５項）

○

１４ 返納された一般旅券の還付

（第１９条第６項）

○

９ 東日

本大震

災の被

災者に

係る一

般旅券

の発給

の特例

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 震災特例旅券の作成（第２

条第１項、第２項、第４項、

旅券法第７条、東日本大震災

の被災者に係る一般旅券の発

給の特例に関する法律施行令

第２条第１項）

○

２ 震災特例旅券の交付（第３

条第１項、旅券法第８条第１

項、第３項、東日本大震災の

被災者に係る一般旅券の発給

の特例に関する法律施行規則

本則、旅券法施行規則第７条

第３項、第５項）

○

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

政

課

１～１０

省略

農

政

課

１～１０

省略

１１ 農山

漁村滞

在型余

暇活動

のため

の基盤

整備の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 基本方針の策定及び変更

（第４条第１項、第４項から

第６項まで）

○ １１ 農山

漁村滞

在型余

暇活動

のため

の基盤

整備の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 基本方針の策定及び変更

（第４条第１項、第５項から

第７項まで）

○

２ 市町計画の作成及び変更に

係る報告の受理（第５条第４

項、第５項）

○ ２ 農林水産大臣に対する協議

（第４条第４項、第７項）

○

３ 市町村計画の協議及び変更

の協議（第５条第４項、第６

項）

○

３ 農林漁業体験民宿業団体に

関する事務

４ 農林漁業体験民宿業団体に

関する事務

� 指定（第３２条） ○ � 指定（第２４条） ○

� 改善命令（第３４条

）

○ � 改善命令（第１９条、第２６

条）

○
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� 指定の取消し（第３５条

）

○ � 指定の取消し（第２０条第

１項、第２６条）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第３６条第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第２７条第１項）

○

１２ 山村

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 山村振興対策の実施に関す

ること。

１２ 山村

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 山村振興対策の実施に関す

ること。

� 山村振興基本方針の作成

及び変更（第７条の２第１

項、第４項、第６項）

○ � 山村振興基本方針の作成

及び変更（第７条の２第１

項、第５項 ）

○

� 山村振興基本方針の作成

及び変更に関する主務大臣

との協議（第７条の２第４

項、第５項）

○

� 省略 � 省略

１３～１９

省略

１３～１９

省略

２０ 特定

農山村

地域に

おける

農林業

等の活

性化の

ための

基盤整

備の促

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 基盤整備計画に係る農林業

等活性化基盤整備促進事業の

実施に関する事項の同意及び

変更の同意（第４条第８項）

○ ２０ 特定

農山村

地域に

おける

農林業

等の活

性化の

ための

基盤整

備の促

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 基盤整備計画に係る農林業

等活性化基盤整備促進事業の

実施に関する事項の同意及び

変更の同意（第４条第６項）

○

２～４ 省略 ２～４ 省略

２１・２２

省略

２１・２２

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

１～４

省略

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

１～４

省略

備考 この表の適用については、同表決裁区分の欄中「局長」

とあるのは「えひめブランド推進統括監」とする。
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１・２

省略

農

産

園

芸

課

１・２

省略

３ 肥料

取締法

の施行

に関す

る事務

１～９ 省略 ３ 肥料

取締法

の施行

に関す

る事務

１～９ 省略

１０ 肥料の指定（第３５条） ○

４～６

省略

４～６

省略

７ 果樹

農業振

興特別

措置法

の施行

に関す

る事務

１ 果樹農業振興計画の策定及

び変更（第２条の３第１項、

第５項、第６項、第２条の

４）

○ ７ 果樹

農業振

興特別

措置法

の施行

に関す

る事務

１ 果樹農業振興計画の策定

（第２条の３

）

○

２ 果樹園経営計画の認定（第

３条第１項）

○

８ 果実

等生産

出荷安

定対策

実施要

綱（平

成１３年

４月１１

日付け

農林水

産事務

次官通

知）の

施行に

関する

事務

１ 果実計画生産推進基本計画

の調整（第２）

○ ８ 果実

等生産

出荷安

定対策

実施要

綱（平

成１３年

４月１１

日付け

農林水

産事務

次官通

知）の

施行に

関する

事務

１ 計画生産出荷促進基本計画

の調整（第２）

○

２ 産地緊急需給調整事業実施

計画の調整（第２）

○ ２ 特別需給調整対策事業実施

計画の了承（第２）

○

３ 果汁特別調整保管等対策事

業実施計画の調整（第２）

○ ３ 経営安定対策基本計画の了

承（第２）

○

４ 果樹経営支援対策事業実施

計画に関する協議（第３）

○

５ 加工原料用果実価格安定対

策基本計画の調整（第４）

○ ４ 加工原料用果実価格安定対

策基本計画の了承（第３）

○

６ 加工原料用果実価格安定対

策事業における保証基準価格

及び最低基準価格の調整（第

４）

○ ５ 加工原料用果実価格安定対

策事業における保証基準価格

及び最低基準価格の了承（第

３）

○

６ 果実等消費拡大特別対策事

業実施計画の了承（第３）

○

７ 加工用園地特定型実施計画

の調整（第４）

○ ７ 果樹特別対策事業実施計画

の了承（第３）

○

８ 果汁競争力強化型実施計画

の調整（第４）

○

９ 自然災害被害果実加工利用

促進等対策事業実施計画の調

整（第６）

○

１０ 県果実生産出荷安定協議会

からの指定果実に係る果樹産

地構造改革計画に関する協議

（第１２）

○ ８ 県果実生産出荷安定協議会

からの指定果実に係る協議事

項の了承（第３

）

○
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１１ 県果実生産出荷安定協議会

からの指定果実に係る協議事

項（果樹産地構造改革計画に

関する事項を除く。）の調整

（第１２）

○

９～１２

省略

９～１２

省略

１３ 社団

法人愛

媛県園

芸振興

基金協

会（昭

和４７年

３月２７

日に社

団法人

愛媛県

加工原

料みか

ん価格

安定基

金協会

という

名称で

設立さ

れた法

人をい

う。）

に関す

る事務

１・２ 省略 １３ 社団

法人愛

媛県園

芸振興

基金協

会（昭

和４７年

３月２７

日に社

団法人

愛媛県

果実生

産出荷

安定基

金協会

という

名称で

設立さ

れた法

人をい

う。）

に関す

る事務

１・２ 省略

１４ 省略 １４ 省略

１５ 生産

振興総

合対策

事業実

施要綱

（平成

１４年４

月１日

付け農

林水産

事務次

官通知

）の施

行に関

する事

務

１ 生産振興総合対策事業実施

計画の作成及び承認（第６）

○

２ 生産振興総合対策事業実施

状況の報告（第１１）

○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

畜

産

課

１～１５

省略

畜

産

課

１～１５

省略

１６ 家畜

排せつ

物の管

理の適

正化及

び利用

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 １６ 家畜

排せつ

物の管

理の適

正化及

び利用

の促進

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 家畜排せつ物の利用の促進

を図るための計画の

策定及び変更（第８条第１

項、第４項）

○ ４ 家畜排せつ物の利用の促進

を図るための計画の協議並び

に策定及び変更（第８条第１

項、第３項）

○

５・６ 省略 ５・６ 省略

１７～２８

省略

１７～２８

省略

２９ 獣医

療法の

施行に

関する

事務

１・２ 省略 ２９ 獣医

療法の

施行に

関する

事務

１・２ 省略

３ 県計画の策定及び変更（第

１１条第１項、第４項）

○ ３ 県計画に関すること。

� 県計画の策定及び変更

（第１１条第１項、第４項）

○

� 農林水産大臣への協議

（第１１条第３項）

○

� 農林水産大臣への報告

（第１１条第４項）

○

４ 省略 ４ 省略

３０ 省略 ３０ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

林

業

政

策

課

１ 森林

法の施

行に関

する事

務

１ 森林計画等に関すること。 林

業

政

策

課

１ 森林

法の施

行に関

する事

務

１ 森林計画等に関すること。

� 省略 � 省略

� 地域森林計画の樹立及び

変更並びに公表等（第５条

第１項、第５項、第６条第

６項、第３９条の４第１項）

○ � 地域森林計画の樹立及び

変更並びに公表等（第５条

第１項、第４項、第６条第

６項、第３９条の４第１項）

○

�～� 省略 �～� 省略
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� 森林経営計画の認定及び

変更の認定（２以上の地方

局の所管区域にわたるもの

に関するものに限る。）

（第１１条第１項、第１２条第

１項、第２項、第１９条第１

項 第１号、第３項、第４

項）

○ � 森林施業計画の認定及び

変更の認定（２以上の地方

局の所管区域にわたるもの

に関するものに限る。）

（第１１条第１項、第１２条第

１項、第２項、第１９条第１

項 第１号、第３項、第４

項）

○

� 森林経営計画の変更の通

知（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関する

ものに限る。）（第１３条、

第１９条第１項第１号、第３

項）

○ � 森林施業計画の変更の通

知（２以上の地方局の所管

区域にわたるものに関する

ものに限る。）（第１３条、

第１９条第１項第１号、第３

項）

○

� 森林経営計画の認定の取

消し（２以上の地方局の所

管区域にわたるものに関す

るものに限る。）（第１６

条、第１９条第１項第１号、

第４項）

○ � 森林施業計画の認定の取

消し（２以上の地方局の所

管区域にわたるものに関す

るものに限る。）（第１６

条、第１９条第１項第１号、

第４項）

○

� 省略 � 省略

２～８ 省略 ２～８ 省略

２～１２

省略

２～１２

省略

１３ 林業

経営基

盤の強

化等の

促進の

ための

資金の

融通等

に関す

る暫定

措置法

の施行

に関す

る事務

１ 林業経営基盤の強化並びに

木材の生産及び流通の合理化

に関する事項についての基本

構想の策定及び変更（第２条

の２第１項、第３項）

○ １３ 林業

経営基

盤の強

化等の

促進の

ための

資金の

融通等

に関す

る暫定

措置法

の施行

に関す

る事務

１ 林業経営基盤の強化並びに

木材の生産及び流通の合理化

に関する事項についての基本

構想（以下この項において

「基本構想」という。）に関

すること。

� 基本構想の策定及び変更

（第２条の２第１項）

○

� 農林水産大臣に対する協

議（第２条の２第３項）

○

� 基本構想の公表（第２条

の２第４項）

○

２・３ 省略 ２・３ 省略

１４・１５

省略

１４・１５

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

森

林

整

１ 省略 森

林

整

１ 省略

２ 森林

環境保

１ 森林環境保全整備事業計画

に関すること。

２ 森林

環境保

１ 市町村森林整備事業計画の

承認及び変更の承認（第２）

○
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備

課

全整備

事業実

施要領

（平成

１４年３

月２９日

付け林

野庁長

官通知

）の施

行に関

する事

務

� 計画の作成等及び重要な

部分の変更（第２）

○ 備

課

全整備

事業実

施要領

（平成

１４年３

月２９日

付け林

野庁長

官通知

）の施

行に関

する事

務

� 関係団体等への意見聴取

及び市町との協議（第２）

○

� 軽微な変更に係る国への

報告（第２）

○

２ 森林環境保全整備事業実施

計画の作成及び変更（第２）

○

３ 省略 ３ 省略

４ 愛媛

県造林

事業実

施要綱

（

昭和６３

年２月

１日制

定）の

施行に

関する

事務

１ 造林事業予定調書

の受理（第２ ）

○ ４ 愛媛

県造林

補助事

業実施

要綱（

昭和６３

年２月

１日制

定）の

施行に

関する

事務

１ 造林事業希望調書及び予定

調書の受理（第２５、２６）

○

２ 造林事業年間補助計画の策

定（第３）

○ ２ 造林事業補助計画 の策

定（第２７）

○

３ 造林事業補助金の査定（第

１４）

○ ３ 造林事業補助金の査定（第

３０）

○

５・６

省略

５・６

省略

７ 愛媛

県山林

種苗需

給調整

要綱（

昭和４６

年１２月

３日制

定）の

施行に

関する

事務

１ 省略 ７ 愛媛

県山林

種苗需

給調整

要綱（

昭和４６

年１２月

３日制

定）の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 幼苗の価格の決定の協議及

び山行苗の価格の決定（第８

条、第１３条）

○

２ 省略 ３ 省略

８～１９

省略

８～１９

省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長
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都

市

整

備

課

１～３

省略

都

市

整

備

課

１～３

省略

４ 下水

道法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ４ 下水

道法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 事業計画に関すること。 ２ 事業計画に関すること。

� 協議（第４条第２項） ○ � 認可（第４条第１項） ○

� 変更の協議（第４条第６

項）

� 変更の認可（第４条第１

項）

ア・イ 省略 ア・イ 省略

３ 省略 ３ 省略

５ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ５ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 緑地保全計画の策定（第６

条第１項、第５項、第６項）

○ ２ 緑地保全計画の策定（第６

条第１項、第４項 ）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

５ 市民緑地契約を締結した旨

の公告（第５５条第９項）

○ ５ 市民緑地契約を締結した旨

の公告（第５５条第７項）

○

６ 省略 ６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１・２

省略

建

築

住

宅

課

１・２

省略

３ 高齢

者、障

害者等

の移動

等の円

滑化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～３ 省略 ３ 高齢

者、障

害者等

の移動

等の円

滑化の

促進に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～３ 省略

４ 移動等円滑化経路協定の同

意（第４３条第２項、第４４条第

２項、第５０条第３項）

○

４～１１

省略

４～１１

省略

１２ 公営

住宅法

の施行

に関す

る事務

１２ 公営

住宅法

の施行

に関す

る事務

１ 公営住宅の計画的な整備

（第６条）

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

１３～１９

省略

１３～１９

省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第６号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 産業振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

�の２ 環境保全型農業の支援に関すること。

�～� 省略

２ 商工観光室の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	～
 省略

３ 地域農業室の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

４・５ 省略

６ 森林林業課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、久万高

原森林林業課にあつては、その管内に係る事務を分掌する。

�～� 省略

� 地域森林計画及び森林経営計画の実行に関すること。

�～ 省略

７～１３ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

�～�の２ 省略

� 第５条第８項に規定する建築指導課の事務に関すること（南

予地方局八幡浜土木事務所に限る。）。

�・	 省略

用地管理課

�～� 省略

�の２ 第５条第８項に規定する建築指導課の事務に関すること

（東予地方局四国中央土木事務所に限る。）。

�の３ 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事す

（産業経済部各課室の所掌事務）

第４条 産業振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

�～� 省略

２ 商工観光室の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 県産品愛用運動の推進に関すること。

� 省略

� 省略

�の２ 省略

	～
 省略

３ 地域農業室の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 営農活動支援交付金に関すること。

４・５ 省略

６ 森林林業課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、久万高

原森林林業課にあつては、その管内に係る事務を分掌する。

�～� 省略

� 地域森林計画及び森林施業計画の実行に関すること。

�～ 省略

７～１３ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

�～�の２ 省略

� 第５条第８項に規定する建築指導課の事務に関すること（南

予地方局八幡浜土木事務所に限る。）。

�・	 省略

用地管理課

�～� 省略

�の２ 県営住宅の管理に関すること（東予地方局四国中央土木

事務所を除く。）。

�の３ 第５条第８項に規定する建築指導課の事務に関すること

（東予地方局四国中央土木事務所に限る。）。

�の４ 逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事す

改 正 後 改 正 前
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る職員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（東予

地方局四国中央土木事務所 及び南

予地方局愛南土木事務所に限る。）。

� 省略

建設企画課

�～� 省略

� 上島架橋建設事業に関すること（東予地方局今治土木事務所

に限る。）。

� 省略

� 省略

省略

道路課

� 道路事業に関すること 。

� 道路の直営舗装工事に関すること

。

�・� 省略

２ 事業管理課においては前項の表用地管理課の項第１号から第４

号まで、第７号から第９号まで、第９号の３及び第１０号に掲げる

事務を、用地課においては同項第５号及び第６号に掲げる事務を

分掌する。

３ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～１３ 省略

１４ 主幹は、上司の命を受け、担任する係又はグループの事務を掌

理し、当該係又はグループに属する職員を指揮監督する。

１５ 省略

１６ 地域政策班長は、上司の命を受け、支局管内の地域振興、広報

及び広聴その他情報並びに文化及びスポーツの振興に関する事務

を掌理し、当該事務を担当する係に属する職員を指揮監督する。

１７ 納税室長及び納税班長は、上司の命を受け、県の徴収金の滞納

処分並びに県税及び地方法人特別税の納税奨励に関する事務を掌

理し、当該事務を担当する係に属する職員を指揮監督する。

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

る職員（以下「逓送員」という。）の管理に関すること（東予

地方局四国中央土木事務所、南予地方局大洲土木事務所及び南

予地方局愛南土木事務所に限る。）。

� 省略

建設企画課

�～� 省略

� 省略

� 省略

省略

道路課

� 道路事業に関すること（越智郡上島町の区域を除く。）。

� 道路の直営舗装工事に関すること（越智郡上島町の区域を除

く。）。

�・� 省略

上島架橋建設課

� 上島架橋建設事業に関すること。

� その他道路事業及び道路の直営舗装工事に関すること（越智

郡上島町の区域に限る。）。

２ 事業管理課においては前項の表用地管理課の項第１号から第４

号まで及び第７号から第１０号まで に掲げる

事務を、用地課においては同項第５号及び第６号に掲げる事務を

分掌する。

３ 前項の規定にかかわらず、南予地方局大洲土木事務所事業管理

課においては、第１項の表用地管理課の項第１号から第４号ま

で、第７号から第９号まで、第９号の４及び第１０号に掲げる事務

を所掌する。

４ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～１３ 省略

１４ 室長補佐は、室長を補佐する。

１５ 技術課長補佐は、所管の技術に関して、課長を補佐する。

１６ 技術室長補佐は、所管の技術に関して、室長を補佐する。

１７ 主幹は、上司の命を受け、担任する係又はグループの事務を掌

理し、当該 グループに属する職員を指揮監督する。

１８ 省略

１９ 地域政策班長は、上司の命を受け、支局管内の地域振興、広報

及び広聴その他情報並びに文化及びスポーツの振興に関する事務

を掌理する 。

２０ 納税室長及び納税班長は、上司の命を受け、県の徴収金の滞納

処分並びに県税及び地方法人特別税の納税奨励に関する事務を掌

理する 。

２１ 省略

２２ 省略

２３ 主席普及指導員は、上司の命を受け、農業又は林業の普及指導

員の業務を掌理する。

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略
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２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 省略

�～� 省略

�の２ 愛媛県消費生活条例第３３条第１項の規定に基づく申出の

受理に関すること。

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 家庭用品品質表示法第１０条第１項の規定に基づく申出の

受理に関すること。

�の６ 家庭用品品質表示法第１０条第２項の規定に基づく調査に

関すること。

�の７ 省略

�～�の２ 省略

�の３ 液化石油ガス法第８２条第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者及び液化石油ガス

器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収に関すること（液化

石油ガス器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収にあつて

は、その業務を行う場所が一の町の区域内のみに存する者に係

るものに限る。）。

�の４ 省略

�の５ 液化石油ガス法第８３条第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス器具等の販売の事業を行う者の立入検査に関すること（業務

を行う場所が一の町の区域内のみに存する液化石油ガス器具等

の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

２９ 省略

３０ 身体障害者福祉司は主として身体障害者福祉法第１１条の２第３

項に規定する業務を、知的障害者福祉司は主として知的障害者福

祉法第１３条第３項に規定する業務を行う。

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 不当景品類及び不当表示防止法第９条第２項の規定に基づく

報告の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 不当景品類及び不当表示防止法第９条第３項の規定に基

づく身分証明書の交付に関すること。

�の３ 特定商取引に関する法律第６条の２、第１２条の２、第２１

条の２、第３４条の２、第３６条の２、第４３条の２、第４４条の２、

第５２条の２及び第５４条の２の規定に基づく資料の提出の要求に

関すること。

�の４ 省略

�の５ 特定商取引に関する法律第６６条第１項から第３項まで

（同条第６項において準用する場合を含む。）及び第４項の規

定に基づく報告の徴収、立入検査及び資料の提出の要求に関す

ること。

�～� 省略

�の２ 愛媛県消費生活条例第３１条第１項の規定に基づく報告の

徴収、立入調査及び商品等の提出の要求に関すること。

�の３ 愛媛県消費生活条例第３１条第２項の規定に基づく立入調

査を行う職員の身分証明書の交付に関すること。

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 消費生活用製品安全法第４０条第１項の規定に基づく報告

の徴収に関すること（地方局職員のみが立入検査を行つた場合

に係るものに限る。）。

�の７ 消費生活用製品安全法第４１条第１項の規定に基づく立入

検査に関すること。

�の８ 省略

�～�の２ 省略

�の３ 液化石油ガス法第８２条第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者及び液化石油ガス

器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収に関すること（液化

石油ガス器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収にあつて

は、その業務を行う場所が一の町の区域内のみに存する者に係

るものに限る。）。

�の４ 省略
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�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 液化石油ガス法第８３条の２第１項の規定に基づく液化石

油ガス器具等の提出命令に関すること（業務を行う場所が一の

町の区域内のみに存する液化石油ガス器具等の販売の事業を行

う者に係るものに限る。）。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ ガス事業法第４６条第１項の規定に基づく報告の徴収に関

すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品

の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１２ ガス事業法第４７条第１項の規定に基づく立入検査に関す

ること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品の

販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１３ ガス事業法第４７条の２第１項の規定に基づくガス用品の

提出命令に関すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存

するガス用品の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 大麻取締法第２１条第２項の規定に基づく身分を証明する証票

の交付に関すること。

�の２ あへん法第４４条第２項の規定に基づくあへん監視員の指

定に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

	・	の２ 省略

	の３ 障害者自立支援法第１１条第３項、第４８条第２項（同条第

３項 において準用する場合を含む。）、第５１条の３

第５項、第５１条の２７第３項、第５１条の３２第５項、第８１条第２項

及び第８５条第２項において準用する同法第９条第２項の規定に

基づく当該職員の証明書の交付に関すること。

	の４ 省略

	の５ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第３６条第１項（同法第

４１条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中

核市の市長が行う指定障害福祉サービス事業者の指定及び指定

の更新に対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

	の６ 障害者自立支援法第３６条第３項第９号（第３８条第３項及

び第５１条の１９第２項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ ガス事業法第４６条第１項の規定に基づく報告の徴収に関

すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品

の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１０ ガス事業法第４７条第１項の規定に基づく立入検査に関す

ること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品の

販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１１ ガス事業法第４７条の２第１項の規定に基づくガス用品の

提出命令に関すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存

するガス用品の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 大麻取締法第２１条第２項の規定に基づく立入検査票

の交付に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 社会福祉法第７３条の規定に基づく寄付金の募集の許可に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる者

に係るものを除く。）。

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

	・	の２ 省略

	の３ 障害者自立支援法第１１条第３項、第４８条第２項（同条第

３項及び第４項において準用する場合を含む。）、第５１条の３

第５項、第５１条の２７第３項、第５１条の３２第５項、第８１条第２項

及び第８５条第２項において準用する同法第９条第２項の規定に

基づく当該職員の証明書の交付に関すること。

	の４ 省略

	の５ 障害者自立支援法第３２条第１項の規定に基づく指定相談

支援事業者の指定に関すること（同法第５１条の規定に基づく公

示を除く。）。
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置者及び指定一般相談支援事業者に対する聴聞決定予定日の通

知に関すること。

�の７ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第３８条第１項（同法第

４１条４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中核

市の市長が行う指定障害者支援施設の指定及び指定の更新に対

する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 障害者自立支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

の指定の更新に関すること。

�の１１ 障害者自立支援法第４６条第１項及び第２項の規定に基づ

く指定障害福祉サービス事業者 の指定

に係る事項の変更又は事業の再開、廃止若しくは休止の届出の

受理に関する こ と（同 法 第５１条 の 規 定 に 基 づ く 公 示 を 除

く。）。

�の１２ 障害者自立支援法第４６条第３項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定に係る事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１３ 省略

�の１４ 障害者自立支援法第４７条の２第１項（第５１条の２６第１項

において準用する場合を含む。）の規定に基づく便宜の提供に

係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること（２以上の地

方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 障害者自立支援法第４９条第３項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者

が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の２０ 障害者自立支援法第４９条第４項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者

に対する措置命令に関すること（同条第５項の規

定に基づく公示を除く。）。

�の２１ 障害者自立支援法第４９条第６項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に係る勧告を行う

場合に該当する旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の２２ 障害者自立支援法第５０条第１項（同条第３項

において準用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉

サービス事業者及び指定障害者支援施設

に係る指定の取消し等に関すること（同法第５１条の規定に基づ

く公示を除く。）。

�の２３ 障害者自立支援法第５０条第２項（同条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者及び指定障害者支援施設に係る取消し等の事由に該当する

旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 障害者自立支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事

業者の指定の更新に関すること。

�の９ 障害者自立支援法第４６条第１項 の規定に基づ

く指定障害福祉サービス事業者及び指定相談支援事業者の指定

に係る事項の変更又は事業の廃止、休止若しくは再会の届出の

受理に関する こ と（同 法 第５１条 の 規 定 に 基 づ く 公 示 を 除

く。）。

�の１０ 障害者自立支援法第４６条第２項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定に係る事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 障害者自立支援法第４８条第４項において準用する同条第

１項の規定に基づく指定相談支援事業者に対する報告の徴収及

び立入検査に関すること。

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 障害者自立支援法第４９条第３項の規定に基づく指定相談

支援事業者に対する勧告に関すること。

�の１８ 障害者自立支援法第４９条第４項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者及び指定相

談支援事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の１９ 障害者自立支援法第４９条第５項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者及び指定相

談支援事業者に対する措置命令に関すること（同条第６項の規

定に基づく公示を除く。）。

�の２０ 障害者自立支援法第５０条第１項（同条第３項及び第４項

において準用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉

サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者

に係る指定の取消し等に関すること（同法第５１条の規定に基づ

く公示を除く。）。
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�の２４ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第５１条の規定に基づく

指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る中核市の市長から

の届出の受理に関すること（中予地方局に限る。）。

�の２５ 障害者自立支援法第５１条の２第２項第１号及び第５１条の

３１第２項第１号の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事

項の届出の受理に関すること。

�の２６ 障害者自立支援法第５１条の２第３項及び第５１条の３１第３

項の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更の届

出の受理に関すること。

�の２７ 障害者自立支援法第５１条の２第４項及び第５１条の３１第４

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者の区分

の変更の届出の受理に関すること。

�の２８ 障害者自立支援法第５１条の３第１項及び第５１条の３２第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る報告の徴収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の２９ 障害者自立支援法第５１条の４第１項及び第５１条の３３第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の３０ 障害者自立支援法第５１条の４第２項及び第５１条の３３第２

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の３１ 障害者自立支援法第５１条の４第３項及び第５１条の３３第３

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る措置命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業

者等及び指定相談支援事業者に係るもの及び同法第５１条の４第

４項及び第５１条の３３第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３２ 障害者自立支援法第５１条の１４第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定に関すること（同法第５１条の３０第１

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 障害者自立支援法第５１条の２１第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定の更新に関すること。

�の３４ 障害者自立支援法第５１条の２５第１項及び第２項の規定に

基づく指定一般相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の届出の受理に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３５ 障害者自立支援法第５１条の２７第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者等に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の３６ 障害者自立支援法第５１条の２８第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に対する勧告に関すること。

�の３７ 障害者自立支援法第５１条の２８第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の３８ 障害者自立支援法第５１条の２８第４項の規定に基づく指定
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一般相談支援事業者に対する措置命令に関すること（同条第５

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３９ 障害者自立支援法第５１条の２８第６項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る勧告を行う場合に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４０ 障害者自立支援法第５１条の２９第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る指定の取消し等に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の４１ 障害者自立支援法第５１条の２９第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る取消し等の事由に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４２ 障害者自立支援法第５１条の３２第３項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に係る市

町長からの要求の受理に関すること（２以上の社会福祉施設を

設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）であ

る指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４３ 障害者自立支援法第５１条の３２第４項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に

係る市町長への通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である

指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４４ 障害者自立支援法第５１条の３３第５項の規定に基づく指定

相談支援事業者の措置命令違反の内容に係る市町長への通知に

関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）である指定相談支援事業者

に係るものを除く。）。

�の４５ 省略

�の４６ 省略

�の４７ 省略

�の４８ 省略

�の４９ 省略

�の５０ 省略

�の５１ 省略

�の５２ 障害者自立支援法施行令第４３条の７第１項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設の休止又は廃止の届出の受理

に関すること。

�の５３ 障害者自立支援法施行令第４３条の７第２項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設に係る変更の報告の受理に関

すること。

�の５４ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１８年９月厚生労働省告示第５２３号）別表

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 省略

�の２８ 障害者自立支援法施行令第４３条の４第１項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設の休止又は廃止の届出の受理

に関すること。

�の２９ 障害者自立支援法施行令第４３条の４第２項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設に係る変更の報告の受理に関

すること。

�の３０ 障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費

用の額の算定に関する基準（平成１８年９月厚生労働省告示第５２２

号）別表第１の１注３及び４、第１の９注、第１の１１注、第１

の１２、第２の１注３、４、７及び８、第２の９注、第２の１３

注、第３の１注３、第３の１０注、第３の１１、第４の１注３及び

４、第４の５注１、第４の１０注１及び２、第４の１２注、第５の

１注３、第５の５注１、第５の１０注１及び２、第５の１２注並び

に第６の６注の規定に基づく指定旧法施設支援の加算に係る届

出の受理に関すること。

�の３１ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１８年９月厚生労働省告示第５２３号）別 表 第１の１注

１２、第２の１注９、第３の１注６、第４の１注３から７まで、

第４の３注１及び２、第５の２注１から３まで、第５の３注１
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の規定に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障

害福祉サービスに要する費用の額の算定に係る届出の受理及び

認定に関すること。

�の５５ 省略

�・� 省略

� 削除

�～� 省略

�から�まで 削除

	～
 省略


の２ 介護保険法第２４条第１項及び健康保険法等の一部を改正

する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされる同法第２６条の規定

による改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）

第２４条第１項の規定に基づく居宅サービス等を行つた者又は使

用する者に対する報告の命令等に関すること。


の３ 介護保険法第２４条第２項及び旧介護保険法第２４条第２項

及び２、第５の４注、第５の８注、第５の１０注、第６の１注１

及び５、第６の６注１及び２、第７の１注５から１０まで、第７

の６注１及び２、第７の８注、第９の１注２及び３、第９の１

の２注１及び２、第９の２注、第９の３注、第９の５注、第９

の８注、第１０の２注、第１０の３注１から６まで、第１０の４注、

第１０の１１注１、第１０の１２注１及び２、第１０の１３注、第１１の１注

２の２、第１１の１の２注１及び２、第１１の２注、第１１の４の２

注、第１１の６注、第１２の１の２注１及び２、第１２の１の３注、

第１２の２注、第１２の５注、第１２の５の３注、第１２の５の９注、

第１２の７注１及び２、第１２の８注、第１３の２注、第１３の３注、

第１３の７注、第１３の８注、第１３の９注１及び２、第１３の１２注、

第１４の１注２、第１４の２注、第１４の３注、第１４の７注、第１４の

８注１及び２、第１４の１２注、第１５の１注２、第１５の２注、第１５

の３注、第１５の４注１及び２、第１５の８注、第１５の９注１及び

２、第１５の１３注、第１５の１４注、第１６の１注２から４まで、第１６

の１の２注１及び２、第１６の１の３注、第１６の２注並びに第１６

の６注の規定に基づく介護給付費等の加算

に係る届出の受理及び

認定に関すること。

�の３２ 障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の

額の算定に要する基準（平成１８年９月厚生労働省告示第５２４

号）別表２注の規定に基づく指定相談支援の加算に係る届出の

受理に関すること。

�の３３ 省略

�・� 省略

� 身体障害者福祉法第１２条の３第１項の規定に基づく身体障害

者相談員の委託に関すること。

�～� 省略

� 知的障害者福祉法第１５条の２第１項の規定に基づく知的障害

者相談員の委託に関すること。

�から�まで 削除

	～
 省略


の２ 障害者自立支援法附則第４８条の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同法附則第４６条の

規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（以下「旧精神保健福祉法」という。）第５０条第３項及び第４

項の規定に基づく精神障害者社会復帰施設の変更、廃止及び休

止の届出の受理に関すること。


の３ 旧精神保健福祉法第５０条の２の４の規定に基づく精神障

害者社会復帰施設に対する報告の徴収及び立入検査に関するこ

と（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除く。）に係

るものを除く。）。


の４ 旧精神保健福祉法第５０条の２の５第１項の規定に基づく

精神障害者社会復帰施設の改善及びに事業の停止又は廃止の命

令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を

除く。）に係るものを除く。）。


の５ 介護保険法第２４条第１項及び健康保険法等の一部を改正

する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされる同法第２６条の規定

による改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）

第２４条第１項の規定に基づく居宅サービス等を行つた者又は使

用する者に対する報告の命令等に関すること。


の６ 介護保険法第２４条第２項
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の規定に基づく被保険者等に対する報告の命令等に関するこ

と。

�の４ 介護保険法第２４条第３項（第７６条第２項、第８３条第２

項、第９０条第２項、第１００条第２項 、第１１５条

の７第２項及び第１１５条の３３第５項において準用する場合を含

む。）及び旧介護保険法第２４条第３項（第１１２条第２項及び第

１１５条の３３第５項において準用する場合を含む。）の規定に基

づく当該職員の証明書の交付に関すること。

� 省略

�の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第４１条第１項本文の規定

に基づく中核市の市長が行う指定居宅サービス事業者の指定に

対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�・� 省略

� 省略

�の２ 介護保険法第６９条の３８第１項及び旧介護保険法第６９条の

３８第１項の規定に基づく介護支援専門員に対する報告の徴収に

関すること。

�の３ 省略

�の４ 介護保険法第７０条第７項の規定に基づく指定居宅サービ

ス事業者の指定に係る協議に関すること。

�の５ 省略

�の６ 介護保険法第７０条の３第１項の規定に基づく指定居宅サ

ービス事業者の指定の変更に関すること。

�～�の５ 省略

�の６ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第７８条の規定に基づく指

定居宅サービス事業者の指定等に係る中核市の市長からの届出

の受理に関すること（中予地方局に限る。）。

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�～	の６ 省略

	の７ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第９３条の規定に基づく介

護老人福祉施設に係る中核市の市長からの届出の受理に関する

こと（中予地方局に限る。）。

	の８ 省略

	の９ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第９４条第１項及び第２項

の規定に基づく中核市の市長が行う介護老人保健施設の開設及

び変更の許可に対する同意に関すること（中予地方局に限

る。）。

	の１０ 省略

	の１１ 省略

	の１２ 省略

	の１３ 省略

の規定に基づく被保険者等に対する報告の命令等に関するこ

と。

�の７ 介護保険法第２４条第３項（第７６条第２項、第８３条第２

項、第９０条 第２項、第１００条 第２項、第１１２条 第２項、第１１５条

の７第２項及び第１１５条の３３第５項において準用する場合を含

む。）及び旧介護保険法第２４条第３項（第１１２条第２項及び第

１１５条の３３第５項において準用する場合を含む。）の規定に基

づく当該職員の証明書の交付に関すること。

� 省略

�・� 省略

� 介護保険法第４８条第１項第３号の規定に基づく指定介護療養

型医療施設の指定に関すること（同法第１１５条の規定に基づく

公示を除く。）。

�の２ 省略

�の３ 介護保険法第６９条の３８第１項及び旧介護保険法第６９条の

３８第１項の規定に基づく介護支援専門員に対する報告の徴収に

関すること。

�の４ 省略

�の５ 省略

�～�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�～	の６ 省略

	の７ 省略

	の８ 省略

	の９ 省略

	の１０ 省略

	の１１ 省略
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�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第１０４条の２の規定に基

づく介護老人保健施設に係る中核市の市長からの届出の受理に

関すること（中予地方局に限る。）。

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�の２７ 旧介護保険法第１０７条第３項第６号の２の規定に基づく

指定介護療養型医療施設の開設者に対する聴聞決定予定日の通

知に関すること。

�の２８ 旧介護保険法第１０７条の２第１項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の指定の更新に関すること。

� 旧介護保険法第１０８条第１項の規定に基づく指定介護療養型

医療施設の指定の変更に関すること。

�の２ 旧介護保険法第１１１条の規定に基づく指定介護療養型医

療施設の変更の届出の受理に関すること。

�の３ 旧介護保険法第１１１条の２第１項の規定に基づく便宜の

提供に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の４ 旧介護保険法第１１２条第１項の規定に基づく指定介護療

養型医療施設等に対する報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の５ 旧介護保険法第１１３条の規定に基づく指定介護療養型医

療施設の指定の辞退の申出の受理に関すること（同法第１１５条

の規定に基づく公示を除く。）。

�の６ 旧介護保険法第１１３条の２第１項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者に対する勧告に関すること。

�の７ 旧介護保険法第１１３条の２第２項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者が勧告に従わない旨の公表に関する

こと。

�の８ 旧介護保険法第１１３条の２第３項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者に対する措置命令に関すること（同

条第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の９ 旧介護保険法第１１４条第１項の規定に基づく指定介護療

養型医療施設の指定の取消し等に関すること（同法第１１５条の

規定に基づく公示を除く。）。

�の１０ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関

する政令（平成２３年政令第３７６号）附則第４条の規定により読

み替えて適用される地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第

２項の規定により読み替えて適用される旧介護保険法第１１５条

の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の辞退等に係る

中核市の市長からの届出の受理に関すること（中予地方局に限

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 介護保険法 第１０７条第３項第６号の２の規定に基づく

指定介護療養型医療施設の開設者に対する聴聞決定予定日の通

知に関すること。

�の２５ 介護保険法第１０７条第５項の規定に基づく指定介護療養

型医療施設に係る関係市町からの意見の聴取に関すること。

�の２６ 介護保険法 第１０７条の２第１項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の指定の更新に関すること。

� 介護保険法 第１０８条第１項の規定に基づく指定介護療養型

医療施設の指定の変更に関すること。

�の２ 介護保険法 第１１１条の規定に基づく指定介護療養型医

療施設の変更の届出の受理に関すること。

�の３ 介護保険法 第１１１条の２第１項の規定に基づく便宜の

提供に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の４ 介護保険法 第１１２条第１項の規定に基づく指定介護療

養型医療施設等に対する報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の５ 介護保険法 第１１３条の規定に基づく指定介護療養型医

療施設の指定の辞退の申出の受理に関すること（同法第１１５条

の規定に基づく公示を除く。）。

�の６ 介護保険法 第１１３条の２第１項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者に対する勧告に関すること。

�の７ 介護保険法 第１１３条の２第２項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者が勧告に従わない旨の公表に関する

こと。

�の８ 介護保険法 第１１３条の２第３項の規定に基づく指定介

護療養型医療施設の開設者に対する措置命令に関すること（同

条第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の９ 介護保険法 第１１４条第１項の規定に基づく指定介護療

養型医療施設の指定の取消し等に関すること（同法第１１５条の

規定に基づく公示を除く。）。
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る。）。

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１１の２第２項の規定に

より読み替えて適用される介護保険法第１１５条の１０の規定に基

づく指定介護予防サービス事業者に係る中核市の市長からの届

出の受理に関すること（中予地方局に限る。）。

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 介護保険法第１１５条の３２第２項第１号及び旧介護保険法

第１１５条の３２第２項第１号の規定に基づく業務管理体制の整備

に関する事項の届出の受理に関すること。

�の２５ 介護保険法第１１５条の３２第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３２第３項の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事項の

変更の届出の受理に関すること。

�の２６ 介護保険法第１１５条の３２第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３２第４項の規定に基づく介護サービス事業者の区分の変更の

届出の受理に関すること。

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設

を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サ

ービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは

許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社

会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るものを

除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除く。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る市町長への通知及び厚生労働大

臣からの通知の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護

サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しく

は許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者

（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るも

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 介護保険法第１１５条の３２第２項第１号及び旧介護保険法

第１１５条の３２第２項第１号の規定に基づく業務管理体制の整備

に関する事項の届出の受理に関すること。

�の２３ 介護保険法第１１５条の３２第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３２第３項の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事項の

変更の届出の受理に関すること。

�の２４ 介護保険法第１１５条の３２第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３２第４項の規定に基づく介護サービス事業者の区分の変更の

届出の受理に関すること。

�の２５ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設

を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サ

ービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは

許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社

会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るものを

除く。）。

�の２６ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除く。）。

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る市町長への通知及び厚生労働大

臣からの通知の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護

サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しく

は許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者

（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るも
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のを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介

護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉

法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業者の指定

を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受けている施

設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人である介

護サービス事業者を除く。）に係るものを除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設

を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サ

ービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは

許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社

会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るものを

除く。）。

�の３２ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する社会

福祉法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業者の

指定を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受けてい

る施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人であ

る介護サービス事業者を除く。）に係るものを除き、同条第４

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者の措置命令違反

の 内容に係る市町長への通知及び厚生労働大臣からの通知

の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域に

わたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する

社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業

者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受け

ている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人

である介護サービス事業者を除く。）に係るものを除く。）。

� 介護保険法第１９７条第１項及び旧介護保険法第１９７条第１項の

規定に基づく市町に対する事業の実施状況に関する報告の徴収

に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 次に掲げる補助金に係る愛媛県補助金等交付規則第５条

から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において準

用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、第

１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２項

において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、第

１６条、第１７条第１項及び第２項、第１８条、第２１条、第２２条第２

項並びに第２４条の規定に基づく知事の権限に属する事務に関す

ること。

ア・イ 省略

�～� 省略

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１項の規定に基づ
かくたん

く登録喀痰吸引等事業者の登録に関すること。

のを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介

護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉

法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業者の指定

を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受けている施

設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人である介

護サービス事業者を除く。）に係るものを除く。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設

を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サ

ービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは

許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社

会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るものを

除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する社会

福祉法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業者の

指定を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受けてい

る施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人であ

る介護サービス事業者を除く。）に係るものを除き、同条第４

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者が措置命令に違

反した内容に係る市町長への通知及び厚生労働大臣からの通知

の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域に

わたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉施設を設置する

社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護サービス事業

者の指定を受けている事業所又は当該指定若しくは許可を受け

ている施設の数が２０以上の介護サービス事業者（社会福祉法人

である介護サービス事業者を除く。）に係るものを除く。）。

� 介護保険法第１９７条第１項及び旧介護保険法第１９７条第１項の

規定に基づく市町に対する事業の実施状況に関する報告の徴収

に関すること。

�～�の３ 省略

�の４ 次に掲げる補助金に係る愛媛県補助金等交付規則第５条

から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において準

用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、第

１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２項

において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、第

１６条、第１７条第１項及び第２項、第１８条、第２１条、第２２条第２

項並びに第２４条の規定に基づく知事の権限に属する事務に関す

ること。

ア・イ 省略

ウ 在宅寝たきり老人等介護手当支給事業費補助金

�～� 省略
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� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の６第１項及び第２項

（同法附則第２０条第２項において準用する場合を含む。）の規
かくたん

定に基づく登録喀痰吸引等事業者等の登録事項の変更及び業務

の廃止の届出の受理に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の７（同法附則第２０条第
かくたん

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく登録喀痰

吸引等事業者等の登録の取消し等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２０条

第２項において準用する同法第１９条及び第２０条第１項の規定に

基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２０条

第２項において準用する同法第２０条第２項の規定に基づく身分

を示す証明書の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第１項の規定に基づ

く認定特定行為業務従事者認定証の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第４項の規定に基づ

く特定行為の業務の停止等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の規定に基づ

く登録特定行為事業者の登録に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条第１項の規

定に基づく認定特定行為業務従事者認定証の再交付に関するこ

と。

	 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条第２項の規

定に基づく認定特定行為業務従事者認定証の返納の受理に関す

ること。


 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律（平成２３年法律第７２号）附則第１４条第１項の規定に基
かくたん

づく喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び

技能を有する旨の認定に関すること。

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

 森林法第１０条の５第９項（同法第１０条の６第４項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく市町村森林整備計画の樹

立及び変更に係る協議に関すること。

の２～の４ 省略

の５ 森林法第１０条の１１の４第１項（同法第１０条の１１の６第２

項において準用する場合を含む。）、第１０条の１１の５第１項及

び第１０条の１１の６第３項の規定に基づく分収育林契約等を締結

すべき旨の裁定に関すること。

の６ 森林法第１０条の１１の８の規定に基づく分収育林契約等の

解除の承認に関すること。

� 省略

� 森林法第１１条第１項、第１２条第１項及び第２項並びに第１９条

第１項第１号、第３項及び第４項の規定に基づく森林経営計画

の認定及び変更の認定に関すること（２以上の地方局の所管区

域にわたるものに関するものを除く。）。

� 森林法第１３条並びに第１９条第１項第１号及び第３項の規定に

基づく森林経営計画の変更の通知に関すること（２以上の地方

局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

� 森林法第１６条並びに第１９条第１項第１号及び第４項の規定に

基づく森林経営計画の認定の取消しに関すること（２以上の地

方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

 森林法第１０条の５第７項（同法第１０条の６第４項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく市町村森林整備計画の樹

立及び変更に係る協議に関すること。

の２～の４ 省略

の５ 森林法第１０条の１１の４第１項及び

第１０条の１１の５第１項及

び第１０条の１１の６第３項の規定に基づく分収育林契約 を締結

すべき旨の裁定に関すること。

の６ 森林法第１０条の１１の７の規定に基づく分収育林契約 の

解除の承認に関すること。

� 省略

� 森林法第１１条第１項、第１２条第１項及び第２項並びに第１９条

第１項第１号、第３項及び第４項の規定に基づく森林施業計画

の認定及び変更の認定に関すること（２以上の地方局の所管区

域にわたるものに関するものを除く。）。

� 森林法第１３条並びに第１９条第１項第１号及び第３項の規定に

基づく森林施業計画の変更の通知に関すること（２以上の地方

局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

� 森林法第１６条並びに第１９条第１項第１号及び第４項の規定に

基づく森林施業計画の認定の取消しに関すること（２以上の地

方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。
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�の２～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ク 省略

ケ 知事の承認を得た環境保全型農業直接支援事業補助金

コ 省略

サ 省略

シ 省略

ス 省略

セ 省略

�～�の７ 省略

�の８ 森林病害虫等防除法第７条の１０第４項の規定に基づく地

区実施計画の策定及び変更に係る報告の受理に関すること。

�の９～�の４ 省略

�の５ 土地改良法第４８条第９項及び第８４条

にお

いて準用する同法第８条第１項の規定に基づく土地改良事業計

画等の適否の決定に関すること。

�の６ 省略

�の７ 土地改良法第４８条第９項及び第８４条

にお

いて準用する同法第９条第１項の規定に基づく異議の申出の受

理に関すること。

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 土地改良法第４９条第１項（同法第８４条 に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく災害のための応

急工事計画の認可に関すること。

�の１４ 土地改良法第５７条の２第１項及び第３項（これらの規定

を同法第８４条及び第９６条の４第１項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく管理規程の認可又は協議並びに変更及び

廃止の認可又は協議に関すること。

�の１５ 省略

�の１６ 土地改良法第９６条の２第６項（同法第９６条の３第５項及

び第９６条の４第２項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく市町が定めた土地改良事業計画又は応急工事計画の報告

の受理に関すること。

�の２～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ク 省略

ケ 省略

コ 省略

サ 省略

シ 省略

ス 省略

�～�の７ 省略

�の８ 森林病害虫等防除法第７条の１０第３項の規定に基づく地

区実施計画の策定及び変更に係る同意 に関すること。

�の９～�の４ 省略

�の５ 土地改良法第４８条第９項（同法第９６条の３第５項におい

て準用する場合を含む。）、第８４条及び第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第１項の規定に基づく土地改良事業計

画等の適否の決定に関すること。

�の６ 省略

�の７ 土地改良法第４８条第９項（同法第９６条の３第５項におい

て準用する場合を含む。）、第８４条及び第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第９条第１項の規定に基づく異議の申出の受

理に関すること。

�の８ 土地改良法第４８条第９項（同法第９６条の３第５項におい

て準用する場合を含む。）、第８４条及び第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第１０条第１項の規定に基づく土地改良事業計

画の認可及び同意に関すること。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 土地改良法第４９条第１項（同法第８４条及び第９６条の４に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく災害のための応

急工事計画の認可に関すること。

�の１５ 土地改良法第５７条の２第１項及び第３項（これらの規定

を同法第８４条及び第９６条の４ において準用する場合を含

む。）の規定に基づく管理規程の認可 並びに変更及び

廃止の認可 に関すること。

�の１６ 省略

�の１７ 土地改良法第９６条の２第１項の規定に基づく市町が行う

土地改良事業の同意に関すること。

�の１８ 土地改良法第９６条の２第６項（同法第９６条の３第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく関係農業協同組
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�の１７ 省略

�の１８ 省略

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の２ 省略

�の３ 水防法第３２条第３項の規定に基づく届出の受理に関する

こと。

�～�の７ 省略

�の８ 省略

�～	 省略


 都市緑地法第７条第１項（同法第１３条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく標識の設置等に関すること。


の２～
の６ 省略


の７ 都市緑地法第５５条第１項、第２項、第５項及び第９項の

規定に基づく市民緑地契約の締結、同意等に関すること（市民

緑地契約を締結した旨の公告を除く。）。

�～� 省略

６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の４ 省略

 市町（市町を構成員とする一部事務組合を含む。）の起債協

議、起債届出の受理又は起債許可に関すること。

�～� 省略

� 不当景品類及び不当表示防止法第９条第２項の規定に基づく

報告の徴収及び立入検査に関すること。

� 特定商取引に関する法律第６条の２、第１２条の２、第２１条の

２、第３４条の２、第３６条の２、第４３条の２、第４４条の２、第５２

条の２及び第５４条の２の規定に基づく資料の提出の要求に関す

ること。

�の２ 特定商取引に関する法律第６６条第１項から第３項まで

（同条第６項において準用する場合を含む。）及び第４項の規

定に基づく報告の徴収、立入検査及び資料の提出の要求に関す

ること。

�の３ 愛媛県消費生活条例第３１条第１項の規定に基づく報告の

徴収、立入調査及び商品等の提出の要求に関すること。

�の４ 家庭用品品質表示法第１９条第２項の規定に基づく報告の

徴収及び立入検査に関すること。

�の５ 消費生活用製品安全法第４０条第１項の規定に基づく報告

の徴収に関すること。

�の６ 消費生活用製品安全法第４１条第１項の規定に基づく立入

検査に関すること。

�～� 省略

３・４ 省略

合の意見聴取に関すること。

�の１９ 土地改良法第９６条の３第１項の規定に基づく市町が行う

土地改良事業計画の変更及び土地改良事業の廃止の同意に関す

ること。

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の２ 省略

�の３ 水防法第３２条第２項の規定に基づく権限を行う

こと。

�～�の７ 省略

�の８ 地すべり等防止法第２４条第３項の規定に基づく関連事業

計画の作成の協議に対する同意に関すること。

�の９ 省略

�～	 省略


 都市緑地法第７条第１項（同法第１３条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく標識の設置 に関すること。


の２～
の６ 省略


の７ 都市緑地法第５５条第１項、第２項、第５項及び第７項の

規定に基づく市民緑地契約の締結、同意等に関すること（市民

緑地契約を締結した旨の公告を除く。）。

�～� 省略

６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の４ 省略

 市町（市町を構成員とする一部事務組合を含む。）の起債協

議、起債届出の受理又は起債許可に関すること。

�～� 省略

�及び� 削除

�～� 省略

３・４ 省略
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５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�～� 省略

６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の３９ 省略

�の４０ 水防法第３２条第３項の規定に基づく届出の受理に関する

こと。

�の４１～�の８８ 省略

�の８９ 省略

�の９０ 省略

�の９１ 省略

�の９２ 省略

�の９３ 省略

�の９４ 省略

�の９５ 省略

�の９６ 省略

�の９７ 省略

�の９８ 省略

�の９９ 省略

�の１００ 省略

�の１０１ 省略

�の１０２ 省略

�の１０３ 省略

�の１０４ 省略

�の１０５ 省略

�の１０６ 省略

�の１０７ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の９ 省略

�の１０ 農地法第３条第１項の規定に基づく農地等の権利移動の

許可に関すること。

�の１１ 農地法第３条の２第１項の規定に基づく必要な措置の勧

告に関すること。

�の１２ 農地法第３条の２第２項の規定に基づく農地等の権利移

動の許可の取消しに関すること。

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 省略

�の２５ 省略

�～� 省略

６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の３９ 省略

�の４０ 水防法第３２条第２項の規定に基づく権限を行う

こと。

�の４１～�の８８ 省略

�の８９ 地すべり等防止法第２４条第３項の規定に基づく関連事業

計画の作成の協議に対する同意に関すること。

�の９０ 省略

�の９１ 省略

�の９２ 省略

�の９３ 省略

�の９４ 省略

�の９５ 省略

�の９６ 省略

�の９７ 省略

�の９８ 省略

�の９９ 省略

�の１００ 省略

�の１０１ 省略

�の１０２ 省略

�の１０３ 省略

�の１０４ 省略

�の１０５ 省略

�の１０６ 省略

�の１０７ 省略

�の１０８ 省略
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�の１０８ 省略

�の１０９ 省略

�の１１０ 省略

�の１１１ 省略

�の１１２ 省略

�の１１３ 省略

�の１１４ 省略

�の１１５ 省略

�の１１６ 省略

�の１１７ 省略

�の１１８ 省略

�の１１９ 省略

�の１２０ 省略

�の１２１ 省略

�の１２２ 省略

�～� 省略

�の２ 都市緑地法第７条第１項（同法第１３条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく標識の設置等に関すること。

�の３～�の７ 省略

�の８ 都市緑地法第５５条第１項、第２項、第５項及び第９項の

規定に基づく市民緑地契約の締結、同意等に関すること（市民

緑地契約を締結した旨の公告を除く。）。

�の９～� 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の７５まで及び

第１４号から第３３号までに掲げるとおりとし、東予地方局今治土木

事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、

第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号

にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基

準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７まで、第

１３号の１６、第１３号の１７、第１３号の２４、第１３号の７６から第１３号の

１００まで及び第１５号から第３３号までに掲げるとおりとし、中予地

方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務所長、南予

地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務所長の専決

処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１号の３から

第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあつては、浄

化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に係るものを

除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７まで、第１３号の１６、第１３

号の１７、第１３号の２４及び第１５号から第３３号までに掲げるとおりと

する。

３・４ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第７号
各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�の１０９ 省略

�の１１０ 省略

�の１１１ 省略

�の１１２ 省略

�の１１３ 省略

�の１１４ 省略

�の１１５ 省略

�の１１６ 省略

�の１１７ 省略

�の１１８ 省略

�の１１９ 省略

�の１２０ 省略

�の１２１ 省略

�の１２２ 省略

�の１２３ 省略

�～� 省略

�の２ 都市緑地法第７条第１項（同法第１３条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく標識の設置 に関すること。

�の３～�の７ 省略

�の８ 都市緑地法第５５条第１項、第２項、第５項及び第７項の

規定に基づく市民緑地契約の締結、同意等に関すること（市民

緑地契約を締結した旨の公告を除く。）。

�の９～� 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の７５まで及び

第１４号から第３３号までに掲げるとおりとし、東予地方局今治土木

事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、

第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号

にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基

準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７まで、第

１３号の１６、第１３号の１７、第１３号の２４、第１３号の７６から第１３号の

１００まで及び第１５号から第３３号までに掲げるとおりとし、中予地

方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務所長 南予

地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務所長の専決

処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１号の３から

第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあつては、浄

化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に係るものを

除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１８まで、第１３号の１６、第１３

号の１７、第１３号の２４及び第１５号から第３３号までに掲げるとおりと

する。

３・４ 省略
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改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。）、総務県民室長 、東予地方局消防防災安全室長、

福祉室長、商工観光室長、地域農業室長、産地育成室長若しく

は企画検査室長（第５条及び別表第１の４の部１の項�ウにお

いて「室長」という。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長

補佐、中予地方局消防防災安全室長、南予地方局消防防災安全

室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室長、納税班

長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下「主幹等」と

いう。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管理事務所の課

長にあつては、各所長）に代わつて特に定められた範囲の事務

の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。）又は総務県民室長、東予地方局消防防災安全室長、

福祉室長、商工観光室長、地域農業室長、産地育成室長若しく

は企画検査室長（以下条及び別表第１の４の部１の項�ウにお

いて「室長」という。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長

補佐、中予地方局消防防災安全室長、南予地方局消防防災安全

室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室長、納税班

長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下「主幹等」と

いう。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管理事務所の課

長にあつては、各所長）に代わつて特に定められた範囲の事務

の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

局長の権限

に属する事

務

省略 局長の権限

に属する事

務

省略

部長 課長 主幹等

又は課長が

指定した職員

部長 課長 課長補佐、室長

補佐、技術課長

補佐又は課長が

指定した職員

省略 省略

課長 主幹等

又は課長が指定

した職員

課長 課長補佐、室長

補佐、技術課長

補佐、主幹（担

任事務に限る。）

又は課長が指定

した職員

室長 主幹等

又は室

長が指定した職

員

室長 室長補佐、技術

室長補佐又は室

長が指定した職

員

主幹等 主幹等が指定し

た職員

支局長の権

限に属する

事務

支局長 課長、室長 主幹等 支局長の権

限に属する

事務

支局長 課長、室長 課長補佐、室長

補佐

土木事務所

長の権限に

属する事務

土木事務所

長

用地管理課長 課長又 は 主 幹

（担任事務に限

る。）

土木事務所

長の権限に

属する事務

土木事務所

長

用地管理課長 課長又は課長

補佐

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項
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事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

１ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○ １ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 軽易な指令、達、通知、通達、

照会、報告、回答、申請、上申、

進達等に関すること。

６ 軽易な指令、達、通知、通達、

照会、報告、回答、申請、上申、

進達等に関すること。

○

� �以外のもの ○

� 定例的な通知、照会、報告、

回答、申請、上申、進達等

○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ウ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

エ 省略 ○ エ 省略 ○

オ 省略 ○ オ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 所属

職員の

人事配

置及び

事務の

分担に

関する

事務

１ 省略 ○ ５ 所属

職員の

人事配

置及び

事務の

分担に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 所属職員の事務の分担に関する

こと。

３ 所属職員の事務の分担に関する

こと。

○

� �以外のもの ○

� 主幹が担任する係又はグルー

プに属する職員の事務の分担の

変更

○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ９ 省略 １ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、承

認、届出、報告等に関すること。

１０ 要綱

その他

の規程

で公表

を要し

ないも

のの施

行に関

する事

務

１ 指定、認定、許可、認可、承

認、届出、報告等に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 軽易なもの  軽易なもの ○

ア イ以外のもの ○

イ 定例的なもの ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○
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備考 １・２ 省略

３ 総務県民室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、７の項及び８の項

� 省略

� ５の部３の項�

� ８の部１の項�及び

５の項

４ 消防防災安全室（東予地方局に限る。）、福祉室、

商工観光室、支局商工観光室、地域農業室、産地育成

室、企画検査室、支局地域農業室又は支局産地育成室

に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用に

ついては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、

「室長」とする。

� １の部６の項�、７の項及び８の項

� 省略

� ５の部３の項�

� １０の部１の項�ア

５ 商工観光室（中予

地方局を除く。）又は支局商工観光室に属する事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」とし、支

局地域農業室及び支局産地育成室に属する事務に係る

次に掲げるこの表の規定の適用については、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは「支局地域農業室長」

とする。

� ８の部１の項�

� ８の部２の項�

� ８の部５の項

６ 課長補佐、地域政策班長又は納税班長の担任事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞれ「課長補

佐」又は「班長」とし、主幹を置かない課又は室に属

する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞ

れ「課長」又は「室長」とする。

� １の部６の項�

� ５の部３の項�

� ６の部１の項

� １０の部１の項�イ

� １１の部３の項

７ 中予地方局商工観光室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「主幹」とあるのは「産業振興課主幹」とし、支局

地域農業室及び支局産地育成室に属する事務に係る次

に掲げるこの表の規定の適用については、同表決裁区

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

� １の部６の項から８の項まで

� 省略

� ５の部３の項

� ６の部１の項

� ８の部１の項�、３の項�及び�、４の項�及び

�並びに５の項

� １１の部３の項

４ 消防防災安全室（東予地方局に限る。）、福祉室、

商工観光室、支局商工観光室、地域農業室、産地育成

室、企画検査室、支局地域農業室又は支局産地育成室

に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用に

ついては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、

「室長」とする。

� １の部６の項から８の項まで

� 省略

� ５の部３の項

� ６の部１の項

� １０の部１の項�

� １１の部３の項

５ この表８の部の適用については、商工観光室（中予

地方局を除く。）又は支局商工観光室に属する事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」とし、支

局地域農業室及び支局産地育成室に属する事務に係る

次に掲げるこの表の規定の適用については、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは「支局地域農業室長」

とする。

� １の項�

� ２の項�

� ３の項�、�、	、�及び�

� ４の項�、�、	、�及び�

� ５の項
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分の欄中「主幹」とあるのは「支局地域農業室主幹」

とし、主幹を置かない課又は室（中予地方局商工観光

室、支局地域農業室及び支局産地育成室を除く。）に

属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれ

ぞれ「課長」又は「室長」とする。

� ８の部３の項�、�、�、�及び�

� ８の部４の項�、�、�、�及び�

８ 省略

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

６ 省略

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

総

務

県

民

課

１～１８

省略

総

務

県

民

課

１～１８

省略

１９ 不当

景品類

及び不

当表示

防止法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １９ 不当

景品類

及び不

当表示

防止法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 身分証明書の交付（第９条第３

項）

○

２０ 省略 ２０ 省略

２１ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～６ 省略 ２１ 愛媛

県消費

生活条

例の施

行に関

する事

務

１～６ 省略

７ 申出の受理（第３３条第１項） ○ ７ 身分証明書の交付（第３１条第２

項）

○

８・９ 省略 ８・９ 省略

２２ 家庭

用品品

質表示

法の施

行に関

する事

務

１ 申出の受理（第１０条第１項） ○

２ 申出に係る調査（第１０条第２

項）

○

３ 報告の徴収及び立入検査（第１９

条第２項）

○

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

２７ 省略 ２６ 省略

２８ 省略 ２７ 省略

２９ 省略 ２８ 省略
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３０ 省略 ２９ 省略

３１ 省略 ３０ 省略

３２ 省略 ３１ 省略

３３ 省略 ３２ 省略

３４ 省略 ３３ 省略

３５ 省略 ３４ 省略

３６ 省略 ３５ 省略

３７ 省略 ３６ 省略

３８ 省略 ３７ 省略

３９ 省略 ３８ 省略

４０ 省略 ３９ 省略

４１ 省略 ４０ 省略

４２ 省略 ４１ 省略

４３ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～１６ 省略 ４２ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１～１６ 省略

１７ 立入検査等（第８３条第１項、第

３項、第４項）

○ １７ 立入検査等（第８３条第３項

、第４項）

○

１８ 液化石油ガス器具等の提出命令

（第８３条の２第１項）

○

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

４４ 省略 ４３ 省略

４５ 省略 ４４ 省略

備考 １ 東予地方局においては、この表３５の部から４５の部ま

でに掲げる事務については、同表組織名の欄中「総務

県民課」とあるのは「消防防災安全室」とし、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同

表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の 項、７の 部１の 項�及 び３の 項、１０の 部２の

項、４の項から６の項まで及び８の項から１０の項ま

で、１３の 部１の 項、３１の 部１の 項�、３２の 部１の 項

�、３４の部１の項、３６の部、３７の部２の項並びに３９の

部２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「総務県民課」とあるのは「総務県民室」とし、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、

同表の規定を適用する。

３ 省略

備考 １ 東予地方局においては、この表３４の部から４４の部ま

でに掲げる事務については、同表組織名の欄中「総務

県民課」とあるのは「消防防災安全室」とし、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同

表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の 項、７の 部１の 項�及 び３の 項、１０の 部２の

項、４の項から６の項まで及び８の項から１０の項ま

で、１３の 部１の 項、３０の 部１の 項�、３１の 部１の 項

�、３３の部１の項、３５の部、３６の部２の項並びに３８の

部２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「総務県民課」とあるのは「総務県民室」とし、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、

同表の規定を適用する。

３ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長
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地

域

政

策

課

１～３

省略

地

域

政

策

課

１～３

省略

４ 地方

交付税

及び地

方債（

市町分

）並び

に市町

税に関

する事

務

１・２ 省略 ４ 地方

交付税

及び地

方債（

市町分

）並び

に市町

税に関

する事

務

１・２ 省略

３ 市町（市町を構成員とする一部

事務組合を含む。）の起債協議、

起債届出の受理又は起債許可に関

すること（地方財政法第５条の３

第１項、第６項、第８項、第５条

の４第１項、第３項、第４項、附

則第３３条の５の７第２項、第３３条

の８第１項）。

○ ３ 市町（市町を構成員とする一部

事務組合を含む。）の起債協議、

起債届出の受理又は起債許可に関

すること（地方財政法第５条の３

第１項、第３項 、第５条

の４第１項 第３項、第４項、附

則第３３条の５の７第２項、第３３条

の８第１項）。

○

４ 省略 ４ 省略

５～９

省略

５～９

省略

１０ 生活

交通の

維持及

び確保

に関す

る事務

１ 愛媛県地域交通活性化地区協議

会 に関すること。

○ １０ 生活

交通の

維持及

び確保

に関す

る事務

１ 愛媛県生活交通確保対策地区協

議会に関すること。

○

備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

企

画

課

１～１２

省略

企

画

課

１～１２

省略

１３ 大麻

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 身分を証明する証票の交付（第

２１条第２項

）

○ １３ 大麻

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 立入検査票 の交付（第

２１条、大麻取締法施行規則第５

条）

○

１４ あへ

ん法の

施行に

関する

事務

１ あへん監視員の指定（第４４条第

２項）

○

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

備考 省略 備考 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 地

域

福

祉

課

１ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 社会福祉事業に関すること。 ２ 社会福祉事業に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 寄付金の募集の許可（第７３

条）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ３ 障害

者自立

支援法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 当該職員の証明書の交付（第９

条第２項、第１１条第３項、第４８条

第２項、第３項、第５１条の３第５

項、第５１条の２７第３項、第５１条の

３２第５項、第８１条第２項、第８５条

第２項）

○ ２ 当該職員の証明書の交付（第９

条第２項、第１１条第３項、第４８条

第２項、第３項、第４項

、第８１条第２項、第８５条

第２項）

○

３ 指定障害福祉サービス事業者に

関すること。

３ 指定障害福祉サービス事業者に

関すること。

� 省略 � 省略

� 中核市の市長が行う指定又は

指定の更新に対する同意（第３６

条第１項、第４１条第４項、地方

自治法施行令第１７４条の４９の１２

の２第２項）

○

� 聴聞決定予定日の通知（第３６

条第３項第９号）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 指定に係る事項の変更又は事

業の廃止、休止若しくは再開の

届出の受理（第４６条第１項、第

２項）

○ � 指定に係る事項の変更又は事

業の廃止、休止若しくは再開の

届出の受理（第４６条第１項、第

２項）

○

	 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第４７条の

２第１項）

○


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 勧告に従わない旨の公表（第

４９条第３項）

○ 	 勧告に従わない旨の公表（第

４９条第４項）

○

� 措置命令（第４９条第４項） ○ 
 措置命令（第４９条第５項） ○

� 省略 � 省略

４ 指定障害者支援施設に関するこ

と。

４ 指定障害者支援施設に関するこ

と。

� 省略 � 省略
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� 中核市の市長が行う指定又は

指定の更新に対する同意（第３８

条第１項、第４１条第４項、地方

自治法施行令第１７４条の４９の１２

第２項）

○

� 聴聞決定予定日の通知（第３６

条第３項第９号）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 指定に係る事項の変更の届出

の受理（第４６条第３項）

○ � 指定に係る事項の変更の届出

の受理（第４６条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第４７条の

２第１項）

○

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 勧告に従わない旨の公表（第

４９条第３項）

○ � 勧告に従わない旨の公表（第

４９条第４項）

○

� 措置命令（第４９条第４項） ○ � 措置命令（第４９条第５項） ○

� 省略 	 省略

５ 指定一般相談支援事業者に関す

ること。

５ 指定相談支援事業者 に関す

ること。

 指定（第５４条の１４第１項） ○  指定（第３２条第１項 ） ○

� 聴聞決定予定日の通知（第３６

条第３項第９号、第５１条の１９第

２項）

○

� 指定の更新（第５１条の２１第１

項）

○ � 指定の更新（第４１条第１項

）

○

� 指定に係る事項の変更並びに

事業の再開、廃止及び休止の届

出の受理（第５１条の２５第１項、

第２項）

○ � 指定に係る事項の変更並びに

事業の廃止、休止及び再開の届

出の受理（第４６条第１項

）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第４７条の

２第１項、第５１条の２６第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

５１条の２７第１項 ）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

４８条第１項、第４項）

○

� 勧告（第５１条の２８第１項） ○ � 勧告（第４９条第３項 ） ○

� 勧告に従わない旨の公表（第

５１条の２８第３項）

○ � 勧告に従わない旨の公表（第

４９条第４項 ）

○

� 措置命令（第５１条の２８第４

項）

○ � 措置命令（第４９条第５項

）

○

	 指定の取消し等（第５１条の２９

第１項 ）

○ � 指定の取消し等（第５０条第１

項、第４項）

○

６ 業務管理体制の整備に関するこ

と。
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� 届出の受理（第５１条の２第２

項第１号、第３項、第４項、第

５１条の３１第２項第１号、第３

項、第４項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

５１条の３第１項、第５１条の３２第

１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査に係

る市町長からの要求の受理（第

５１条の３２第４項）

○

� 勧告（第５１条の４第１項、第

５１条の３３第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表（第

５１条の４第２項、第５１条の３３第

２項）

○

� 措置命令（第５１条の４第３

項、第５１条の３３第３項）

○

７ 障害福祉サービス事業、一般相

談支援事業、特定相談支援事業、

移動支援事業、地域活動支援セン

ター及び福祉ホームに関するこ

と。

６ 障害福祉サービス事業、相談支

援事業 、

移動支援事業、地域活動支援セン

ター及び福祉ホームに関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

８ 市町が設置する障害者支援施設

に関すること。

７ 市町が設置する障害者支援施設

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 休止又は廃止の届出の受理

（障害者自立支援法施行令第４３

条の７第１項）

○ � 休止又は廃止の届出の受理

（障害者自立支援法施行令第４３

条の４第１項）

○

� 変更の報告の受理（障害者自

立支援法施行令第４３条の７第２

項）

○ � 変更の報告の受理（障害者自

立支援法施行令第４３条の４第２

項）

○

８ 指定旧法施設支援の加算に係る

届出の受理（障害者自立支援法に

基づく指定旧法施設支援に要する

費用の額の算定に関する基準（平

成１８年９月厚生労働省告示第５２２

号）別表第１の１注３、４、第１

の９注、第１の１１注、第１の１２、

第２の１注３、４、７、８、第２

の９注、第２の１３注、第３の１注

３、第３の１０注、第３の１１、第４

の１注３、４、第４の５注１、第

４の１０注１、２、第４の１２注、第

５の１注３、第５の５注１、第５

の１０注１、２、第５の１２注、第６

の６注）

○
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９ 指定障害福祉サービス等及び基

準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に係る届出の受理

及び認定（障害者自立支援法に基

づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準

（平成１８年９月厚生労働省告示第

５２３号）別表第１の１注１２、第２

の１注９、第３の１注６、第４の

１注３か ら７ま で、第４の３注

１、２、第５の２注１か ら３ま

で、第５の３注１、２、第５の４

注、第５の８注、第５の１０注、第

６の１注１、５、第６の６注１、

２、第７の１注５から１０まで、第

７の６注１、２、第７の８注、第

９の１注２、３、第９の１の２注

１、２、第９の２注、第９の３

注、第９の５注、第９の８注、第

１０の２注、第１０の３注１から６ま

で、第１０の４注、第１０の１１注１、

第１０の１２注１、２、第１０の１３注、

第１１の１注２の２、第１１の１の２

注１、２、第１１の２注、第１１の４

の２注、第１１の６注、第１２の１の

２注１、２、第１２の１の３注、第

１２の２注、第１２の５注、第１２の５

の３注、第１２の５の９注、第１２の

７注１、２、第１２の８注、第１３の

２注、第１３の３注、第１３の７注、

第１３の８注、第１３の９注１、２、

第１３の１２注、第１４の１注２、第１４

の２注、第１４の３注、第１４の７

注、第１４の８注１、２、第１４の１２

注、第１５の１注２、第１５の２注、

第１５の３注、第１５の４注１、２、

第１５の８注、第１５の９注１、２、

第１５の１３注、第１５の１４注、第１６の

１注２から４まで、第１６の１の２

注１、２、第１６の１の３注、第１６

の２注、第１６の６注）

○ ９ 指介護給付費等の加算

に係る届出の受理

及び認定（障害者自立支援法に基

づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準

（平成１８年９月厚生労働省告示第

５２３号）別表第１の１注１２、第２

の１注９、第３の１注６、第４の

１注３か ら７ま で、第４の３注

１、２、第５の２注１から３ま

で、第５の３注１、２、第５の４

注、第５の８注、第５の１０注、第

６の１注１、５、第６の６注１、

２、第７の１注５から１０まで、第

７の６注１、２、第７の８注、第

９の１注２、３、第９の１の２注

１、２、第９の２注、第９の３

注、第９の５注、第９の８注、第

１０の２注、第１０の３注１から６ま

で、第１０の４注、第１０の１１注１、

第１０の１２注１、２、第１０の１３注、

第１１の１注２の２、第１１の１の２

注１、２、第１１の２注、第１１の４

の２注、第１１の６注、第１２の１の

２注１、２、第１２の１の３注、第

１２の２注、第１２の５注、第１２の５

の３注、第１２の５の９注、第１２の

７注１、２、第１２の８注、第１３の

２注、第１３の３注、第１３の７注、

第１３の８注、第１３の９注１、２、

第１３の１２注、第１４の１注２、第１４

の２注、第１４の３注、第１４の７

注、第１４の８注１、２、第１４の１２

注、第１５の１注２、第１５の２注、

第１５の３注、第１５の４注１、２、

第１５の８注、第１５の９注１、２、

第１５の１３注、第１５の１４注、第１６の

１注２から４まで、第１６の１の２

注１、２、第１６の１の３注、第１６

の２注、第１６の６注）

○

１０ 指定相談支援の加算に係る届出

の受理（障害者自立支援法に基づ

く指定相談支援に要する費用の額

の算定に関する基準（平成１８年９

月厚生労働省告示第５２４号）別表

２注）

○

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略
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４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 身体障害者相談員の委託（第１２

条の３第１項）

○

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

５ 省略 ５ 省略

６ 知的

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ６ 知的

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 知的障害者相談員の委託（第１５

条の２第１項）

○

７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定障害児通所支援事業者に関

すること。

� 指 定（第２１条 の５の３第１

項）

○

� 聴聞決定予定日の通知（第２１

条の５の１５第２項第１０号）

○

� 指定の更新（第２１条の５の１６

第１項）

○

� 指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の

届出の受理（第２１条の５の１９）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第２１条の

５の２０第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

２１条の５の２１第１項、第４項）

○

� 当該職員の証明書の交付（第

２１条の５の２１第２項、第４項）

○

� 勧 告（第２１条 の５の２２第１

項）

○

	 勧告に従わない旨の公表（第

２１条の５の２２第２項）

○


 措置命令（第２１条の５の２２第

３項）

○

� 指定の取消し等（第２１条の５

の２３第１項）

○

３ 指定障害児入所施設等に関する

こと。

２ 指定知的障害児施設等に関する

こと。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第２１

条の５の１５第２項第１０号、第２４

条の９第２項）

○

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第２１条の

５の２０第１項、第２４条の１４の

２）

○

� 省略 � 省略

� 当該職員の証明書の交付（第

２１条の５の２１第２項、第２４条の

１５第２項）

○ � 当該職員の証明書の交付（第

２１条の５の２１第２項、第２４条の

１５第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

４ 業務管理体制の整備に関するこ

と。

� 届出の受理（第２１条の５の２５

第２項 第１号、第３項、第４

項、第２４条の１９の２、第２４条の

３８第２項第１号、第３項、第４

項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

２１条の５の２６第１項、第２４条の

１９の２、第２４条の３９第１項）

○

� 当該職員の証明書の交付（第

２１条の５の２１第２項、第２１条の

５の２６第５項、第２４条の１９の

２、第２４条の３９第５項）

○

� 報告の徴収及び立入検査に係

る市町長からの要求の受理（第

２４条の３９第３項）

○

� 勧 告（第２１条 の５の２７第１

項、第２４条の１９の２、第２４条の

４０第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表（第

２１条の５の２７第２項、第２４条の

１９の２、第２４条の４０第２項）

○

� 措置命令（第２１条の５の２７第

３項、第２４条の１９の２、第２４条

の４０第３項）

○

５ 障害児通所支援事業等に関する

こと。

� 事業の開始、変更、廃止又は

休止の届出の受理（第３４条の３

第２項から第４項まで）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の５第１項）

○
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� 当該職員の証明書の交付（第

１８条の１６第２項、第３４条の５第

２項）

○

� 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の６）

○

６ 児童自立生活援助事業に関する

こと。

３ 児童自立生活援助事業に関する

こと。

� 事業の開始、変更又は廃止若

しくは休止の届出の受理（第３４

条の４）

○ � 事業の開始、変更又は廃止若

しくは休止の届出の受理（第３４

条の３）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の５第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の４第１項）

○

� 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の６）

○ � 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の５）

○

７ 一時預かり事業に関すること。 ４ 一時預かり事業に関すること。

� 事業の開始、変更、廃止又は

休止の届出の受理（第３４条の

１２）

○ � 事業の開始、変更、廃止又は

休止の届出の受理（第３４条の

１１）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の１４第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の１３第１項）

○

� 当該職員の証明書の交付（第

１８条の１６第２項、第３４条の１４第

２項）

○ � 当該職員の証明書の交付（第

１８条の１６第２項、第３４条の１３第

２項）

○

� 措置命令（第３４条の１４第３

項）

○ � 措置命令（第３４条の１３第３

項）

○

� 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の１４第４項）

○ � 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の１３第４項）

○

８ 家庭的保育事業に関すること。 ５ 家庭的保育事業に関すること。

� 事業の開始、変更、廃止又は

休止の届出の受理（第３４条の

１５）

○ � 事業の開始、変更、廃止又は

休止の届出の受理（第３４条の

１４）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の１７第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

３４条の１６第１項）

○

� 当該職員の証明書の交付（第

１８条の１６第２項、第３４条の１７第

２項）

○ � 当該職員の証明書の交付（第

１８条の１６第２項、第３４条の１６第

２項）

○

� 措置命令（第３４条の１７第３

項）

○ � 措置命令（第３４条の１６第３

項）

○

� 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の１７第４項）

○ � 事業の制限及び停止の命令

（第３４条の１６第４項）

○

９ 児童福祉施設等に関すること。 ６ 児童福祉施設等に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 最低基準向上の勧告（児童福

祉施設の設備及び運営に関する

基準（以下この部において「基

準 」という。）第３条第１

項）

○ � 最低基準向上の勧告（児童福

祉施設最低基準

（以下この部において「最

低基準」という。）第３条第１

項））

○
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� 児童の遊びを指導する者の認

定（基準第３８条第２項第６号

）

○ � 児童の遊びを指導する者の認

定（最低基準第３８条第２項第５

号）

○

１０ 省略 ７ 省略

１１ 指定通所支援等に要する費用の

額の算定に係る届出の受理（児童

福祉法に基づく指定通所支援及び

基準該当通所支援に要する費用の

額の算定に関する基準（平成２４年

３月厚生労働省告示第１２２号）別

表）

○

８ 省略 ８ 省略

９ 老人

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 ９ 老人

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 当該職員の証明書の交付（第１８

条第３項、第２９条第１０項）

○ ５ 当該職員の証明書の交付（第１８

条第３項、第２９条第８項）

○

６ 有料老人ホームに関すること。 ６ 有料老人ホームに関すること。

� 省略 � 省略

� 報告の徴収及び立入検査（第

２９条第９項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

２９条第７項）

○

� 改善命令（第２９条第１１項） ○ � 改善命令（第２９条第９項） ○

１０～２２

省略

１０～２２

省略

２３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 居宅サービス等を行つた者又は

使用する者に対する報告の命令等

（第２４条第１項、健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有

するものとされる同法第２６条の規

定による改正前の介護保険法（以

下この部において「旧法」とい

う。）第２４条第１項）

○ ２３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 居宅サービス等を行つた者又は

使用する者に対する報告の命令等

（第２４条第１項、健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有

するものとされる同法第２６条の規

定による改正前の介護保険法（以

下この部において「旧法」とい

う。）第２４条第１項）

○

２ 被保険者等に対する報告の命令

等（第２４条第２項、旧法第２４条第

２項）

○ ２ 被保険者等に対する報告の命令

等（第２４条第２項、旧法第２４条第

２項）

○

３ 当該職員の証明書の交付（第２４

条第３項、第７６条第２項、第８３条

第２項、第９０条第２項、第１００条

第２項 、第１１５条

の７第２項、第１１５条の３３第５

項、旧法第２４条第３項、第１１２条

第２項、第１１５条の３３第５項）

○ ３ 当該職員の証明書の交付（第２４

条第３項、第７６条第２項、第８３条

第２項、第９０条第２項、第１００条

第２項、第１１２条第２項、第１１５条

の７第２項、第１１５条の３３第５

項、旧法第２４条第３項、第１１２条

第２項、第１１５条の３３第５項）

○

４ 指定居宅サービス事業者に関す

ること。

４ 指定居宅サービス事業者に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 中核市の市長が行う指定に対

する同意（第４１条第１項本文、

地方自治法施行令第１７４条の４９

の１１の２第２項）

○
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� 省略 � 省略

� 指定に係る協議（第７０条第７

項）

○

� 省略 � 省略

� 指定の変更（第７０条の３第１

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

 中核市からの届出の受理（第

７８条、地方自治法施行令第１７４

条の４９の１１の２第２項）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 指定介護老人福祉施設に関する

こと。

６ 指定介護老人福祉施設に関する

こと。

�～� 省略 �～� 省略

� 中核市からの届出の受理（第

９３条、地方自治法施行令第１７４

条の４９の１１の２第２項）

○

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 中核市の市長が行う開設及び

変更の許可に対する同意（第９４

条第１項、第２項、地方自治法

施行令第１７４条の４９の１１の２第

２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略  省略
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� 中核市からの届出の受理（第

１０４条の２、地方自治法施行令

第１７４条の４９の１１の２第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

８ 旧法第４８条第１項第３号に規定

する指定介護療養型医療施設に関

すること。

８ 旧法第４８条第１項第３号に規定

する指定介護療養型医療施設に関

すること。

� 指定（第４８条第１項第３号） ○

� 聴聞決定予定日の通知（旧法

第１０７条第３項第６号の２）

○ � 聴聞決定予定日の通知（旧法

第１０７条第３項第６号の２）

○

� 関係市町からの意見の聴取

（第１０７条第５項）

○

� 指定の更新（旧法第１０７条の

２第１項）

○ 	 指定の更新（旧法第１０７条の

２第１項）

○

� 指定の変更（旧法第１０８条第

１項）

○ 
 指定の変更（旧法第１０８条第

１項）

○

	 変更の届出の受理（旧法第

１１１条）

○ � 変更の届出の受理（旧法第

１１１条）

○


 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（旧法第

１１１条の２第１項）

○ � 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（旧法第

１１１条の２第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（旧

法第１１２条第１項）

○  報告の徴収及び立入検査（旧

法第１１２条第１項）

○

� 指定の辞退の申出に係る受理

（旧法第１１３条）

○ � 指定の辞退の申出に係る受理

（ 第１１３条）

○

 勧告（旧法第１１３条の２第１

項）

○ � 勧告（ 第１１３条の２第１

項）

○

� 勧告に従わない旨の公表（旧

法第１１３条の２第２項）

○ � 勧告に従わない旨の公表（

第１１３条の２第２項）

○

� 措置命令（旧法第１１３条の２

第３項）

○ � 措置命令（ 第１１３条の２

第３項）

○

� 指定の取消し等（旧法第１１４

条第１項）

○ � 指定の取消し等（ 第１１４

条第１項）

○

� 中核市からの届出の受理（旧

法第１１５条、地方自治法施行令

第１７４条の４９の１１の２第２項、

介護サービスの基盤強化のため

の介護保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係政令の

整備等及び経過措置に関する政

令（平成２３年政令第３７６号）附

則第４条）

○

９ 指定介護予防サービス事業者に

関すること。

９ 指定介護予防サービス事業者に

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

１２４



� 中核市からの届出の受理（第

１１５条の１０、地方自治法施行令

第１７４条の４９の１１の２第２項）

○

１０ 業務管理体制の整備に関するこ

と。

１０ 業務管理体制の整備に関するこ

と。

� 届出の受理（第１１５条の３２第

２項第１号、第３項、第４項、

旧 法 第１１５条 の３２第２項 第１

号、第３項、第４項）

○ � 届出の受理（第１１５条の３２第

２項第１号、第３項、第４項、

旧 法 第１１５条 の３２第２項 第１

号、第３項、第４項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３３第１項、旧法第１１５条

の３３第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３３第１項、旧法第１１５条

の３３第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の要

請（第１１５条の３３第３項、旧法

第１１５条の３３第３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査の要

請（第１１５条の３３第３項、旧法

第１１５条の３３第３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の結

果に係る市町長への通知及び厚

生労働大臣からの通知の受理

（第１１５条の３３第４項）

○

� 勧告（第１１５条の３４第１項、

旧法第１１５条の３４第１項）

○ � 勧告（第１１５条の３４第１項、

旧法第１１５条の３４第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の３４第２項、旧法第１１５条

の３４第２項）

○ � 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の３４第２項、旧法第１１５条

の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４第３

項、旧法第１１５条の３４第３項）

○ � 措置命令（第１１５条の３４第３

項、旧法第１１５条の３４第３項）

○

	 措置命令に違反した内容に係

る市町長への通知及び厚生労働

大臣からの通知の受理（第１１５

条の３４第５項）

○

１１ 介護支援専門員に対する報告の

徴収（第６９条の３８第１項、旧法第

６９条の３８第１項）

○ １１ 介護支援専門員に対する報告の

徴収（第６９条の３８第１項、旧法第

６９条の３８第１項）

○

１２～１５ 省略 １２～１５ 省略

１６ 市町に対する事業の実施状況に

関する報告の徴収（第１９７条第１

項、旧法第１９７条第１項）

○ １６ 市町に対する事業の実施状況に

関する報告の徴収（第１９７条第１

項、旧法第１９７条第１項）

○

１７ 省略 １７ 省略

２４・２５

省略

２４・２５

省略

２６ 旧精

神保健

及び精

神障害

者福祉

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 精神障害者社会復帰施設に関す

ること。

� 変更、廃止及び休止の届出の

受理（第５０条第３項、第４項、

障害者自立支援法附則第４８条）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

５０条の２の４、障害者自立支援

法附則第４８条）

○

� 改善及び事業の停止又は廃止

の命令（第５０条の２の５、障害

者自立支援法附則第４８条）

○
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２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

かくたん

１ 登録喀痰吸引等事業者に関する

こと。

� 登録（第４８条の３第１項） ○

� 登録事項の変更及び業務の廃

止の届出の受理（第４８条の６第

１項、第２項）

○

� 登録の取消し等（第４８条の

７）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１９条、第２０条第１項、第４８条の

９）

○

� 身分を示す証明書の交付（第

２０条第２項、第４８条の９）

○

２ 認定特定行為業務従事者に関す

ること。

� 認定特定行為業務従事者認定

証の交付（附則第４条第１項）

○

� 特定行為の業務の停止等（附

則第４条第４項）

○

� 認定特定行為業務従事者認定

証の再交付等（社会福祉士及び

介護福祉士法施行規則附則第８

条第１項、第２項）

○

３ 登録特定行為事業者に関するこ

と。

� 登録（附則第２０条第１項） ○

� 登録事項の変更及び業務の廃

止の届出の受理（第４８条の６第

１項、第２項、附則第２０条第２

項）

○

� 登録の取消し等（第４８条の

７、附則第２０条第２項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１９条、第２０条第１項、附則第２０

条第２項）

○

� 身分を示す証明書の交付（第

２０条第２項、附則第２０条第２

項）

○

かくたん

４ 喀痰吸引等研修の課程を修了し

た者と同等以上の知識及び技能を

有する旨の認定（介護サービスの

基盤強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律（平成２３年法

律第７２号）附則第１４条第１項、第

２項）

○

備考 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

産

業

振

興

課

１～６

省略

産

業

振

興

課

１～６

省略

７ 農地

法の施

行に関

する事

務

７ 農地

法の施

行に関

する事

務

１ 農地又は採草放牧地（以下この

部において「農地等」という。）

の権利移動に関すること。

� 許 可（第３条 第１項、第４

項、農地法施行令第３条第４

項、農地法施行規則第１４条第２

項）

○

� 必要な措置の勧告（第３条の

２第１項）

○

� 許可の取消し（第３条の２第

２項）

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

８～２０

省略

８～２０

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

室

長

部

長

室

長

商

工

観

光

室

１ 商工

業及び

観光事

業の振

興に関

する事

務

１～３ 省略 商

工

観

光

室

１ 商工

業及び

観光事

業の振

興に関

する事

務

１～３ 省略

４ 県産品愛用運動の推進に関する

こと。

○

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

２～１７

省略

２～１７

省略

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

１２７



備考 東予地方局今治支局及び南予地方局八幡浜支局において

は、この表１の部１の項から３の項まで及び５の項、４の

部１の項�、５の部９の項、９の部並びに１２の部１の項

�、�及び�の規定を適用する。

備考 東予地方局今治支局及び南予地方局八幡浜支局において

は、この表１の部１の項から３の項まで及び６の項、４の

部１の項�、５の部９の項、９の部並びに１２の部１の項

�、�及び�の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

農

村

整

備

課

１～３

省略

農

村

整

備

課

１～３

省略

４ 土地

改良法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 ４ 土地

改良法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 土地改良事業計画等の適否の決

定及び公告等（第８条第１項、第

６項、第４８条第９項、第８４条

）

○ ５ 土地改良事業計画等の適否の決

定及び公告等（第８条第１項、第

６項、第４８条第９項、第８４条、第

９６条の２第５項、第９６条の３第５

項）

○

６ 土地改良事業計画に対する異議

の申出に係る決定（第９条第１

項、第２項、第４８条第９項、第８４

条

）

○ ６ 土地改良事業計画に対する異議

の申出に係る決定（第９条第１

項、第２項、第４８条第９項、第８４

条、第９６条の２第５項、第９６条の

３第５項）

○

７ 土地改良事業計画の認可及び同

意（第１０条第１項、第３項、第４８

条第９項、第８４条、第９６条の２第

５項、第９６条の３第５項）

○

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 土地改良施設の管理規程の認可

又は協議並びに管理規程の変更及

び廃止の認可又は協議（第５７条の

２第１項、第３項、第４項、第８４

条、第９６条の４第１項）

○ １５ 土地改良施設の管理規程の認可

及び 管理規程の変更又

は廃止の認可又は協議（第５７条の

２第１項、第３項、第４項、第８４

条、第９６条の４ ）

○

１５ 省略 １６ 省略

１６ 市町が定めた土地改良事業計画

又は応急工事計画の報告の受理

（第９６条の２第６項、第９６条の４

第２項）

○

１７ 市町が定めた土地改良事業計画

又は応急工事計画の変更及び土地

改良事業の廃止の報告の受理（第

９６条の２第６項、第９６条の３第５

項、第９６条の４第２項）

○ １７ 市町が行う土地改良事業の同意

（第９６条の２第１項、第７項）

○
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１８ 市町が行う土地改良事業に関す

る関係農業協同組合の意見聴取

（第９６条の２第６項、第９６条の３

第５項）

○

１９ 市町が行う土地改良事業計画の

変更及び土地改良事業の廃止の同

意（第４８条第１１項、第９６条の３第

１項、第５項）

○

１８ 省略 ２０ 省略

１９ 省略 ２１ 省略

２０ 省略 ２２ 省略

２１ 省略 ２３ 省略

２２ 省略 ２４ 省略

５～８

省略

５～８

省略

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部３の

項から７の項まで及び１２の項から１９の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部３の

項から７の項まで及び１２の項から２１の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

森

林

林

業

課

１ 省略 森

林

林

業

課

１ 省略

２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略 ２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略

３ 市町村森林整備計画の樹立及び

変更に係る協議（第１０条の５第９

項、第１０条の６第４項）

○ ３ 市町村森林整備計画の樹立及び

変更に係る協議（第１０条の５第７

項、第１０条の６第４項）

○

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 分収育林契約等を締結すべき旨

の裁定（第１０条の１１の４第１項、

第１０条の１１の５第１項、第１０条の

１１の６第２項、第３項）

○ ７ 分収育林契約 を締結すべき旨

の裁定（第１０条の１１の４第１項、

第１０条の１１の５第１項、第１０条の

１１の６第２項、第３項）

○

８ 分収育林契約等の解除の承認

（第１０条の１１の８）

○ ８ 分収育林契約 の解除の承認

（第１０条の１１の７）

○

９ 省略 ９ 省略

１０ 森林経営計画の認定及び変更の

認定（２以上の地方局の所管区域

にわたるものに関するものを除

く。）（第１１条第１項、第１２条第

１項、第２項、第１９条第１項第１

号、第３項、第４項）

○ １０ 森林施業計画の認定及び変更の

認定（２以上の地方局の所管区域

にわたるものに関するものを除

く。）（第１１条第１項、第１２条第

１項、第２項、第１９条第１項第１

号、第３項、第４項）

○

１１ 森林経営計画の変更の通知（２

以上の地方局の所管区域にわたる

ものに関するものを除く。）（第

１３条、第１９条第１項第１号、第３

項）

○ １１ 森林施業計画の変更の通知（２

以上の地方局の所管区域にわたる

ものに関するものを除く。）（第

１３条、第１９条第１項第１号、第３

項）

○
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１２ 森林経営計画の認定の取消し

（２以上の地方局の所管区域にわ

たるものに関するものを除く。）

（第１６条、第１９条第１項第１号、

第４項）

○ １２ 森林施業計画の認定の取消し

（２以上の地方局の所管区域にわ

たるものに関するものを除く。）

（第１６条、第１９条第１項第１号、

第４項）

○

１３～２３ 省略 １３～２３ 省略

３～１４

省略

３～１４

省略

１５ 森林

病害虫

等防除

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略 １５ 森林

病害虫

等防除

法の施

行に関

する事

務

１・２ 省略

３ 地区実施計画の策定及び変更に

係る報告の受理（第７条の１０第４

項）

○ ３ 地区実施計画の策定及び変更に

係る同意（第７条の１０第３項

）

○

１６～１９

省略

１６～１９

省略

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

管

理

課

１～１３

省略

管

理

課

１～１３

省略

１４ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 １４ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 指定水防管理団体の水防計画の

届出の受理（第３２条第３項）

○ ２ 指定水防管理団体の水防計画の

協議（第３２条第２項 ）

○

３ 省略 ３ 省略

１５～１９

省略

１５～１９

省略

２０ 地す

べり等

防止法

の施行

に関す

る事務

１～１１ 省略 ２０ 地す

べり等

防止法

の施行

に関す

る事務

１～１１ 省略

１２ 関連事業計画の作成の協議に対

する同意（第２４条第３項）

○

１２ 省略 １３ 省略

２１～２４

省略

２１～２４

省略

２５ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 標識の設置等（第７条第１項、

第１３条）

○ ２５ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 標識の設置 （第７条第１項、

第１３条）

○

２～６ 省略 ２～６ 省略

７ 市民緑地契約の締結、同意等

（市民緑地契約を締結した旨の公

告を除く。）（第５５条第１項、第

２項、第５項、第９項）

○ ７ 市民緑地契約の締結、同意等

（市民緑地契約を締結した旨の公

告を除く。）（第５５条第１項、第

２項、第５項、第７項）

○
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２６～３８

省略

２６～３８

省略

備考 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る

一般共通決裁事項

備考 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る

一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決

者 所

長

専決

者

課

長

主

幹

課

長

１ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○ １ 公文

書に関

する事

務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 軽易な指令、達、通知、通達、照

会、報告、回答、申請、上申、進達

等に関すること。

３ 軽易な指令、達、通知、通達、照

会、報告、回答、申請、上申、進達

等に関すること。

○

� �以外のもの ○

� 定例的な通知、照会、報告、回

答、申請、上申、進達等

○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 事務

の分担

に関す

る事務

１ 所属職員の事務の分担に関するこ

と。

５ 事務

の分担

に関す

る事務

１ 所属職員の事務の分担に関するこ

と。

○

� �以外のもの ○

� 主幹が担任する係又はグループ

に属する職員の事務の分担の変更

○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

備考 １・２ 省略

３ 主幹を置かない課に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「主幹」とあるのは、「課長」とする。

� １の部３の項�

� ５の部１の項�

� ６の部１の項

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 １・２ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

所

長

専

決

者
所

長

専

決

者

課

長

課

長

用

地

管

理

課

１～１８

省略

用

地

管

理

課

１～１８

省略

１９ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 １９ 水防

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 指定水防管理団体の水防計画の届

出の受理（第３２条第３項）

○ ２ 指定水防管理団体の水防計画の協

議（第３２条第２項 ）

○

３ 省略 ３ 省略

２０～２４

省略

２０～２４

省略

２５ 地す

べり等

防止法

の施行

に関す

る事務

１～１１ 省略 ２５ 地す

べり等

防止法

の施行

に関す

る事務

１～１１ 省略

１２ 関連事業計画の作成の協議に対す

る同意（第２４条第３項）

○

１２ 省略 １３ 省略

２６～２９

省略

２６～２９

省略

３０ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 標識の設置等（第７条第１項、第

１３条）

○ ３０ 都市

緑地法

の施行

に関す

る事務

１ 標識の設置 （第７条第１項、第

１３条）

○

２～６ 省略 ２～６ 省略

７ 市民緑地契約の締結、同意等（市

民緑地契約を締結した旨の公告を除

く。）（第５５条第１項、第２項、第

５項、第９項）

○ ７ 市民緑地契約の締結、同意等（市

民緑地契約を締結した旨の公告を除

く。）（第５５条第１項、第２項、第

５項、第７項）

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

３１～５１

省略

３１～５１

省略

備考 １ 東予地方局今治土木事務所

においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から４の部まで、５の部

２の項�から�まで、３の項及び４の項、６の部から

９の部まで、１２の部から３６の部まで、３８の部から４０の

部まで、４３の部１の項並びに５１の部に掲げる事務につ

いては「管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

２・３ 省略

４ 南予地方局大洲土木事務所及び南予地方局西予土木

事務所においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から４の部まで、５の部

２の項�から�まで、３の項及び４の項、６の部から

９の部まで、１２の部から３６の部まで、３８の部、４３の部

１の項並びに５１の部に掲げる事務については「事業管

理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる事務につい

ては「用地課」として、同表の規定を適用する。

５ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら９の部まで及び１２の部から５１の部までに掲げる事務

については「管理課 」と、同表１０の部及び１１の部

に掲げる事務については「用地課」として、同表の規

定を適用する。

備考 １ 東予地方局今治土木事務所及び南予地方局八幡浜土

木事務所においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から９の部まで及び１２の

部から５１の部まで

に掲げる事務につ

いては「管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる

事務については「用地課」として、同表の規定を適用

する。

２・３ 省略

４ 南予地方局大洲土木事務所及び南予地方局西予土木

事務所においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から４の部まで、５の部

２の項�から�まで、３の項及び４の項、６の部から

９の部まで、１２の部から３６の部まで、３８の部、４３の部

１の項並びに５１の部に掲げる事務については「事業管

理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる事務につい

ては「用地課」として、同表の規定を適用する。

５ 南予地方局西予土木事務所 においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら９の部まで及び１２の部から５１の部までに掲げる事務

については「事業管理課」と、同表１０の部及び１１の部

に掲げる事務については「用地課」として、同表の規

定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

所

長

専

決

者
所

長

専

決

者

課

長

課

長

建

設

課

１～３

省略

建

設

課

１～３

省略

備考 １ 建設企画課、河川港湾課、河川砂防課又は道路課

においては、この表１の部及び２の部

に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建設

課」とあるのは、それぞれ「建設企画課」、「河川港

湾課」、「河川砂防課」又は「道路課

」として、同表の規定を適用する。

２・３ 省略

備考 １ 建設企画課、河川港湾課、河川砂防課、道路課又は

上島架橋建設課においては、この表１の部及び２の部

に掲げる事務については、同表組織名の欄中「建設

課」とあるのは、それぞれ「建設企画課」、「河川港

湾課」、「河川砂防課」、「道路課」又は「上島架橋

建設課」として、同表の規定を適用する。

２・３ 省略
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平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 理化学試験及び微生物病理検査に関すること（中予保健所に

限る。）。

�・� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第３条 省略

２～６ 省略

７ 省略

８ 主幹は、上司の命を受け、担任する係又はグループの事務を掌

理し、当該係又はグループに属する職員を指揮監督する。

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、中予保健所長に委任

する。

� 省略

� 別表企画課の表７の部に掲げる毒物及び劇物取締法の施行に

関する事務（同部３の項の報告の徴収及び立入検査等に限

る。）

� 別表企画課の表９の部に掲げる覚せ
�

い
�

剤取締法の施行に関す

る事務

	 別表企画課の表１０の部に掲げる麻薬及び向精神薬取締法の施

行に関する事務


 別表企画課の表１１の部に掲げるあへん法の施行に関する事務

� 別表企画課の表１３の部に掲げる安全な血液製剤の安定供給の

確保等に関する法律の施行に関する事務

� 別表企画課の表１５の部に掲げる薬事法の施行に関する事務

（同部５の項の既存薬種商に関すること、同部６の項の改正法

附則第８条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者に関す

ること、同部１０の項の報告の徴収及び立入検査等並びに同部１１

の項の廃棄、回収等の措置命令等に限る。）

 省略

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 理化学試験及び微生物病理検査に関すること（松山保健所に

限る。）。

�・� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第３条 省略

２～６ 省略

７ 課長補佐は、課長を補佐する。

８ 省略

９ 主幹は、上司の命を受け、担任する係又はグループの事務を掌

理し、当該係又はグループに属する職員を指揮監督する。

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、松山保健所長に委任

する。

� 省略

� 別表企画課の表６の部に掲げる毒物及び劇物取締法の施行に

関する事務（同部３の項の報告の徴収及び立入検査等に限

る。）

� 別表企画課の表８の部に掲げる覚せ
�

い
�

剤取締法の施行に関す

る事務

	 別表企画課の表９の部に掲げる麻薬及び向精神薬取締法の施

行に関する事務


 別表企画課の表１１の部に掲げる安全な血液製剤の安定供給の

確保等に関する法律の施行に関する事務

� 別表企画課の表１４の部に掲げる薬事法の施行に関する事務

（同部５の項の既存薬種商に関すること、同部６の項の改正法

附則第８条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者に関す

ること、同部１０の項の報告の徴収及び立入検査等並びに同部１１

の項の廃棄、回収等の措置命令等に限る。）

� 省略
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（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

４ 第１項の規定にかかわらず、別表環境保全課の表７の部４の項

に掲げる浄化槽保守点検業者の登録に関する事務は、浄化槽保守

点検業者の主たる営業所の所在地を管轄する保健所長（松山市の

区域内に主たる営業所を設置し、かつ、同市以外の市町の区域を

営業区域とする浄化槽保守点検業者に係るものについては、中予

保健所長）に委任する。

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

４ 第１項の規定にかかわらず、別表環境保全課の表７の部４の項

に掲げる浄化槽保守点検業者の登録に関する事務は、浄化槽保守

点検業者の主たる営業所の所在地を管轄する保健所長（松山市の

区域内に主たる営業所を設置し、かつ、同市以外の市町の区域を

営業区域とする浄化槽保守点検業者に係るものについては、松山

保健所長）に委任する。

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種類 事 項

決裁

区分 組

織

名

事務の種類 事 項

決裁

区分

所

長

課

長

所

長

課

長

企

画

課

１～１０ 省略 企

画

課

１～１０ 省略

１１ あへん法（昭和２９

年法律第７１号）の施

行に関する事務

１ 報告の徴収及び立

入検査等（第４４条第

２項）

○

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 理化学試験及び微

生物病理検査に関す

ること（中予保健所

に限る。）。

１ 省略 ２０ 理化学試験及び微

生物病理検査に関す

ること（松山保健所

に限る。）。

１ 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

環境研究課

大気環境科

� 大気汚染、騒音、振動及び悪臭（以下「大気汚染等」と

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

環境研究課

環境監視室

大気環境科
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いう。）の防止に係る試験研究及び大気汚染等の防止施設

等の技術開発に関すること。

� 大気汚染等の防止技術及び測定技術の指導に関するこ

と。

� 大気汚染等の防止に係る監視、調査、測定及び検査に関

すること。

� 大気汚染に関する緊急時等の措置に関すること。

� 大気汚染に係る資料の収集及び整理に関すること。

� 環境監視及び環境保全に係る調査研究の総括に関するこ

と（他の主管に属するものを除く。）。

� 環境情報の収集、管理及び提供に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

� 有害化学物質に係る調査研究に関すること。

水質環境科

� 水質汚濁及び他の主管に属さない公害（以下「水質汚濁

等」という。）の防止に係る試験研究並びに水質汚濁等の

防止施設等の技術開発に関すること。

� 水質汚濁等の防止技術及び測定技術の指導に関するこ

と。

� 水質汚濁等の防止に係る監視、調査、測定及び検査に関

すること。

� 水質汚濁に関する緊急時等の措置に関すること。

� 水質汚濁に係る資料の収集及び整理に関すること。

資源環境科

� 資源リサイクルに係る試験研究に関すること。

� 廃棄物処理に係る監視、調査及び試験研究に関するこ

と。

� 廃棄物の処理及び再利用に係る資料の収集及び整理に関

すること。

� 環境科学に係る調査研究の総括に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

生物多様性センター

� 生物多様性の保全に係る調査研究に関すること。

� 生物多様性の保全に係る情報の収集、管理及び提供に関す

ること。

� 生物多様性の保全に係る普及啓発に関すること。

（職務）

第３条 省略

２～５ 省略

６ センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。

７ 省略

８ 主幹は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

９ 省略

１０ 次長は、センター長を補佐する。

� 大気汚染、騒音、振動及び悪臭（以下「大気汚染等」

という。）の防止に係る試験研究及び大気汚染等の防止

施設等の技術開発に関すること。

� 大気汚染等の防止技術及び測定技術の指導に関するこ

と。

� 大気汚染等の防止に係る監視、調査、測定及び検査に

関すること。

� 大気汚染に関する緊急時等の措置に関すること。

� 大気汚染に係る資料の収集及び整理に関すること。

� 環境監視及び環境保全に係る調査研究の総括に関する

こと（他の主管に属するものを除く。）。

� 環境情報の収集、管理及び提供に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

� 有害化学物質に係る調査研究に関すること。

水質環境科

� 水質汚濁及び他の主管に属さない公害（以下「水質汚

濁等」という。）の防止に係る試験研究並びに水質汚濁

等の防止施設等の技術開発に関すること。

� 水質汚濁等の防止技術及び測定技術の指導に関するこ

と。

� 水質汚濁等の防止に係る監視、調査、測定及び検査に

関すること。

� 水質汚濁に関する緊急時等の措置に関すること。

� 水質汚濁に係る資料の収集及び整理に関すること。

環境科学室

資源環境科

� 資源リサイクルに係る試験研究に関すること。

� 廃棄物処理に係る監視、調査及び試験研究に関するこ

と。

� 廃棄物の処理及び再利用に係る資料の収集及び整理に

関すること。

� 環境科学に係る調査研究の総括に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

生物環境科

� 生物多様性の保全に係る調査研究に関すること。

� 微生物を活用した環境保全に係る試験研究に関するこ

と。

� 化学物質の生物に対する影響に係る調査研究に関する

こと。

（職務）

第３条 省略

２～５ 省略

６ 省略

７ 課長補佐は、課長を補佐する。

８ 省略
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（愛媛県婦人相談所処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県婦人相談所処務規程（昭和３２年愛媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公印規程の一部改正）

第４条 愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県児童相談所処務規程の一部改正）

１１ 省略

１２ 省略

１３ 主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、試験、研究、調査

その他必要な業務に従事する。

１４ 省略

１５ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、試験、研究及び調

査 に従事する。

１２ 省略

１３ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

（事務代決）

第３条 所長が不在のときは、あらかじめ所長の指定した職員が、

所長の事務を代決する。

（職務）

第２条 省略

２ 省略

３ 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を

代行する。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

（事務代決）

第３条 所長が不在のときは、次長 が、

所長の事務を代決する。

改 正 後 改 正 前

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 職印

省略

本庁の局長印（えひめブランド推進統括監印を含む。以下同

じ。）

省略

� 省略

２ 省略

別表２（第３条関係）

専用公印

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 職印

省略

本庁の局長印（えひめブランド推進統括監印を含む。以下同

じ。）

省略

� 省略

２ 省略

別表２（第３条関係）

専用公印

種別 管守場所 数 専 用 区 分 種別 管守場所 数 専 用 区 分

知事

印

省略 知事

印

省略

中予地方局 省略

省略

中予地方局 省略

１

省略

土地改良事業用地等取得、補償用

省略 省略

省略 省略
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第５条 愛媛県児童相談所処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県産業技術研究所処務規程の一部改正）

第６条 愛媛県産業技術研究所処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県東京事務所処務規程の一部改正）

第７条 愛媛県東京事務所処務規程（昭和４２年愛媛県訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

１０～１２ 省略

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 児童福祉司は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１３条第

３項に規定する事務を主として行う。

１０～１２ 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 研究所の部及びセンターの分掌事務は、次のとおりとす

る。

企画管理部

�～� 省略

� 工業技術及び建設技術の情報に関すること。

� 省略

省略

（職務）

第３条 省略

２～１１ 省略

１２ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

１３ 省略

１４ 省略

（専決事項）

第４条 省略

２ センター長は、次に掲げる事項（食品産業技術センター長及び

建設技術センター長については、第４号から第８号までに関する

ものを除く。）を専決することができる。ただし、異例又は重要

と認められるものについては、あらかじめ所長の承認を受けなけ

ればならない。

�～� 省略

（分掌事務）

第２条 研究所の部及びセンターの分掌事務は、次のとおりとす

る。

企画管理部

�～� 省略

� 工業技術及び建設技術の情報に関すること。

� 省略

省略

建設技術センター

� 建設技術に関する試験研究に関すること。

� 建設資材の規格に関すること。

� 建設技術に関する助言に関すること。

� 建設技術に関する技術者の養成に関すること。

（職務）

第３条 省略

２～１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

（専決事項）

第４条 省略

２ センター長は、次に掲げる事項（食品産業技術センター長及び

建設技術センター長については、第４号から第８号までに関する

ものを除く。）を専決することができる。ただし、異例又は重要

と認められるものについては、あらかじめ所長の承認を受けなけ

ればならない。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 主幹は、上司の命を受け、担任する係の事務を掌理し、当該係

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 課長補佐は、課長を補佐する。
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（愛媛県下請企業指導班規程の一部改正）

第８条 愛媛県下請企業指導班規程（昭和５４年愛媛県訓令第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県交通対策班規程の一部改正）

第９条 愛媛県交通対策班規程（昭和５６年愛媛県訓令第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部改正）

第１０条 愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛県訓令第３５号）の一部を次のように改正する。

「技術課
様式第１号（その１）中「課長補佐」及び

長補佐」
を「主 幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

「技術課
様式第１号（その２）中

長補佐」
を「主 幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

様式第１号（その３）中「課長補佐」を「主幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

様式第３号（その１）中「課長補佐」を「主 幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

「課長
様式第３号（その２）中

補佐」
を「主幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

様式第５号中「課長補佐」及び「技術課長補佐」を「主 幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

「技術課
様式第７号（その１）中

長補佐」
を「主 幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

様式第７号（その２）中「課長補佐」を「主幹」に改め、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄は、適宜変更すること。

様式第９号中「課長補佐」を「主 幹」に改め、同様式注を同様式注１とし、同様式注に次のように加える。

２ 決裁欄は、適宜変更すること。

（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

に属する職員を指揮監督する。

７・８ 省略

９ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

１０ 省略

１１ 省略

７・８ 省略

９ 省略

１０ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 班に班長を置き、経済労働部産業支援局経営支援課主幹

に知事が命ずる。

（職制）

第４条 班に班長を置き、経済労働部産業支援局経営支援課課長補

佐に知事が命ずる。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 班は、県民環境部防災局消防防災安全課交通安全推進係

に属する職員並びに同課に属するその他の職員

のうちから県民環境部長が指定する者をもつて組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、県民環境部防災局消防防災安全課主幹

のうちから、知事が命ずる。

（組織）

第３条 班は、県民環境部防災局消防防災安全課交通安全計画係及

び交通教育指導係に属する職員並びに同課に属するその他の職員

のうちから県民環境部長が指定する者をもつて組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、県民環境部防災局消防防災安全課長補佐

のうちから、知事が命ずる。
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第１１条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程の一部改正）

第１２条 愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程（平成３年愛媛県訓令第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第１３条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第４号甲（表）中「課長補佐」を「主幹」に改める。

受

信

事

項

「

受

信

事

項

「

様式第６号中「課長補佐」を「主 幹」に、 を に、

」 」

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、県民環境部管理局の所掌事務を担任する副知事をも

って充てる。

３・４ 省略

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、県民環境部管理局の所掌事務を担任する副知事をも

って充てる。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係）

１ 県民総合相談プラザ

別表（第４条関係）

１ 県民総合相談プラザ

室長 省略

室長補佐 企画振興部管理局広報広聴課主幹 の職にある者

（企画振興部長が指定する者に限る。）

室員 省略

室長 省略

室長補佐 企画振興部管理局広報広聴課長補佐の職にある者

（企画振興部長が指定する者に限る。）

室員 省略

２ 県民相談プラザ ２ 県民相談プラザ

室長 省略

室長補佐 地方局総務企画部地域政策課主幹 の職にある者

（地方局長が指定する者に限る。）及び支局総務

県民室地域政策班長の職にある者

室員 省略

室長 省略

室長補佐 地方局総務企画部地域政策課長補佐の職にある者

（地方局長が指定する者に限る。）及び支局総務

県民室地域政策班長の職にある者

室員 省略

改 正 後 改 正 前

（文書管理責任者）

第７条 省略

２ 文書管理責任者は、課所の長が課所の主幹 その他の職員の

うちから指定する。

３・４ 省略

（文書管理責任者）

第７条 省略

２ 文書管理責任者は、課所の長が課所の課長補佐その他の職員の

うちから指定する。

３・４ 省略
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処

理

内

容

「

処

理

内

容

「

を に改める。

」 」

（愛媛県地方局県民情報室規程の一部改正）

第１４条 愛媛県地方局県民情報室規程（平成５年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県農業総合対策推進班規程の一部改正）

第１５条 愛媛県農業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第５条関係）

１ 地方局総務企画部総務県民課及び支局総務県民室に設置する

地方局県民情報室

別表第２（第５条関係）

１ 地方局総務企画部総務県民課及び支局総務県民室に設置する

地方局県民情報室

室長 省略

室員 地方局総務企画部総務県民課長補佐及び支局総務県民

室主幹 の職にある者

省略

室長 省略

室員 地方局総務企画部総務県民課長補佐及び支局総務県民

室長補佐の職にある者

省略

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 農林水産部管理局農政課主幹（農林水産部長が指定する

ものに限る。）

４・５ 省略

６ 農林水産部管理局農業経済課主幹

７・８ 省略

９ 農林水産部管理局ブランド戦略課主幹（農林水産部長が

指定するものに限る。）

１０ 農林水産部管理局ブランド戦略課ブランド推進グループ

担当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１１ 農林水産部管理局ブランド戦略課流通戦略グループ担当

係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１２ 農林水産部管理局ブランド戦略課企画・安全グループ担

当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１３ 農林水産部農業振興局農地整備課主幹 （農林水

産部長が指定するものに限る。）

１４～１６ 省略

１７ 農林水産部農業振興局農産園芸課主幹 （農林水

産部長が指定するものに限る。）

１８～２２ 省略

２３ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室主幹

２４～２７ 省略

２８ 農林水産部農業振興局畜産課主幹（農林水産部長が指定

するものに限る。）

１・２ 省略

３ 農林水産部管理局農政課主幹（農林水産部長が指定する

ものに限る。）

４・５ 省略

６ 農林水産部管理局農業経済課長補佐

７・８ 省略

９ 農林水産部管理局ブランド戦略課技術課長補佐

１０ 農林水産部管理局ブランド戦略課えひめブランド係長

１１ 農林水産部管理局ブランド戦略課流通戦略係長

１２ 農林水産部管理局ブランド戦略課農産物安全係長

１３ 農林水産部農業振興局農地整備課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

１４～１６ 省略

１７ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

１８～２２ 省略

２３ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室技術室長補佐

２４～２７ 省略

２８ 農林水産部農業振興局畜産課技術課長補佐
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（愛媛県臓器移植支援センター規程の一部改正）

第１６条 愛媛県臓器移植支援センター規程（平成１０年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第１７条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県財政改革推進班規程の一部改正）

第１８条 愛媛県財政改革推進班規程（平成１７年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県福祉指導監査班規程の一部改正）

２９・３０ 省略

３１ 農林水産部森林局林業政策課主幹（農林水産部長が指定

するものに限る。）

３２・３３ 省略

２９・３０ 省略

３１ 農林水産部森林局林業政策課技術課長補佐

３２・３３ 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 センターは、センター長、副センター長、総務調整課長、

総務調整課主幹 、総務担当、検査担当及びコーディネート担当

をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２・３ 省略

４ 総務調整課主幹 は、研究所の総務調整課主幹 の職にある者

をもって充てる。

５ 省略

（センター長等の職務）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 総務調整課主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、

部下職員を指揮監督する。

（組織）

第３条 センターは、センター長、副センター長、総務調整課長、

総務調整課長補佐、総務担当、検査担当及びコーディネート担当

をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２・３ 省略

４ 総務調整課長補佐は、研究所の総務調整課長補佐の職にある者

をもって充てる。

５ 省略

（センター長等の職務）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 総務調整課長補佐は、総務調整課長を補佐する。

改 正 後 改 正 前

（職務）

第４条 省略

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あ

らかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、副本部長（本部長が指定する者に限る。）が

招集し、これを主宰する。

（職務）

第４条 省略

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あ

らかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、総務部長の職にある本部員 が

招集し、これを主宰する。

改 正 後 改 正 前

（班長）

第４条 班に班長を置き、総務部行財政改革局財政課主幹 の職に

ある者のうちから、知事が命ずる。

２ 省略

（班長）

第４条 班に班長を置き、総務部行財政改革局財政課長補佐の職に

ある者のうちから、知事が命ずる。

２ 省略

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

１４２



第１９条 愛媛県福祉指導監査班規程（平成１７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局福祉指導監査班規程の一部改正）

第２０条 愛媛県地方局福祉指導監査班規程（平成１７年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程の一部改正）

第２１条 愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程（平成１８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県食の安全安心推進班規程の一部改正）

第２２条 愛媛県食の安全安心推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県経済成長戦略推進班規程の一部改正）

第２３条 愛媛県経済成長戦略推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～４ 省略

５ 保健福祉部管理局保健福祉課主幹 （保健福祉部長が指

定するものに限る。）

１～４ 省略

５ 保健福祉部管理局保健福祉課長補佐（保健福祉部長が指

定するものに限る。）

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ 省略

２ 地方局健康福祉環境部地域福祉課主幹

１ 省略

２ 地方局健康福祉環境部地域福祉課長補佐

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、南予地域活性化の総括に関する事務を担任する副知

事をもって充てる。

３・４ 省略

別表１（第３条関係）

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、南予地域活性化の総括に関する事務を担任する副知

事をもって充てる。

３・４ 省略

別表１（第３条関係）

１～４ 省略

５ 営業戦略監

６ 省略

１～４ 省略

５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ 省略

２ 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課主幹（保健福祉部長が

指定するものに限る。）

３～５ 省略

６ 農林水産部管理局ブランド戦略課企画・安全グループ担

当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１ 省略

２ 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課技術課長補佐

３～５ 省略

６ 農林水産部管理局ブランド戦略課農産物安全係長
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する

（愛媛県ＥＶ開発推進班規程の一部改正）

第２４条 愛媛県ＥＶ開発推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程の一部改正）

第２５条 愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程（平成２３年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 経済労働部管理局立地推進課長

４ 経済労働部管理局観光物産課長

５ 経済労働部管理局国際交流課長

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１・２ 省略

３ 経済労働部管理局産業政策課企業立地推進室長

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 経済労働部観光国際局観光物産課長

９ 経済労働部観光国際局国際交流課長

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～３ 省略

４ 総務部管理局総務管理課主幹 （総務部長が指定するも

のに限る。）

５ 企画振興部地域振興局交通対策課主幹

６ 県民環境部環境局環境政策課主幹（県民環境部長が指定

するものに限る。）

７ 経済労働部管理局産業政策課主幹（経済労働部長が指定

するものに限る。）

８ 経済労働部管理局立地推進課主幹

９ 経済労働部管理局労政雇用課主幹

１０ 経済労働部産業支援局産業創出課主幹（経済労働部長が

指定するものに限る。）

１１ 経済労働部産業支援局経営支援課主幹 （経済労働部長

が指定するものに限る。）

１２ 農林水産部農業振興局農産園芸課主幹 （農林水

産部長が指定するものに限る。）

１３ 農林水産部水産局水産課主幹（農林水産部長が指定する

ものに限る。）

１４～１６ 省略

１～３ 省略

４ 総務部管理局総務管理課長補佐（総務部長が指定するも

のに限る。）

５ 企画振興部管理局交通対策課長補佐

６ 県民環境部環境局環境政策課長補佐

７ 経済労働部管理局産業政策課長補佐

８ 経済労働部管理局産業政策課企業立地推進室長補佐

９ 経済労働部管理局労政雇用課長補佐

１０ 経済労働部産業支援局産業創出課技術課長補佐

１１ 経済労働部産業支援局経営支援課長補佐（経済労働部長

が指定するものに限る。）

１２ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

１３ 農林水産部水産局水産課技術課長補佐

１４～１６ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第４条 省略

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あ

らかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。

（職務）

第４条 省略

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あ

らかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２

１４４



��������������

（愛媛県政策推進班規程の一部改正）

第２６条 愛媛県政策推進班規程（平成２３年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県鳥獣害防止対策班規程の一部改正）

第２７条 愛媛県鳥獣害防止対策班規程（平成２３年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（えひめブランド推進班規程及び愛媛県総務事務センター規程の廃止）

第２８条 えひめブランド推進班規程（平成１７年愛媛県訓令第１１号の２）及び愛媛県総務事務センター規程（平成１８年愛媛県訓令第８号）は、

廃止する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、副本部長（本部長が指定する者に限る。）が

招集し、これを主宰する。

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、総務部長の職にある本部員 が

招集し、これを主宰する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～３ 省略

４ 主幹（政策推進グループを担任するものに限る。）

５ 省略

１～３ 省略

４ 主幹（政策推進グループを担任するものに限る。）

５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 県民環境部環境局自然保護課主幹

４ 農林水産部管理局農政課主幹（農林水産部長が指定する

ものに限る。）

５ 農林水産部管理局農業経済課主幹

６ 農林水産部農業振興局農地整備課主幹 （農林水

産部長が指定するものに限る。）

７ 農林水産部農業振興局農産園芸課主幹 （農林水

産部長が指定するものに限る。）

８ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室主幹

９ 農林水産部農業振興局畜産課主幹（農林水産部長が指定

するものに限る。）

１０ 農林水産部森林局森林整備課主幹（農林水産部長が指定

するものに限る。）

１１ 農林水産部水産局水産課主幹（農林水産部長が指定する

ものに限る。）

１・２ 省略

３ 県民環境部環境局自然保護課長補佐

４ 農林水産部管理局農政課主幹

５ 農林水産部管理局農業経済課長補佐

６ 農林水産部農業振興局農地整備課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

７ 農林水産部農業振興局農産園芸課技術課長補佐（農林水

産部長が指定するものに限る。）

８ 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手・農地保全対策

室技術室長補佐

９ 農林水産部農業振興局畜産課技術課長補佐

１０ 農林水産部森林局森林整備課技術課長補佐

１１ 農林水産部水産局水産課技術課長補佐
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平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間

備

考
貸 与 対 象 者 品目

数

量

着用

期間

貸与

期間

備

考

１ 作業

員の業

務に従

事する

職員

�～� 省略 １ 作業

員の業

務に従

事する

職員

�～� 省略

� 農林水産研究所

畜産研究センター

又は畜産研究セン

ター養鶏研究所に

勤務するもの

エンカ

ン服

２ 年間 ２年 � 農林水産研究所

畜産研究センター

又は畜産研究セン

ター養鶏研究所に

勤務するもの

省略 省略

�・� 省略 �・� 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 自動

車運転

業務に

従事す

る職員

� 総務管理課若し

くは秘書課 又

は保健所に勤務す

るもの

省略 ４ 自動

車運転業

務に従事

する職員

� 総務管理課若し

くは私学文書課又

は保健所に勤務す

るもの

省略

�～� 省略 �～� 省略

５～２１ 省略 ５～２１ 省略

２２ 食肉衛生検査センターに勤

務する職員のうち、と畜業務

又は食鳥検査業務に従事する

もの

白衣 ４ 省略 ２２ 食肉衛生検査センターに勤

務する職員のうち、と畜業務

又は食鳥検査業務に従事する

もの

白衣 ２ 省略

ズボン ４ 年間 １年 ズボン ２ 年間 ２年

ゴム長

靴

１ 年間 １年 ゴム長

靴

２ 年間 ２年

２３・２４ 省略 ２３・２４ 省略

２５ 産業技術研究所

に勤務す

る職員のうち、試験研究業務

に従事するもの

省略 ２５ 産業技術研究所（建設技術

センターを除く。）に勤務す

る職員のうち、試験研究業務

に従事するもの

省略

２６ 産業技術研究所建設技術セ

ンターに勤務する職員のう

ち、土木技術職員又は管理業

務に従事するもの

作業服 ２ 年間 ２年

作業服

（夏）

２ 夏期 ２年

防寒服 １ 冬期 ３年

雨がつ

ぱ

１ 年間 ２年

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年

ゴム長

靴

１ 年間 ３年

安全靴 １ 年間 ３年

作業靴 １ 年間 ２年

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略
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２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 農林水産研究所畜産研究セ

ンター又は畜産研究センター

養鶏研究所に勤務する職員の

うち、試験研究業務、畜産若

しくは養鶏の管理の業務又は

場内管理の業務に従事するも

の

省略 ３７ 農林水産研究所畜産研究セ

ンター又は畜産研究センター

養鶏研究所に勤務する職員の

うち、試験研究業務、畜産若

しくは養鶏の管理の業務又は

場内管理の業務に従事するも

の

省略

雨がつ

ぱ

省

略

雨がつ

ぱ

省

略

エンカ

ン服

２ 年間 ２年

省略 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略

４１ 省略 ４２ 省略

４２ 省略 ４３ 省略

４３ 省略 ４４ 省略

４４ 土木部に勤務する職員のう

ち、工事検査業務又は営繕工

事の工事監理及び工事監督の

業務に従事するもの

省略 ４５ 土木部に勤務する職員のう

ち、工事検査業務

に従事するもの

省略

４５ 省略 ４６ 省略

４６ 省略 ４７ 省略

４７ 地方局建設部又は土木事務

所に勤務する職員のうち、道

路維持の現場作業に従事する

もの

省略 ４８ 地方局建設部又は土木事務

所に勤務する職員のうち、道

路維持の現場作業に従事する

もの

省略

防振手

袋

２ 省略 防振手

袋

１ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１０号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県特別滞納整理班規程を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特別滞納整理班規程

（設置）

第１条 県税の徴収が困難な事案に係る滞納処分を効率的に執行するため、中予地方局に特別滞納整理班（以下「班」という。）を設置す

る。

（任務）
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第２条 班は、次に掲げる事項を処理する。

� 差押財産の公売に関すること。

� 滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。

� その他県税の徴収が困難な事案に係る滞納処分の執行に関し必要な事項

（組織）

第３条 班は、別表に掲げる職にある者及び中予地方局総務企画部税務管理課納税室の職員（特別滞納整理グループに属する者に限る。）

をもって組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、中予地方局長の職にある班員をもって充てる。

２ 班に副班長を置き、中予地方局総務企画部税務管理課長の職にある班員をもって充てる。

（職務）

第５条 班長は、知事の命を受け、班員を指揮監督し、班の事務を統轄する。

２ 副班長は、班長を補佐する。

（庶務）

第６条 班の庶務は、中予地方局総務企画部税務管理課において処理する。

（雑則）

第７条 この訓令に定めるもののほか、班に関し必要な事項は、班長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

１ 中予地方局長

２ 中予地方局総務企画部税務管理課長

３ 東予地方局総務企画部税務管理課長

４ 東予地方局総務企画部今治支局税務室長

５ 南予地方局総務企画部税務課長

６ 南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室長

７ 中予地方局総務企画部税務管理課納税室長

８ 中予地方局総務企画部税務管理課納税室滞納処分専門員（中予地方局長が指定するものに限る。）

�愛媛県訓令第１１号
経 済 労 働 部

農 林 水 産 部

愛のくに えひめ営業推進本部規程を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛のくに えひめ営業推進本部規程

（設置）

第１条 本県における企業誘致、観光振興、県産品の流通・販売対策等（以下「企業誘致等」という。）を推進するため、愛のくに えひ

め営業推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。

（任務）

第２条 推進本部は、次に掲げる事項のうち、営業に関するものを処理する。

� 企業間連携及び農商工連携の促進並びに貿易及び海運の振興に関すること。

� 企業立地及び企業誘致（外資系企業の誘致を含む。）に関すること。

� 観光客誘致の推進及び物産の販路拡大に関すること。

� 国際観光の振興に関すること。

� 新事業の創出の促進に関すること。

� 愛媛産の農林水産物及び加工品の流通・販売対策の推進に関すること。

� その他企業誘致等の推進に関すること。

２ 推進本部は、前項の事項に係る業務を円滑に処理するため必要があるときは、あらかじめ関係部局と調整した上で処理するものとする。

（組織）

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

２ 本部長は、営業戦略監の職にある者をもって充てる。
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３ 副本部長は、経済労働部管理局産業政策課長及び農林水産部管理局農政課長の職にある者をもって充てる。

４ 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

（職務）

第４条 本部長は、知事の命を受け、第２条の任務を自ら処理するとともに、本部員を指揮監督し、推進本部の事務を統轄し、推進本部を

代表する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代行する。

（会議）

第５条 推進本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主宰する。

２ 本部長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（事務局）

第６条 推進本部の事務を処理するため、経済労働部管理局産業政策課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、経済労働部管理局産業政策課長の職にある者をもって充てる。

（雑則）

第７条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

１ 経済労働部管理局立地推進課長

２ 経済労働部管理局観光物産課長

３ 経済労働部管理局国際交流課長

４ 経済労働部産業支援局産業創出課長

５ 経済労働部産業支援局経営支援課長

６ 農林水産部管理局ブランド戦略課長

７ 農林水産部農業振興局農産園芸課長

８ 農林水産部農業振興局畜産課長

９ 農林水産部森林局林業政策課長

１０ 農林水産部水産局漁政課長

�愛媛県訓令第１２号
庁 中 一 般

労働委員会事務局

愛媛県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県労働委員会事務局処務規程（昭和４１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（次長の専決）

第６条 次長は、次の事項を専決処理することができる。

�～� 省略

� 職員の事務分担に関すること（第８条第２号に掲げる事項を

除く。）。

� 省略

� 所掌事務のうち軽易な事項に係るものに関する照会、通知、

報告又は回答等に関すること（第８条第３号に掲げる事項を除

く。）。

第７条 省略

（課長の専決）

（次長の専決）

第６条 次長は、次の事項を専決処理することができる。

�～� 省略

� 職員の超過勤務及び休日勤務の命令に関すること。

� 職員の事務分担に関すること

。

� 省略

� 所掌事務のうち軽易な事項に係るものに関する照会、通知、

報告又は回答等に関すること

。

第７条 省略

愛 媛 県 報平成２４年４月１日 第２３５５号外２
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第８条 課長は、次の事項を専決処理することができる。

� 職員の超過勤務及び休日勤務の命令に関すること。

� 職員の事務分担の変更に関すること。

� 所掌事務のうち軽易な事項に係るものに関する定例的な照

会、通知、報告又は回答等に関すること。

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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